
 

 

 廃炉発官Ｒ４第２０２号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，別紙の通り，「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の

変更認可の申請をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

 



別紙（1 / 3） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」及び「福島第一原子力

発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」について，下記の箇所を別添の通

りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い、下記の通り変更を行う。 

    

   目次 

・ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い新規記載 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

 2 特定原子力施設の構造及び設備,工事の計画 

2.5 汚染水処理設備等 

本文 

 ・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う記載の追加 

添付資料－３ 

・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う記載の追加 

  

2.51 ゼオライト土嚢等処理設備 

 本文 

  ・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う基本設計及び基本仕様について新規記載 

   添付資料－１ 

    ・ゼオライト土嚢等処理設備の全体概要図について新規記載 

添付資料－２ 

・ゼオライト土嚢等処理設備の具体的な安全確保策について新規記載 

添付資料－３ 

・ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に関する説明書を新規記載 

添付資料－４ 

・ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に関する説明書を新規記載 

添付資料－５ 

・ゼオライト土嚢等処理設備の工事工程表について新規記載 

添付資料－６ 

・ゼオライト土嚢等処理設備の放射性物質の閉じ込めに関する説明書を新規記載 

添付資料－７ 

・ゼオライト土嚢等処理設備に係る確認事項について新規記載 

添付資料－８ 

・地下階での ROV を使用した作業に関する説明書を新規記載 

添付資料－９ 

・検査可能性に関する考慮事項について新規記載 
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Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第１編（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置) 

第３章 体制及び評価 

第５条 

 ・ゼオライト土嚢等処理設備設置に伴う変更 

・油処理装置設置完了に伴う変更 

第６章 放射性廃棄物管理 

第４０条 

・ゼオライト土嚢等処理設備設置に伴う変更 

   附則 

   ・ゼオライト土嚢等処理設備設置に伴う変更 

   ・瓦礫類一時保管エリアの変更完了に伴う記載削除 

 

第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

第３章 体制及び評価 

第５条 

 ・ゼオライト土嚢等処理設備設置に伴う変更 

・油処理装置設置完了に伴う変更 

   附則 

   ・ゼオライト土嚢等処理設備設置に伴う変更 

   ・瓦礫類一時保管エリアの変更完了に伴う記載削除 

 

第３編（保安に係る補足説明） 

2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

2.1 放射性廃棄物等の管理 

2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 

・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う記載の追加 

 

2.2 線量評価 

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 

・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う記載の追加 
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○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集 

目次 

 ・ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い新規記載 

 

別冊５ 汚染水処理設備等に係る補足説明 

  Ⅰ 汚染水処理設備等の構造強度及び耐震性について 

   ・ゼオライト土嚢等処理設備に伴う記載の追加 

Ⅱ 2.5汚染水処理設備等の寸法許容範囲について 

・変更なし 

     

別冊２９ ゼオライト土嚢等処理設備に係る補足説明 

  Ⅰ ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に係る補足説明 

   ・ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に係る補足説明について新規記載 

Ⅱ ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に係る補足説明 

・ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に係る補足説明について新規記載 

   Ⅲ ゼオライト土嚢等処理設備の公称値の許容範囲について 

    ・ゼオライト土嚢等処理設備の公称値の許容範囲について新規記載 

 

 

 

以 上 
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2.5 汚染水処理設備等 

2.5.1 基本設計 

2.5.1.1 設置の目的 

タービン建屋等には，東北地方太平洋沖地震による津波，炉心冷却水の流入，雨水の浸入，

地下水の浸透等により海水成分を含んだ高レベルの放射性汚染水が滞留している（以下，

「滞留水」という）。 

このため，汚染水処理設備等では，滞留水を安全な箇所に移送すること，滞留水に含まれ

る主要な放射性物質を除去し環境中に移行し難い性状とすること，除去した放射性物質を

一時的に貯蔵すること，滞留水の発生量を抑制するため塩分を除去し原子炉への注水に再

利用する循環冷却を構築することを目的とする。 

 

2.5.1.2 要求される機能 

(1)  発生する高レベル放射性汚染水量（地下水及び雨水の流入による増量分を含む）を上回

る処理能力を有すること 

(2)  高レベル放射性汚染水中の放射性物質等の濃度及び量を適切な値に低減する能力を有

すること 

(3)  汚染水処理設備が停止した場合に備え，複数系統及び十分な貯留設備を有すること 

(4)  汚染水処理設備等は漏えいを防止できること 

(5)  万一，高レベル放射性汚染水の漏えいがあった場合，高レベル放射性汚染水の散逸を抑

制する機能を有すること 

(6)  高レベル放射性汚染水を処理する過程で発生する気体状の放射性物質及び可燃性ガス

の検出，管理及び処理が適切に行える機能を有すること 

 

2.5.1.3 設計方針 

2.5.1.3.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）

の設計方針 

(1) 処理能力 

a. 汚染水処理設備及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）は，原子炉への注水，雨水

の浸入，地下水の浸透等により 1号～4号機のタービン建屋等に発生する滞留水に対

して十分対処できる処理容量とする。 

b. 汚染水処理設備の除染能力及び塩素除去能力は，処理済水の発電所内再使用を可能と

するのに十分な性能を有するものとする。 

 

(2) 汚染水処理設備等の長期停止に対する考慮 

a. 主要核種の除去を行う処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セ

シウム吸着装置及び除染装置）は，単独もしくは組み合わせでの運転が可能な設計と
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する。また，セシウム吸着装置及び除染装置と第二セシウム吸着装置は，それぞれ異

なる系統の所内高圧母線から受電する構成とし，第三セシウム吸着装置は，二つの異

なる系統の所内高圧母線から受電する構成とする。 

b. 汚染水処理設備及び関連設備（移送ポンプ等）の動的機器は，その故障により滞留水

の移送・処理が長期間停止することがないように原則として多重化する。 

c. 汚染水処理設備が長期間停止した場合を想定し，滞留水がタービン建屋等から系外に

漏れ出ないように，タービン建屋等の水位を管理するとともに，貯留用のタンクを設

ける。 

d. 汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備（移送ポンプ等）は，所内高圧母線から受電

できる設計とする。 

e. 汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備（移送ポンプ等）は，外部電源喪失の場合に

おいても，非常用所内電源から必要に応じて受電できる設計とする。 

 

(3) 規格・基準等 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）の機器等は，設計，

材料の選定，製作及び検査について，原則として適切と認められる規格及び基準によるもの

とする。 

 

(4) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）は，液体状の放射性

物質の漏えいの防止及び所外への管理されない放出を防止するため，次の各項を考慮した

設計とする。 

a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には設置環境や内部流体の性状等に応じた適切

な材料を使用するとともに，タンク水位の検出器等を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいの早期検出を可能にするとともに，

漏えいを停止するのに適切な措置をとれるようにする。また，汚染水処理設備，貯留

設備においては漏えい水の拡大を抑制するための堰等を設ける。 

c. タンク水位，漏えい検知等の警報については，免震重要棟集中監視室及びシールド中

央制御室（シールド中操）に表示し，異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれる

ようにする。なお，シールド中央制御室（シールド中操）の機能移転後に設置する設

備のタンク水位，漏えい検知等の警報は，免震重要棟集中監視室に発報・表示し，同

様の措置を実施する。 

 

(5) 放射線遮へいに対する考慮 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）は，放射線業務従事

者等の線量を低減する観点から，放射線を適切に遮へいする設計とする。 



Ⅱ-2-5-3 

 

(6) 崩壊熱除去に対する考慮 

汚染水処理設備は，放射性物質の崩壊熱による温度上昇を考慮し，必要に応じて崩壊熱を

除去できる設計とする。 

 

(7) 可燃性ガスの滞留防止に対する考慮 

汚染水処理設備は，水の放射線分解により発生する可燃性ガスを適切に排出できる設計

とする。 

 

(8) 気体廃棄物の放出に対する考慮 

汚染水処理設備は，放出する可燃性ガス等の気体に放射性物質が含まれる可能性がある

場合には，排気設備にフィルタ等を設け捕獲する設計とする。 

 

(9) 健全性に対する考慮 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備は，機器の重要度に応じた有効な保全ができるも

のとする。 

 

2.5.1.3.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設の設計方針 

(1) 貯蔵能力 

使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設は，汚染水処理設備，多核種除去

設備，高性能多核種除去設備，モバイル式処理装置，増設多核種除去設備，サブドレン他浄

化装置，高性能多核種除去設備検証試験装置，モバイル型ストロンチウム除去装置，RO 濃

縮水処理設備，第二モバイル型ストロンチウム除去装置，放水路浄化装置，５・６号機仮設

設備（滞留水貯留設備）浄化ユニット，ゼオライト土嚢等処理設備で発生する放射性廃棄物

を貯蔵できる容量とする。また，必要に応じて増設する。 

 

(2) 多重性等 

廃スラッジ貯蔵施設の動的機器は，故障により設備が長期間停止することがないように，

原則として多重化する。 

 

(3) 規格・基準等 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設の機器等は，設計，材料の選定，製

作及び検査について，原則として適切と認められる規格及び基準によるものとする。 

 

(4) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

廃スラッジ貯蔵施設の機器等は，液体状の放射性物質の漏えいの防止及び所外への管理
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されない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 

a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には設置環境や内部流体の性状等に応じた適切

な材料を使用するとともに，タンク水位の検出器等を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいの早期検出を可能にするとともに，

漏えい液体の除去・回収を行えるようにする。 

c. タンク水位，漏えい検知等の警報については，免震重要棟集中監視室及びシールド中

央制御室（シールド中操）に表示し，異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれる

ようにする。 

 

なお，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸着装置，高性能多核

種除去設備，モバイル式処理装置，サブドレン他浄化装置，高性能多核種除去設備検証試

験装置，RO濃縮水処理設備，第二モバイル型ストロンチウム除去装置，放水路浄化装置の

使用済みの吸着塔，モバイル型ストロンチウム除去装置の使用済みのフィルタ及び吸着塔，

多核種除去設備及び増設多核種除去設備の使用済みの吸着材を収容した高性能容器及び

多核種除去設備にて発生する処理カラム，５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）浄化ユ

ニットの使用済セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は，内部の水を抜いた状態で貯蔵す

るため，漏えいの可能性はない。 

 

(5) 放射線遮へいに対する考慮 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設は，放射線業務従事者の線量を低減

する観点から，放射線を適切に遮へいする設計とする。 

 

(6) 崩壊熱除去に対する考慮 

a. 吸着塔，フィルタ，高性能容器及び処理カラムは，崩壊熱を大気に逃す設計とする。 

b. 廃スラッジ貯蔵施設は，放射性物質の崩壊熱による温度上昇を考慮し，必要に応じて

熱を除去できる設計とする。 

 

(7) 可燃性ガスの滞留防止に対する考慮 

吸着塔，フィルタ，高性能容器，処理カラム及び廃スラッジ貯蔵施設は，水の放射線分解

により発生する可燃性ガスの滞留を防止でき，必要に応じて適切に排出できる設計とする。 

 

(8) 気体廃棄物の放出に対する考慮 

廃スラッジ貯蔵施設は，放出する可燃性ガス等の気体に放射性物質を含む可能性がある

場合は，排気設備にフィルタ等を設け捕獲収集する設計とする。また，気体廃棄物の放出を

監視するためのモニタ等を設ける。 
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(9) 健全性に対する考慮 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設は，機器の重要度に応じた有効な保

全ができるものとする。 

 

2.5.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) 汚染水処理設備は，滞留水の放射性物質の濃度を原子炉注水に再利用可能な濃度まで

低減できる能力を有すること。 

(2) 汚染水処理設備は，滞留水の塩化物イオン濃度を原子炉注水に再利用可能な濃度まで

低減できる能力を有すること。 

 

2.5.1.5 主要な機器 

2.5.1.5.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）は，滞

留水移送装置，油分分離装置，処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三

セシウム吸着装置及び除染装置），淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置），中低濃度タ

ンク，地下貯水槽等で構成する。 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設及び関連施設（移送配管，移送ポン

プ等）は，使用済セシウム吸着塔仮保管施設，使用済セシウム吸着塔一時保管施設，造粒固

化体貯槽(D)，廃スラッジ一時保管施設等で構成する。 

1号～4号機のタービン建屋等の滞留水は，滞留水移送装置によりプロセス主建屋，雑固

体廃棄物減容処理建屋（以下，「高温焼却炉建屋」という。）へ移送した後，プロセス主建

屋等の地下階を介して，必要に応じて油分を除去し，処理装置へ移送，またはプロセス主建

屋等の地下階を介さずにセシウム吸着装置・第二セシウム吸着装置へ直接移送し，主要核種

を除去した後，淡水化装置により塩分を除去する。また，各装置間には処理済水，廃水を保

管するための中低濃度タンク，地下貯水槽を設置する。 

二次廃棄物となる使用済みの吸着材を収容したセシウム吸着装置吸着塔，第二セシウム

吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔，モバイル型ス

トロンチウム除去装置の使用済フィルタ・吸着塔，第二モバイル型ストロンチウム除去装置，

放水路浄化装置吸着塔は使用済セシウム吸着塔仮保管施設，もしくは使用済セシウム吸着

塔一時保管施設に一時的に貯蔵し，高性能多核種除去設備，高性能多核種除去設備検証試験

装置，サブドレン他浄化装置，RO 濃縮水処理設備で発生する吸着塔，多核種除去設備，増

設多核種除去設備にて発生する二次廃棄物を収容する高性能容器及び多核種除去設備にて

発生する処理カラム，５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）浄化ユニットで発生する使用

済セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は使用済セシウム吸着塔一時保管施設に一時的に

貯蔵する。なお，セシウム吸着装置吸着塔，第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸

着装置吸着塔，多核種除去設備にて発生する処理カラム，高性能多核種除去設備，サブドレ
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ン他浄化装置，RO 濃縮水処理設備で発生する吸着塔は大型廃棄物保管庫にも一時的に貯蔵

する。また，二次廃棄物の廃スラッジは造粒固化体貯槽(D)，廃スラッジ一時保管施設で一

時的に貯蔵する。 

 汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備の主要な機器は，免震重要棟集中監視室またはシ

ールド中央制御室（シールド中操）から遠隔操作及び運転状況の監視を行う。 

 

(1) 滞留水移送装置 

滞留水移送装置は，タービン建屋等にある滞留水を汚染水処理設備のあるプロセス主建

屋，高温焼却炉建屋へ移送することを目的に，移送ポンプ，移送ライン等で構成する。 

移送ポンプは，1 号機タービン建屋に 6 台，1 号機原子炉建屋に 2 台，1 号機廃棄物処理

建屋に 2 台，2 号機タービン建屋に 6 台，2 号機原子炉建屋に 2 台，2 号機廃棄物処理建屋

に 6 台，3 号機のタービン建屋に 9 台，3 号機原子炉建屋に 4 台，3 号機廃棄物処理建屋に

6 台，4 号機タービン建屋に 7 台，4 号機原子炉建屋に 6 台，4 号機廃棄物処理建屋に 6 台

設置し，原子炉への注水，雨水の浸入，地下水の浸透等により 1号～4号機のタービン建屋

等に発生する滞留水に対して十分対処可能な設備容量を確保する。滞留水の移送は，移送元

のタービン建屋等の水位や移送先となるプロセス主建屋，高温焼却炉建屋の水位の状況に

応じて，ポンプの起動台数，移送元，移送先を適宜選定して実施する。 

移送ラインは，設備故障及び損傷を考慮し複数の移送ラインを準備する。また，使用環境

を考慮した材料を選定し，必要に応じて遮へい，保温材等を設置するとともに,屋外敷設箇

所は移送ラインの線量当量率等を監視し漏えいの有無を確認する。 

 

(2) 油分分離装置 

油分分離装置は，油分がセシウム吸着装置の吸着性能を低下させるため，その上流側に設

置し，滞留水に含まれる油分を自然浮上分離により除去する。油分分離装置は，プロセス主

建屋内に 3台設置する。 

 

(3) 処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸着装置，除染装

置） 

セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置及び第三セシウム吸着装置は，吸着塔内部に充

填された吸着材のイオン交換作用により，滞留水に含まれるセシウム等の核種を除去する。

除染装置は，滞留水にセシウム等の核種を吸着する薬品を注入し凝集・沈殿させ，上澄液と

スラッジに分離することで，滞留水に含まれるセシウム等の核種を除去する。また，各装置

は装置の処理能力を確認するための試料を採取できる設備とする。 

処理装置は，複数の装置により多様性を確保するとともに，各装置の組み合わせもしくは

単独により運転が可能な系統構成とする。 
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a. セシウム吸着装置 

セシウム吸着装置は，焼却工作建屋内に4系列配置しており，多段の吸着塔により滞

留水に含まれる放射性のセシウム，ストロンチウムを除去する。 

セシウム吸着装置は，４系列でセシウムを除去するセシウム吸着運転（以下，「Cs吸

着運転」という）または４系列を２系列化しセシウム及びストロンチウムを除去するセ

シウム／ストロンチウム同時吸着運転（以下，「Cs/Sr同時吸着運転」という）を行

う。 

吸着塔は，二重の円筒形容器で，内側は内部に吸着材を充填したステンレス製の容器，

外側は炭素鋼製の遮へい容器からなる構造とする。 

使用済みの吸着塔は一月あたり６本程度発生し，使用済セシウム吸着塔仮保管施設

にて内部の水抜きを行い，使用済セシウム吸着塔仮保管施設及び使用済セシウム吸着

塔一時保管施設あるいは大型廃棄物保管庫にて貯蔵する。 

 

b. 第二セシウム吸着装置 

第二セシウム吸着装置は，高温焼却炉建屋内に 2 系列配置し，各系列で多段の吸着

塔によりセシウム，ストロンチウム等の核種を除去する。 

第二セシウム吸着装置は，セシウム吸着塔によりセシウムを除去するセシウム吸着

運転（以下，「Cs吸着運転」という），または同時吸着塔によりセシウム及びストロ

ンチウムを除去するセシウム／ストロンチウム同時吸着運転（以下，「Cs/Sr同時吸着

運転」という）を行う。 

吸着塔は，ステンレス製の容器にゼオライト等の吸着材を充填し，周囲は鉛等で遮

へいする構造とする。 

使用済みの吸着塔は，Cs 吸着運転においては一月あたり４本程度発生し，Cs/Sr 同

時吸着運転においては一月あたり４本程度発生する。 

使用済み吸着塔は，本装置において内部の水抜きを行い，使用済セシウム吸着塔仮

保管施設及び使用済セシウム吸着塔一時保管施設あるいは大型廃棄物保管庫にて貯蔵

する。 

 

c. 第三セシウム吸着装置 

第三セシウム吸着装置は，サイトバンカ建屋内に 1 系列配置し，多段の吸着塔によ

りセシウム，ストロンチウム等の核種を除去する。 

第三セシウム吸着装置は，セシウム及びストロンチウム同時吸着塔によりセシウム

及びストロンチウムを除去する Cs/Sr同時吸着運転を行う。 

吸着塔は，ステンレス製の容器にゼオライト等の吸着材を充填し，周囲は鉛等で遮

へいする構造とする。 

使用済みの吸着塔は，一カ月あたり 1 本程度発生する。使用済み吸着塔は，本装置
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において内部の水抜きを行い，使用済セシウム吸着塔一時保管施設あるいは大型廃棄

物保管庫にて貯蔵する。 

 

d. 除染装置 

除染装置は，プロセス主建屋に 1系列設置し，滞留水に含まれる懸濁物質や浮遊物質

を除去する加圧浮上分離装置，薬液注入装置から吸着剤を注入し放射性物質の吸着を

促す反応槽，薬液注入装置から凝集剤を注入し放射性物質を凝集・沈殿させ上澄液と

スラッジに分離する凝集沈殿装置，懸濁物質の流出を防止するディスクフィルター，

吸着材を注入する薬品注入装置で構成する。反応槽及び凝集沈殿装置は，１組の装置

を 2 段設置することにより放射能除去性能を高める設計とするが，1 段のみでも運転

可能な設計とする。スラッジは造粒固化体貯槽(D)に排出する。 

 

(4) 淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置） 

淡水化装置は，滞留水を原子炉注水に再使用するため，滞留水に含まれる塩分を除去する

ことを目的に，逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置で構成する。 

逆浸透膜装置は，4 号機タービン建屋 2階及び蛇腹ハウス内に設置する 3系列 3台で構成

し，水を通しイオンや塩類などの不純物は透過しない逆浸透膜の性質を利用して滞留水に

含まれる塩分を除去し，処理済水と塩分が濃縮された廃水に分離する。運転系列は，耐震性

を向上させた 4 号機タービン建屋 2 階に設置する逆浸透膜装置（以下，「建屋内 RO」とい

う。）を原則として使用する。また，蛇腹ハウス内に設置している逆浸透膜装置は,逆浸透膜

を通さずに滞留水を濃縮廃水側へ送水する機能も有する。蒸発濃縮装置は 3 系列 8 台で構

成し，逆浸透膜装置により塩分が濃縮された廃水を蒸気により蒸発濃縮（蒸留）する設備で

あるが、平成 28年 1 月現在運用を停止している。また，各装置は装置の処理能力を確認す

るための試料を採取できる設備とする。 

なお，建屋内 RO及びこれに付帯する機器を建屋内 RO循環設備という。 

淡水化装置は，複数の装置及び系統により多重性及び多様性を確保する。 

 

(5) 廃止（高濃度滞留水受タンク） 

 

(6) 中低濃度タンク 

中低濃度タンクは，処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム

吸着装置及び除染装置）により主要核種が除去された水等を貯留する目的で主に屋外に設

置する。 

中低濃度タンクは，貯留する水の性状により分類し，処理装置（セシウム吸着装置，第二

セシウム吸着装置，第三セシウム吸着装置及び除染装置）により主要核種を除去された水等

を貯留するサプレッション・プール水サージタンク及び廃液 RO供給タンク，逆浸透膜装置
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の廃水を貯留するRO後濃縮塩水受タンク※１，蒸発濃縮装置の廃水を貯留する濃縮廃液貯槽，

逆浸透膜装置の処理済水を貯留する RO後淡水受タンク※２，多核種除去設備，増設多核種除

去設備及び高性能多核種除去設備の処理済水を貯留する多核種処理水タンク※３及び RO 濃

縮水処理設備の処理済水，サブドレン他水処理施設で汲み上げた地下水を貯留する Sr処理

水タンク※４で構成する。 

サプレッション･プール水サージタンクは，液体廃棄物処理系の設備として既に設置され

ていた設備を使用し，工事計画認可申請書（57 資庁第 2974 号 昭和 57 年 4 月 20 日認可）

において確認を実施している。RO 後淡水受タンクの貯留水は，処理済水として原子炉への

注水に再利用する。 

なお，各タンクは定期的に必要量を確認し※５，必要に応じて増設する。 

 ※１：ＲＯ濃縮水貯槽，地下貯水槽（ＲＯ後濃縮塩水用分）にて構成。 

 ※２：ＲＯ処理水貯槽，蒸発濃縮処理水貯槽にて構成。 

 ※３：多核種処理水貯槽で構成。 

 ※４：Sr処理水貯槽で構成。 

※５：「福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について」にて確認

を実施。 

 

(7) 地下貯水槽 

地下貯水槽は，発電所構内の敷地を有効活用する観点で地面を掘削して地中に設置する。

また，止水のための 3 重シート（2 重の遮水シート及びベントナイトシート），その内部に

地面からの荷重を受けるためのプラスチック製枠材を配置した構造とする。 

地下貯水槽には，逆浸透膜装置の廃水等を貯留する。 

なお，地下貯水槽からの漏えいが認められたことから，別のタンクへの貯留水の移送が完

了次第，使用しないこととする。 

 

(8) ろ過水タンク 

ろ過水タンクは，既に屋外に設置されていたもので，放射性物質を含まない水を貯留する

タンクであるが，地下貯水槽に貯留した逆浸透膜装置の廃水の貯留用として一時的に使用

する。ろ過水タンクは，放射性流体を貯留するための設備ではないため，逆浸透膜装置の廃

水を貯留する場合の適合性評価を行う。また，ろ過水タンク周囲に設置した線量計で雰囲気

線量を確認する等により漏えいの有無を確認する。なお，貯留期間は貯留開始後１年以内を

目途とし，ろ過水タンクに貯留した逆浸透膜装置の廃水を別のタンクに移送する。 

 

(9) 電源設備 

電源は，所内高圧母線から受電でき，非常用所内電源とも接続できる構成とする。セシウ

ム吸着装置及び除染装置と第二セシウム吸着装置は，それぞれ異なる系統の所内高圧母線

から受電する構成とし，第三セシウム吸着装置は，二つの異なる系統の所内高圧母線から受

電する構成とすることにより，所内高圧母線の点検等による電源停止においても，何れかの
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処理装置により，滞留水の処理が可能な設計とする。また，汚染水処理設備等は，外部電源

喪失の場合は，タービン建屋等の水位の状況や汚染水処理設備以外の設備負荷を考慮しな

がら復旧する。 

 

(10) 廃止（モバイル式処理設備） 

 

(11)滞留水浄化設備 

 １～４号機の建屋滞留水の放射性物質濃度を低減する目的で，１～４号機の滞留水を 

浄化する設備（以下，滞留水浄化設備）を設置する。滞留水浄化設備は，建屋内 RO 循環   

設備で敷設した配管から各建屋へ分岐する配管で構成する。 

 

2.5.1.5.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

使用済セシウム吸着塔保管施設は，使用済セシウム吸着塔仮保管施設，使用済セシウム吸

着塔一時保管施設で構成する。廃スラッジ貯蔵施設は造粒固化体貯槽(D)，廃スラッジ一時

保管施設で構成する。 

廃スラッジ貯蔵施設の主要な機器は，免震重要棟集中監視室またはシールド中央制御室

（シールド中操）から遠隔操作及び運転状況の監視を行う。 

 

(1) 使用済セシウム吸着塔保管施設 

a. 使用済セシウム吸着塔仮保管施設 

使用済セシウム吸着塔仮保管施設は，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，

モバイル式処理装置，第二モバイル型ストロンチウム除去装置及び放水路浄化装置で

発生する吸着塔並びにモバイル型ストロンチウム除去装置で発生するフィルタ及び

吸着塔を使用済セシウム吸着塔一時保管施設へ移送するまでの間貯蔵するために設

けた施設であり，吸着塔を取り扱うための門型クレーン，セシウム吸着装置吸着塔等

のろ過水による洗浄・水抜きを実施する装置，遮へい機能を有するコンクリート製ボ

ックスカルバート等にて構成する。 

 

b. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設は，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，

第三セシウム吸着装置，モバイル式処理装置，高性能多核種除去設備，サブドレン他

浄化装置，高性能多核種除去設備検証試験装置，RO濃縮水処理設備及び第二モバイル

型ストロンチウム除去装置，放水路浄化装置で発生する吸着塔，モバイル型ストロン

チウム除去装置で発生するフィルタ及び吸着塔，多核種除去設備，増設多核種除去設

備にて発生する二次廃棄物を収容する高性能容器及び多核種除去設備にて発生する

処理カラム，５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）浄化ユニットで発生する使用済
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セシウム／ストロンチウム同時吸着塔，ゼオライト土嚢等処理設備で発生するゼオラ

イト保管容器の処理施設等が設置されるまでの間一時的に貯蔵を行う施設であり，吸

着塔，フィルタ，高性能容器及び処理カラムを取り扱うための門型クレーン，遮へい

機能を有するコンクリート製ボックスカルバート等により構成する。 

なお，使用済セシウム吸着塔一時保管施設は必要に応じて増設する。 

 

(2) 廃スラッジ貯蔵施設 

a. 造粒固化体貯槽(D) 

造粒固化体貯槽(D)は，除染装置の凝集沈殿装置で発生したスラッジを廃スラッジ

一時保管施設へ移送するまでの間，貯蔵する設備であり，固体廃棄物処理系の設備と

して既にプロセス主建屋に設置していた設備を改造して使用する。なお，造粒固化体

貯槽（D）はプロセス主建屋と一体構造であるため，「2.6 滞留水を貯留している（滞

留している場合を含む）建屋」において確認している。 

 

b. 廃スラッジ一時保管施設 

廃スラッジ一時保管施設は，廃スラッジを処理施設等へ移送するまでの間一時貯蔵

する設備として設置する。廃スラッジ一時保管施設は，スラッジ貯槽，セル及びオフ

ガス処理系等を収容するスラッジ棟，圧縮空気系の機器等を収容する設備棟で構成す

る。 

廃スラッジ一時保管施設の動的機器は，故障により設備が長期間停止することがな

いよう，原則として多重化する。 

また，廃スラッジ一時保管施設の電源は，所内高圧母線から受電でき，非常用所内

電源とも接続できる構成とする。また，外部電源喪失の場合は，タービン建屋等の水

位の状況や汚染水処理設備以外の設備負荷を考慮しながら復旧する。 

 

2.5.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

滞留水移送装置，処理装置等一部の設備を除き，アウターライズ津波が到達しないと考え

られる T.P.約 28m以上の場所に設置する。 

滞留水移送装置，処理装置等，東北地方太平洋沖地震津波が到達したエリアに設置する設

備については，アウターライズ津波による浸水を防止するため仮設防潮堤内に設置する。ま

た，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大津波警報が出た際は滞留水移送装置，

処理装置を停止し，処理装置については隔離弁を閉めることにより滞留水の流出を防止す

る。 
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(2) 台風（強風） 

汚染水処理設備等のうち，処理装置及び建屋内 ROは台風（強風）による設備損傷の可能

性が低い鉄筋コンクリート造の建屋内に設置する。淡水化装置（建屋内 RO除く）は，蛇腹

ハウスやテントハウス内に設置しているため，台風（強風）によりハウスの一部が破損する

可能性はあるが，ハウス破損に伴い，淡水化装置に損傷を与える可能性がある場合は，淡水

化装置の停止等の操作を行い，装置損傷による汚染水の漏えい防止を図る。 

 

(3) 火災 

初期消火の対応ができるよう，近傍に消火器を設置する。 

 

2.5.1.7 構造強度及び耐震性 

2.5.1.7.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

(1) 構造強度 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25 年 8 月 14 日より前に）設計に着手した

機器等 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，「発電用原子力設備に関する

技術基準を定める省令」において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3機器に準ずるものと

位置付けられる。クラス 3機器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・

建設規格」（以下，「JSME規格」という。）で規定される。 

しかしながら，震災以降緊急対応的にこれまで設置してきた機器等は，必ずしも JSME規

格に従って設計・製作・検査をされたものではなく，日本産業規格（JIS）や日本水道協会

規格等の国内外の民間規格，製品の試験データ等を踏まえ，福島第一原子力発電所構内の作

業環境，機器等の設置環境や時間的裕度を勘案した中で設計・製作・検査を行ってきている。 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，高濃度の汚染水を内包するた

め，バウンダリ機能の健全性を確認する観点から，設計された肉厚が十分であることを確認

している。また，溶接部については，耐圧・漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい等の

ないことを確認している。 

機器等の経年劣化に対しては，適切な保全を実施することで健全性を維持していく。 

 

b. 今後（平成 25年 8月 14日以降）設計する機器等 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，「実用発電用原子炉及びその

付属設備の技術基準に関する規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3機器に準

ずるものと位置付けられる。クラス 3機器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」等（以下，「JSME規格」という。）で規定される。 

汚染水処理設備等は，地下水等の流入により増加する汚染水の対応が必要であり，短期間

での機器の設置が求められる。また，汚染水漏えい等のトラブルにより緊急的な対応が必要
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となることもある。 

従って，今後設計する機器等については，JSME 規格に限定するものではなく，日本産業

規格（JIS）等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用，或いは American Society of 

Mechanical Engineers（ASME規格），日本産業規格（JIS），またはこれらと同等の技術的妥

当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。溶接（溶接施工法および溶接士）は JSME

規格，American Society of Mechanical Engineers（ASME規格），日本産業規格（JIS），お

よび発電用火力設備に関する技術基準を定める省令にて認証された溶接，または同等の溶

接とする。また，JSME 規格で規定される材料の日本産業規格（JIS）年度指定は，技術的妥

当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 

さらに，今後も JSME 規格に記載のない非金属材料（耐圧ホース，ポリエチレン管等）に

ついては，現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが，これらの機器等については，

日本産業規格（JIS）や日本水道協会規格，製品の試験データ等を用いて設計を行う。 

 

(2) 耐震性 

汚染水処理設備等を構成する機器は，その安全機能の重要度，地震によって機能の喪失を

起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響等を考慮した上で，

核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における耐震クラス分類を参考にし

て適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考えられる設計用地震力に十分耐えら

れる設計とする。要求される地震力に対して耐震性を確保できない場合は，その影響につい

て評価を行う。支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設

置する場合においては，可撓性を有する材料を使用するなどし，耐震性を確保する。 

なお，検討用地震動および同津波に対する評価が必要な設備として抽出された機器等に

ついては，今後対策を講じる。 

また，各機器は必要な耐震性を確保するために，原則として以下の方針に基づき設計する。 

・倒れ難い構造（機器等の重心を低くする，基礎幅や支柱幅を大きくとる） 

・動き難い構造，外れ難い構造（機器をアンカ，溶接等で固定する） 

・座屈が起こり難い構造 

・変位による破壊を防止する構造（定ピッチスパン法による配管サポート間隔の設定,

配管等に可撓性のある材料を使用） 

 

2.5.1.7.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

(1) 構造強度 

a.  震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25年 8月 14日より前に）設計に着手した

機器等 

使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，震災以降緊

急対応的に設置してきたもので，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」にお
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いて，廃棄物処理設備に相当するクラス 3機器に準ずるものと位置付けられる。クラス 3機

器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「JSME規

格」という。）で規定される。 

しかしながら震災以降緊急対応的にこれまで設置してきた機器等は，必ずしも JSME規格

に従って設計・製作・検査をされたものではなく，日本産業規格（JIS）等規格適合品また

は製品の試験データ等を踏まえ，福島第一原子力発電所構内の作業環境，機器等の設置環境

や緊急時対応の時間的裕度を勘案した中で設計・製作・検査を行ってきている。 

廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，高濃度の汚染水を内包するため，バウンダリ機能

の健全性を確認する観点から，設計された肉厚が十分であることを確認している。また，溶

接部については，耐圧・漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい等のないことを確認して

いる。 

なお，使用済セシウム吸着塔保管施設を構成するコンクリート製ボックスカルバートは

遮へい物として吸着塔等の周囲に配置するものであり，JSME 規格で定める機器には該当し

ない。 

 

b. 今後（平成 25年 8月 14日以降）設計する機器等 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設は必要に応じて増設することとしており，地下水等

の流入により増加する汚染水の処理に伴う二次廃棄物への対応上，短期間での施設の設置

が必要である。このため今後設計する機器等については，日本産業規格（JIS）等規格に適

合した工業用品の採用，或いは JIS等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を

行う。 

 

(2) 耐震性 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針」の Bクラス相当の設備と位置づけられる。 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設の耐震性に関する評価にあたって

は，「JEAC4601原子力発電所耐震設計技術規程」に準拠することを基本とするが，必要に応

じて現実的な評価を行う。また，配管に関しては，変位による破壊を防止するため，定ピッ

チスパン法による配管サポート間隔の設定や，可撓性のある材料を使用する。 

なお，検討用地震動および同津波に対する評価が必要な設備として抽出された機器等に

ついては，今後対策を講じる。 

 

2.5.1.8 機器の故障への対応 

2.5.1.8.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連施設（移送配管，移送ポンプ等） 

(1) 機器の単一故障 

a. 動的機器の単一故障 
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汚染水処理設備は，機器の単一故障により滞留水の処理機能が喪失するのを防止す

るため動的機器や外部電源を多重化しているが，汚染水処理設備の動的機器が故障し

た場合は，待機設備へ切替を行い，滞留水の処理を再開する。 

 

(2) 主要機器の複数同時故障 

a. 処理装置の除染能力が目標性能以下 

汚染水処理設備は，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸着

装置及び除染装置による処理装置全体で多重化が確立されており，各装置の組み合わ

せもしくは単独による運転が可能である。そのため，一つの処理装置が故障しても性

能回復は短時間で行えるが，万一，所定の除染能力が得られず下流側の逆浸透膜装置

の受け入れ条件（102Bq/cm3オーダ）を満足しない場合は，以下の対応を行う。 

逆浸透膜装置後淡水受タンクでの希釈効果等を踏まえながら，必要に応じて処理装

置出口の処理済水を再度セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸

着装置及び除染装置に水を戻す「再循環処理」を実施する（手動操作）。なお，再循環

処理を実施する場合，稼働率が 50%以下となるため，タービン建屋等からの滞留水の

移送量を調整し，プロセス主建屋，高温焼却炉建屋の水位上昇を監視する。 

 

b. 滞留水の処理機能喪失 

汚染水処理設備は，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸着

装置及び除染装置のそれぞれで単独運転が可能である。 

また，セシウム吸着装置及び除染装置と第二セシウム吸着装置は，それぞれ異なる

系統の所内高圧母線から受電する構成とし，第三セシウム吸着装置は，二つの異なる

系統の所内高圧母線から受電する構成としている。 

さらに，セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム吸着装置及び除

染装置は，建屋により分離して設置している。以上のことから，共通要因によりすべ

ての処理装置が機能喪失する可能性は十分低いと想定するが，全装置が長期間停止す

る場合は，以下の対応を行う。 

 

(a) 処理装置が長期間停止する場合，炉注水量を調整し，滞留水の発生量を抑制する。 

(b) セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置または第三セシウム吸着装置の吸着塔

の予備品を用意し，短期間（1ヶ月程度）で新たな処理が可能なように準備する。 

(c) タービン建屋等の水位が所外放出レベル近くに達した場合，滞留水をタービン建

屋の復水器に移送することで，放射性物質の所外放出を防止する。 

(d) 滞留水の系外への漏えいを防止するために，集中廃棄物処理建屋のサイトバンカ

建屋，焼却工作室建屋等への移送準備を行い，滞留水受け入れ容量を確保する。 
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(3) その他の事象 

a. 降水量が多い場合の対応 

降水量が多い場合には，滞留水の移送量，処理量を増加させる等の措置をとる。ま

た，大量の降雨が予想される場合には，事前に滞留水をプロセス主建屋等へ移送し，

タービン建屋等の水位を低下させる措置をとる。 

さらに，タービン建屋の水位が上昇すれば，炉注水量の低下措置等の対応を図る。 

 

(4) 異常時の評価 

a. 滞留水の処理機能喪失時の評価 

処理装置が長期に機能喪失した場合でも，タービン建屋等の水位は T.P.1,200mm 程

度で管理しているため所外放出レベルのT.P.2,564mmに達するまでの貯留容量として

約 30,000m3を確保している。さらにタービン建屋の復水器等へ滞留水を移送すること

により，これまでの運転実績から，原子炉への注水量を約 400m3/日，地下水の浸透，

雨水の浸入により追加発生する滞留水量を約 400m3/日と想定した場合においても，1

ヶ月分（約 24,000m3）以上の貯留が可能である。 

本資料に記載の標高は，震災後の地盤沈下量（-709mm）と O.P.から T.P.への読替値（-727mm）を用いて，下式

に基づき換算している。 

＜換算式＞T.P.=旧 O.P.-1,436mm 

 

b. 降水量が多い場合の評価 

月降水量の最大値は，気象庁の観測データにおいて福島県浪江町で 634mm（2006年

10 月），富岡町で 615mm（1998年 8 月）である。また，タービン建屋等の水位は，降

水量に対し 85%の水位上昇を示したことがあるため 1 ヶ月あたりタービン建屋の水位

を 540mm（634mm×0.85％）上昇させる可能性がある。 

その他，建屋水位を上昇させるものとして，①地下水流入と②原子炉への注水があ

り，各々約 400m3/日が想定される。1 号～4 号機の滞留水が存在している建屋面積の

合計は約 23,000m2となるため，降雨，地下水流入，及び原子炉への注水により 1ヶ月

に発生する滞留水量の合計は 36,420m3となる。そのため，各建屋の水位を維持するた

めには，約 1,220m3/日の滞留水移送・処理が必要となる。一方，移送装置は移送ポン

プが1台あたり20m3/hの運転実績があるため1,920m3/日の滞留水移送が可能であり，

処理装置も実績として 1,680m3/日で処理を実施したことがある。 

したがって，月降水量 1,000mm 以上の場合でも，現状の移送装置，処理装置の能力

でタービン建屋等の水位を維持することが可能である。 
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2.5.1.8.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

(1) 機器の単一故障 

a. 動的機器の単一故障 

廃スラッジ一時保管施設は，機器の単一故障により安全機能が喪失するのを防止す

るため，動的機器を多重化しているが，動的機器が故障した場合は，待機設備へ切替

を行い，安全機能を回復する。 

 

b. 外部電源喪失時 

使用済セシウム吸着塔仮保管施設，使用済セシウム吸着塔一時保管施設は，使用済

みのセシウム吸着塔等を静的に保管する施設であり，外部電源喪失した場合でも，安

全機能に影響を及ぼすことはない。 

造粒固化体貯槽(D)は排気用の仮設電源を設けており，外部電源喪失により貯槽内

気相部の排気が不可能となった場合は，必要に応じ電源切替を操作することで可燃性

ガスを放出する。 

廃スラッジ一時保管施設は，外部電源喪失により貯槽内気相部の排気が不可能とな

るが，以下を考慮しており，短時間のうちに安全機能の回復が可能である。 

・電源車の接続口を設置 

・仮設送風機（エンジン付きコンプレッサ）の接続が可能なように取合口を設置 

・窒素ボンベによる掃気が可能なようにボンベを設置 

・手動弁を操作することで，可燃性ガスを放出（ベント）できるラインを設置 
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2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

(1) 1号機タービン建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        30ｍ 

(追設)台  数        4 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(2) 2号機タービン建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        30ｍ 

(追設)台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(3) 3号機タービン建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        3 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        30ｍ 

(追設)台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(4) 4号機タービン建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        3 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        30ｍ 

(追設)台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 
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(5) サイトバンカ排水ポンプ（完成品） 

台  数        1 

容  量        12 m3/h 

揚  程        30 m 

 

(6) プロセス主建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 （高濃度滞留水受タンク移送ポンプと共用） 

容  量        50 m3/h（1台あたり） 

揚  程        38.5～63ｍ 

 

 

(7) 高温焼却炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        50m3/h（1台あたり） 

揚  程        38.5m 

 

(8) 油分分離装置処理水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        50m3/h（1台あたり） 

揚  程        65m 

 

(9) 第二セシウム吸着装置ブースターポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        50m3/h（1台あたり） 

揚  程        108m 

 

(10) セシウム吸着処理水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        50m3/h（1台あたり） 

揚  程        41m 

 

(11) 廃止（除染装置処理水移送ポンプ（完成品）） 
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(12) ＳＰＴ廃液抜出ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 30m 

 

(13) ＳＰＴ受入水移送ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 75m 

 

(14) 廃液ＲＯ供給ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 70m3/h（1台あたり） 

揚  程 30m 

 

(15) ＲＯ処理水供給ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 75m 

 

(16) ＲＯ処理水移送ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 75m 

 

(17) ＲＯ濃縮水供給ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 75m 

 

(18) 廃止（ＲＯ濃縮水貯槽移送ポンプ（完成品）） 
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(19) ＲＯ濃縮水移送ポンプ（完成品） 

台  数 12 

容  量 50m3/h（1台あたり） 

揚  程 50～75m 

 

(20) 廃止（濃縮水供給ポンプ（完成品）） 

 

 

 

 

(21) 廃止（蒸留水移送ポンプ（完成品）） 

 

 

 

 

(22) 廃止（濃縮処理水供給ポンプ（完成品）） 

 

 

 

 

(23) 廃止（濃縮処理水移送ポンプ（完成品）） 

 

 

 

 

(24) 濃縮水移送ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 40m3/h（1台あたり） 

揚  程 50m 

 

(25) 高濃度滞留水受タンク移送ポンプ（完成品） 

台  数 2 

容  量 30m3/h（1台あたり） 

揚  程 65m 
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(26) 廃止（高濃度滞留水受タンク（完成品）） 

 

 

 

    

(27) 油分分離装置処理水タンク（完成品）※１ 

合計容量（公称） 37.5 m3 

基  数 3基 

容量（単基） 12.5 m3／基 

 

(28) セシウム吸着処理水タンク（完成品）※１ 

合計容量（公称） 37.5 m3 

基  数 3基 

容量（単基） 12.5 m3／基 

 

(29) 除染装置処理水タンク（完成品）※１ 

合計容量（公称） 37.5 m3 

基  数 3基 

容量（単基） 12.5 m3／基 

 

(30) サプレッションプール水サージタンク（既設品） 

基  数 2基 

容    量 3,500 m3／基 

 

(31) ＳＰＴ受入水タンク（完成品）※１ 

基  数 1基 

容  量 85 m3 

 

(32) 廃液ＲＯ供給タンク（完成品）※１ 

合計容量（公称） 1,200m3 

基  数 34基 

容量（単基） 35～110 m3／基 

 

(33) ＲＯ処理水受タンク（完成品）※１ 

基  数 1基 

容  量 85 m3 

※１ 公称容量であり，運用上の容量は公称容量とは異なる。 
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(34) 廃止（ＲＯ処理水一時貯槽） 

 

 

(35) ＲＯ処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称） 7,000m3 

基  数 7基 

容量（単基） 1,000 m3以上／基※２ 

材  料 SS400 

板厚（側板） 15mm 

 

(36) 廃止（中低濃度滞留水受タンク（完成品）） 

 

 

 

 

(37) ＲＯ濃縮水受タンク（完成品）※１ 

基  数 1基 

容  量 85 m3 

    

(38) 廃止（ＲＯ濃縮水貯槽（完成品）） 

 

(39) ＲＯ濃縮水貯槽 ※１ 

合計容量（公称） 187,000 m3（必要に応じて増設）  

基  数 190 基（必要に応じて増設） 

容量（単基） 700 m3以上, 1,000 m3以上／基※２ 

材  料 SS400 

板厚（側板） 16mm（700m3），12mm（1,000m3）, 15mm（1,000m3） 

 

 

(40) 廃止（濃縮水受タンク（完成品）） 

 

 

(41) 廃止（蒸留水タンク（完成品）） 

 

 

※１ 公称容量であり，運用上の容量は公称容量とは異なる。 

※２ 運用上の容量は，水位計 100%までの容量とする。 
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(42) 廃止（濃縮処理水タンク（完成品）） 

 

 

(43) 蒸発濃縮処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称） 5,000m3 

基  数 5基 

容量（単基） 1,000m3以上／基※２ 

材  料 SS400 

板厚（側板） 15mm 

 

(44) 濃縮水タンク（完成品）※１ 

合計容量（公称） 150m3 

基  数 5基 

容量（単基） 40m3／基 

 

(45) 濃縮廃液貯槽（完成品）※１ 

合計容量（公称） 300m3 

基  数  3基 

容量（単基）  100m3／基 

 

(46) 多核種処理水貯槽 ※１,3,4 

合計容量（公称） 1,153,489 m3（必要に応じて増設） 

基  数  820基（必要に応じて増設） 

容量（単基）  700m3, 1,000m3, 1,060m3，1,140m3，1,160m3，1,200m3， 

 1,220 m3，1,235m3, 1,330m3, 1,356m3, 2,400m3， 

2,900m3／基※２ 

材  料 SS400, SM400A，SM400B, SM400C，SM490A, SM490C 

板厚（側板） 12mm（700m3, 1,000m3, 1,160m3，1,200m3，1,220m3，1,235m3, 

1,330m3,1,356m3）,18.8mm（2,400m3），15mm（1,000 m3, 

1,060m3，1,140m3，1,330m3，2,900m3），16mm（700m3） 

 

 

 

 

 

 

※１ 公称容量であり，運用上の容量は公称容量とは異なる。 

※２ 運用上の容量は，水位計 100%までの容量とする。 

※３ 今後増設するタンク（Ｊ６,Ｋ１北,Ｋ２,Ｋ１南,Ｈ１,Ｊ７,Ｊ４（1,160m3）,Ｈ１東,Ｊ８,Ｋ３,Ｊ９,Ｋ４,Ｈ２, 
Ｈ４北,Ｈ４南,Ｇ１南,Ｈ５,Ｈ６（Ⅰ）,Ｂ,Ｂ南,Ｈ３,Ｈ６（Ⅱ）,Ｇ６,Ｇ１,Ｇ４南，Ｇ４北，Ｇ５エリア）は，

公称容量を運用水位上限とする。 

※４ Ｋ４エリアタンクの一部を「Ⅱ 2.50 ALPS 処理水希釈放出設備及び関連施設」の測定・確認用タンクと兼用

する。 
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(47) 地下貯水槽 ※１ 

合計容量（公称） 56,000 m3 

基  数           6基 

容  量    4,000～14,000m3 

材  料 ポリエチレン，ベントナイト 

厚  さ 1.5mm（ポリエチレン），6.4mm（ベントナイト） 

 

(48) ろ過水タンク（既設品） 

基  数 1基 

容  量 8,000 m3 

 

(49) 油分分離装置（完成品） 

台  数 3 

容  量 1,200 m3／日（1台で 100%容量） 

性  能 出口にて浮遊油 100ppm以下（目標値） 

 

(50) セシウム吸着装置 

系 列 数        4系列（Cs吸着運転） 

            2系列（Cs/Sr同時吸着運転） 

処 理 量（定格）    1,200 m3/日 （4系列：Cs吸着運転） 

             600 m3/日 （2系列：Cs/Sr同時吸着運転） 

除染係数（設計目標値） ・Cs吸着運転 

放射性セシウム : 103～105 程度  

            ・Cs/Sr同時吸着運転 

                        放射性セシウム: 103～105 程度 

            放射性ストロンチウム : 10～103 程度 

(51) 第二セシウム吸着装置 

系 列 数 2 

処 理 量 1,200 m3/日 

除染係数（設計目標値） 104～106程度 

 

(52) 第三セシウム吸着装置 

系 列 数 1 

処 理 量 600 m3/日 

除染係数（設計目標値） 103～105程度 

 

※１ 公称容量であり，運用上の容量は公称容量とは異なる。 
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(53) 第三セシウム吸着装置ブースターポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        25m3/h（1台あたり） 

揚  程        110m 

 

(54) 除染装置（凝集沈殿法） 

系 列 数 1 

処 理 量 1,200 m3／日 

除染係数（設計目標値） 103程度 

 

(55) 淡水化装置（逆浸透膜装置）（完成品） 

(RO-1A) 廃止 

  

(RO-1B) 廃止 

  

(RO-2)  廃止 

   

(RO-3)   処 理 量       1,200 m3／日 

 淡水化率       約 40％ 

(RO-TA)  処 理 量  800 m3／日 

  淡水化率  約 50％ 

(RO-TB)  処 理 量  800 m3／日 

 淡水化率        約 50％ 

 

(56) 淡水化装置（蒸発濃縮装置）（完成品） 

(蒸発濃縮-1A) 処 理 量    12.7 m3／日 

 淡水化率    約 30％ 

(蒸発濃縮-1B) 処 理 量    27 m3／日 

 淡水化率    約 30％ 

(蒸発濃縮-1C) 処 理 量    52 m3／日 

 淡水化率    約 30％ 

(蒸発濃縮-2A/2B) 処 理 量    80 m3／日 

 淡水化率    約 30％ 

(蒸発濃縮-3A/3B/3C) 処 理 量    250 m3／日 

 淡水化率    約 70％ 
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(57) 廃止（モバイル式処理装置） 

 

 

 

(58)廃止（モバイル式処理装置 吸着塔） 
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(59)廃止（トレンチ滞留水移送装置 移送ポンプ（完成品）） 

    

 

 

 

(60) Sr処理水貯槽※１，3 

合計容量（公称） 55,596 m3 （必要に応じて増設） 

基  数  50基  （必要に応じて増設） 

容量（単基）  1,057m3以上, 1,160m3以上，1,200m3以上／基※２ 

材  料 SS400, SM400A，SM400C 

板厚（側板） 15mm（1,057m3）, 12mm（1,160m3），12mm（1,200m3） 

 

(61) 濃縮廃液貯槽 

合計容量（公称） 10,000 m3  

基  数  10基 

容量（単基）  1,000m3以上／基※２ 

材  料 SS400 

板厚（側板） 15mm（1,000m3） 

 

(62) 1号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(63) 2号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(64) 2号機廃棄物処理建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

 

 

※１ 公称容量であり，運用上の容量は公称容量とは異なる。 

※２ 運用上の容量は，水位計 100%までの容量とする。 

※３ 今後増設するタンク（Ｊ６,Ｋ１北,Ｋ２,Ｋ１南,Ｈ１,Ｊ７,Ｊ４（1,160m3）,Ｈ１東,Ｊ８,Ｋ３,Ｊ９,Ｋ４,Ｈ２,

Ｈ４北,Ｈ４南,Ｇ１南,Ｈ５,Ｈ６（Ⅰ）,Ｂ,Ｂ南,Ｈ３,Ｈ６（Ⅱ）,Ｇ６，Ｇ１，Ｇ４南，Ｇ４北，Ｇ５エリア）

は，公称容量を運用水位上限とする。 
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(65) 3号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        4 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(66) 3号機廃棄物処理建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(67) 4号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(68) 4号機廃棄物処理建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        18m3/h（1台あたり） 

揚  程        46ｍ 

 

(69) ＳＰＴ廃液移送ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   35m3/h（1台あたり） 

揚  程   75m 

 

(70) ＳＰＴ廃液昇圧ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   35m3/h（1台あたり） 

揚  程   30m 

 

(71) ろ過処理水移送ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   35m3/h（1台あたり） 

揚  程   30m 
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(72) ろ過処理水昇圧ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   35m3/h（1台あたり） 

揚  程   300m 

 

(73) ＣＳＴ移送ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   20m3/h（1台あたり） 

揚  程   70m 

 

(74) ろ過処理水受タンク 

基  数   2基 

容  量   10 m3／基 

材  料   強化プラスチック（FRP） 

厚  さ   胴板 9.0mm 

 

(75) 淡水化処理水受タンク 

基  数   2基 

容  量   10 m3／基 

材  料   SM400C 

厚  さ   胴板 9.0mm 

 

(76) ろ過器 

基  数   2基 

容   量   35 m3／h／基 

材  料   SM400A（ゴムライニング） 

厚  さ   胴板 9.0mm 

 

(77)第二セシウム吸着装置第二ブースターポンプ（完成品） 

 台  数   2 

 容  量   50m3/h（1台あたり） 

 揚  程   103m 
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(78)セシウム吸着装置ブースターポンプ（完成品） 

 台  数   2 

 容  量   50m3/h（1台あたり） 

 揚  程   103m 

 

(79) 1号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ｂ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(80) 2号機タービン建屋床ドレンサンプ滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(81) 2号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ａ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(82) 2号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ｂ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(83) 3号機タービン建屋床ドレンサンプ滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(84) 3号機タービン建屋サービスエリアストームドレンサンプ滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

 

 



Ⅱ-2-5-32 

(85) 3号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ａ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(86) 3号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ｂ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(87) 4号機タービン建屋床ドレンサンプ滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(88) 4号機原子炉建屋床ドレンサンプ（Ａ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(89) 4号機原子炉建屋床ドレンサンプ（Ｂ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(90) 4号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ａ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  

 

(91) 4号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ（Ｂ）滞留水移送ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        12m3/h（1台あたり） 

揚  程        55ｍ  
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(92) 建屋内 RO濃縮水受タンク 

基  数   1基 

容  量   30 m3／基 

材  料   ポリエチレン（PE） 

厚  さ   胴板 16.0mm 

 

(93) 増設 RO濃縮水受タンク（RO濃縮水処理設備※から用途変更） 

基  数   1基 

容  量   30 m3／基 

材  料   SUS316L 

厚  さ   胴板 9.0mm 

    ※Ⅱ-2.38 RO 濃縮水処理設備 2.38.2.2機器仕様（1）容器 

 

(94) 建屋内 RO濃縮水移送ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   15m3/h（1台あたり） 

揚  程   76m 

 

(95) 増設 RO濃縮水供給ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   15m3/h（1台あたり） 

揚  程   76m 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１／２７） 

名 称 仕 様 

１号機タービン建屋から 

１号機廃棄物処理建屋まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

１号機原子炉建屋から 

１号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当, 
100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

１号機タービン建屋から 

１号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当, 
100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

１号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ

（Ｂ）から１号機タービン建屋ストレー
ナユニット分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２／２７） 

名 称 仕 様 

１号機集合ヘッダー 

（鋼管） 
呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

１号機集合ヘッダー出口から 

２号機タービン建屋取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

２号機原子炉建屋から 

２号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機タービン建屋から 

２号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機タービン建屋床ドレンサンプから
２号機タービン建屋ポンプ出口弁スキッ
ド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（３／２７） 

名 称 仕 様 

２号機タービン建屋床ドレンサンプから
２号機タービン建屋ポンプ出口弁スキッ
ド分岐部まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機廃棄物処理建屋から 

２号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ａ）から２号機廃棄物処理建屋ポンプ
出口弁スキッド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（４／２７） 

名 称 仕 様 

２号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ａ）から２号機廃棄物処理建屋ポンプ
出口弁スキッド分岐部まで 

（鋼管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ｂ）から２号機廃棄物処理建屋床ドレ
ンサンプ（Ａ）まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

２号機集合ヘッダー 

（鋼管） 
呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

２号機集合ヘッダー出口から 

２号機タービン建屋取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

２号機タービン建屋から 

３号機タービン建屋まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

２号機タービン建屋から 

４号機弁ユニットまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

３号機原子炉建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 



Ⅱ-2-5-38 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（５／２７） 

名 称 仕 様 

３号機原子炉建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機原子炉建屋トーラス室から３号機
原子炉建屋ポンプ出口弁スキッド分岐部
まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機タービン建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管）  呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機タービン建屋床ドレンサンプから
３号機タービン建屋ポンプ出口弁スキッ
ド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（６／２７） 

名 称 仕 様 

３号機タービン建屋床ドレンサンプから
３号機タービン建屋ポンプ出口弁スキッ
ド分岐部まで 

（鋼管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機タービン建屋サービスエリアスト

ームドレンサンプから３号機タービン建
屋床ドレンサンプまで 

(耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

３号機廃棄物処理建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリ塩化ビニル 
0.96MPa 
40℃ 

(ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 

 
呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 
100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ａ）から３号機廃棄物処理建屋床ドレ
ンサンプ（Ｂ）まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（７／２７） 

名 称 仕 様 

３号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ａ）から３号機廃棄物処理建屋床ドレ
ンサンプ（Ｂ）まで 

（鋼管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

３号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ｂ）から３号機廃棄物処理建屋ポンプ
出口弁スキッド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機集合ヘッダー 

（鋼管） 
呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 
0.96MPa 
40℃ 

３号機集合ヘッダー出口から 

３号機タービン建屋取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

３号機タービン建屋から 

４号機弁ユニットまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

３号機タービン建屋から 

４号機タービン建屋まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

４号機原子炉建屋から 

４号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（８／２７） 

名 称 仕 様 

４号機原子炉建屋から 

４号機集合ヘッダー入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当， 
100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機原子炉建屋床ドレンサンプ（Ａ）
から４号機原子炉建屋床ドレンサンプ
（Ｂ）まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機原子炉建屋床ドレンサンプ（Ｂ）
から４号機原子炉建屋ストレーナユニッ
ト分岐部まで 

(耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機タービン建屋から 

４号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

(ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（９／２７） 

名 称 仕 様 

４号機タービン建屋から 

４号機集合ヘッダー入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機タービン建屋床ドレンサンプか
ら４号機タービン建屋ストレーナユニ
ット分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機廃棄物処理建屋から 

４号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当， 
100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ
（Ａ）から４号機廃棄物処理建屋ストレ
ーナユニット分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１０／２７） 

名 称 仕 様 

４号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプ

（Ｂ）から４号機廃棄物処理建屋床ドレ
ンサンプ（Ａ）まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM合成ゴム 
0.96MPa 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当,80A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機集合ヘッダー 

（鋼管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPT410 
0.96MPa 
40℃ 

４号機集合ヘッダー出口から 

４号機タービン建屋取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.96MPa 
40℃ 

４号機タービン建屋取り合いから 

４号機弁ユニットまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

４号機弁ユニットから 

プロセス主建屋切替弁スキッド入口，高
温焼却炉建屋弁ユニット入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

サイトバンカ建屋から 

プロセス主建屋まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 

プロセス主建屋 3階取り合いから 

油分分離装置入口ヘッダーまで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１１／２７） 

名 称 仕 様 

油分分離装置入口ヘッダーから 

油分分離装置処理水タンクまで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

200A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

油分分離装置処理水タンクから 

セシウム吸着装置入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

油分分離装置処理水タンクから 

第二セシウム吸着装置入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

セシウム吸着装置入口から 

セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A,80A／Sch.40 
SUS316L 
0.97MPa 
66℃ 

セシウム吸着装置出口から 

セシウム吸着処理水タンクまで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

セシウム吸着処理水タンクから 

除染装置入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

除染装置入口から 

除染装置出口まで 

（鋼管） 

呼び径 
／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A,80A,100A,150A,200A
／Sch.20S 
SUS316L 
0.3MPa 
50℃ 

除染装置出口から 

サイトバンカ建屋取り合い（除染装置
側）まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370,STPT370 
1.37MPa 
66℃ 

セシウム吸着処理水タンクから 

ＳＰＴ建屋取り合いまで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１２／２７） 

名 称 仕 様 

ＳＰＴ建屋取り合いから 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋１階ハッチから 

高温焼却炉建屋１階取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋 1階取り合いから 

第二セシウム吸着装置入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径 

／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A,80A,100A,150A／ 

Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 

66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
 
 
 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A，80A／Sch.40 
SUS316L 
ASME SA312 S31603 
ASME SA790 S32205 
ASME SA790 S32750 
1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
合成ゴム（EPDM） 
1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置出口から 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

150A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１３／２７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 仕 様 

ＳＰＴ（Ｂ）から 

淡水化装置（ＲＯ）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当， 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽から 

処理水バッファタンク及びＣＳＴまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

75A相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１４／２７） 

名 称 仕 様 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ濃縮水貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

呼び径 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，65A相当， 

80A相当，100A相当 

150A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa，0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40 

150A/Sch.40 

STPT410，STPT370，SUS316L 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A 

SGP 

1.0MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.10 

80A/Sch.10 

50A/Sch.10 

SUS304 

0.98MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１５／２７） 

名 称 仕 様 

中低濃度タンクから 

ＲＯ濃縮水移送ポンプ配管分岐部 

まで 

（ポリエチレン管） 

 

（ポリエチレン管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A 相当 

ポリエチレン 

1.0MPa，0.98MPa 

40℃ 

 

75A 相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40 

STPT370 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.20 

SUS304 

1.0MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40，80A/Sch.40， 

50A/Sch.80 

STPT410＋ライニング 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.10，80A/Sch.10， 

50A/Sch.10 

SUS304 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.10，65A/Sch.10， 

40A/Sch.10 

SUS316L 

0.98MPa 

40℃ 

蒸発濃縮装置から 

濃縮水タンクまで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，100A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98MPa 

74℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１６／２７） 

名 称 仕 様 

濃縮水タンクから 

濃縮廃液貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

水中ポンプ出口 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当,100A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 

プロセス主建屋内取り合いから 

プロセス主建屋出口取り合いまで 

（戻り系統含む） 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A, 100A／Sch80 

STPG370 

0.5MPa 

66℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１７／２７） 

名 称 仕 様 

セシウム吸着装置南側取り合いから 

セシウム吸着装置入口まで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

高温焼却炉建屋１階東側取り合いから 

高温焼却炉建屋１階ハッチまで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１８／２７） 

名 称 仕 様 

SPT 廃液移送ポンプ出口からろ過処理
水受タンク入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

ろ過処理水受タンク出口から建屋内 RO
入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A,150A／Sch.40 

STPT410 

静水頭 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A，100A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１９／２７） 

名 称 仕 様 

建屋内 RO出口から淡水化処理水受タン
ク入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

淡水化処理水受タンク出口から CST 移
送ライン操作弁ユニット入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A，50A／Sch.80 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

建屋内RO出口から建屋内RO濃縮水受タ
ンク入口まで及びろ過処理水受タンク
入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A，80A／Sch.40 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２０／２７） 

名 称 仕 様 

建屋内 RO入口から建屋内 RO出口まで 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A／Sch.80 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A，80A，100A／Sch.40 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A相当 

合成ゴム 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

25A，50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

25A相当 

合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

４号機弁ユニット入口分岐から 

４号機弁ユニット出口合流まで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

STPG370 

1.0MPa 

40℃ 

高温焼却炉建屋弁ユニット入口から 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.80 

STPG370 

1.0MPa 

40℃ 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口から 

高温焼却炉建屋北側取り合いまで 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A 相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２１／２７） 

名 称 仕 様 

高温焼却炉建屋 1階取り合いから 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口まで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

 呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口から 

高温焼却炉建屋 1階東側取り合いまで 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.80，100A/Sch.80 

STPG370 

1.37MPa 

66℃ 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口から 

高温焼却炉建屋１階ハッチまで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

高温焼却炉建屋弁ユニット出口から 

第二セシウム吸着装置入口まで 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.80，100A/Sch.80 

STPG370 

1.37MPa 

66℃ 

プロセス主建屋 1階西側取り合いから 

プロセス主建屋地下階まで 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 

66℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様の一部を使用しない場合もある。 



Ⅱ-2-5-55 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２２／２７） 

名 称 仕 様 

プロセス主建屋切替弁スキッド入口か

らプロセス主建屋切替弁スキッド出口

まで 

（鋼管） 

 

（ポリエチレン管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch80, 100A/Sch80, 

50A/Sch80 

STPG370 

1.0 MPa 

40 ℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40 ℃ 

プロセス主建屋切替弁スキッド出口か

らプロセス主建屋まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40 ℃ 

プロセス主建屋切替弁スキッド出口か

ら第三セシウム吸着装置入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40 ℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２３／２７） 

名 称 仕 様 

第三セシウム吸着装置入口から第三セ

シウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

 

 

 

 

（ポリエチレン管） 

 

 

 

（耐圧ホース） 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch40, 80A/Sch40, 

65A/Sch40, 50A/Sch40, 

40A/Sch40 

SUS316L 

ASME SA790 S32205 

ASME SA790 S32750 

1.37 MPa 

40 ℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.37 MPa 

40 ℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A相当 

合成ゴム(NBR，EPDM) 

1.37 MPa 

40 ℃ 

第三セシウム吸着装置出口からＳＰＴ

（Ｂ）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40 ℃ 

プロセス主建屋１階西側分岐からプロ

セス主建屋切替弁スキッドまで 

（鋼管） 

 

（ポリエチレン管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch80 

STPG370 

1.37MPa 

66℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２４／２７） 

名 称 仕 様 

高温焼却炉建屋切替弁スキッドからＳ

ＰＴ建屋１階中央南側分岐まで 

（鋼管） 

 

（ポリエチレン管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch80 

STPG370 

1.37MPa 

66℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40℃ 

ＳＰＴ建屋１階中央南側分岐からプロ

セス主建屋切替弁スキッドまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0 MPa 

40℃ 
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表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２５／２７） 

名称 仕様 

建屋内 RO 出口側ライン 

分岐から１号機原子炉建屋

まで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.40 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80，80A／Sch.40， 

100A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

建屋内 RO 出口側ライン 

分岐から２号機タービン 

建屋まで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.40 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80，80A／Sch.40，

100A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2-5-59 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２６／２７） 

名称 仕様 

建屋内 RO 入口側 

タイライン分岐から 

３･４号機タービン建屋 

まで 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40， 

100A／Sch.40， 

150A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２７／２７） 

名 称 仕 様 

SPT廃液移送ポンプ出口分岐から建屋内

RO濃縮水受タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

建屋内 RO濃縮水受タンク出口から 8.5m

盤 SPT 受入水移送ポンプ出口ライン合

流まで 

（ポリエチレン管） 

（鋼管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当,100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

33.5m盤 SPT受入水移送ポンプ出口分岐

から増設 RO濃縮水受タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

増設 RO 濃縮水受タンク出口から 33.5m

盤 RO 濃縮水供給ポンプ出口ライン合流

まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

 



Ⅱ-2-5-60 

表２．５－２ 放射線監視装置仕様 

項目 仕様 

名称 放射線モニタ エリア放射線モニタ 

基数 5基 2基 3基 

種類 半導体検出器 半導体検出器 半導体検出器 

取付箇所 
滞留水移送ライン 

屋外敷設箇所 

第三セシウム吸着装置 

設置エリア 
ろ過水タンク周辺 

計測範囲 0.01mSv/h～100mSv/h 0.001mSv/h～10mSv/h 0.001mSv/h～99.99mSv/h 

 

2.5.2.1.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

(1) 使用済セシウム吸着塔仮保管施設 

吸着塔保管体数 

 308体（セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔， 

     モバイル型ストロンチウム除去装置フィルタ・吸着塔， 

第二モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔， 

放水路浄化装置吸着塔） 

9体（第二セシウム吸着装置吸着塔） 

  

(2) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設） 

吸着塔保管体数 

   544体（セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔， 

サブドレン他浄化装置吸着塔， 

高性能多核種除去設備検証試験装置吸着塔， 

モバイル型ストロンチウム除去装置フィルタ・吸着塔， 

第二モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔， 

放水路浄化装置吸着塔，浄化ユニット吸着塔， 

ゼオライト保管容器） 

230 体（第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔， 

多核種除去設備処理カラム，高性能多核種除去設備吸着塔，RO 

濃縮水処理設備吸着塔，サブドレン他浄化装置吸着塔） 

 

(3) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第二施設） 

吸着塔保管体数  

   736体（セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備高性能容器， 

増設多核種除去設備高性能容器） 
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(4) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 

吸着塔保管体数  

     3,648体（多核種除去設備高性能容器，増設多核種除去設備高性能容器） 

     

(5) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第四施設） 

吸着塔保管体数  

     680体（セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔， 

サブドレン他浄化装置吸着塔， 

高性能多核種除去設備検証試験装置吸着塔 

モバイル型ストロンチウム除去装置フィルタ・吸着塔， 

第二モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔， 

放水路浄化装置吸着塔，浄化ユニット吸着塔） 

345 体（第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔， 

多核種除去設備処理カラム，高性能多核種除去設備吸着塔， 

RO濃縮水処理設備吸着塔，サブドレン他浄化装置吸着塔） 

 

(6) 造粒固化体貯槽(D) （既設品） 

 スラッジ保管容量  700m3 

 

(7) 廃スラッジ一時保管施設 

 スラッジ保管容量  720m3 (予備機含む) 

 スラッジ貯層基数  8基 

 スラッジ貯層容量  90m3/基 
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表２．５－３ 廃スラッジ貯蔵施設の主要配管仕様 

名 称 仕 様 

除染装置から 

造粒固化体貯槽（D） 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A, 80A / Sch20S 
SUS316L 
0.3MPa 
50℃ 

造粒固化体貯槽（D）から 

プロセス主建屋壁面取合まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A, 80A / Sch20S 
SUS316L 
0.98MPa 
50℃ 

プロセス主建屋壁面取合から 

廃スラッジ一時保管施設取合まで 

（二重管ホース） 

 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当 
EPDM 
0.72MPa 
82.2℃ 

廃スラッジ一時保管施設取合から
スラッジ貯槽まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A，50A / Sch40 
SUS316L 
0.98MPa 
50℃ 

廃スラッジ一時保管施設内 

上澄み移送ライン 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A，100A，80A /Sch40 
SUS329J4L 
0.98MPa 
50℃ 

廃スラッジ一時保管施設内 

スラッジ移送ライン 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A，80A，50A / Sch40 

SUS316L 

0.98MPa 

50℃ 
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2.5.3 添付資料  

添付資料－１  系統概要 

添付資料－２  主要設備概要図 

添付資料－３  汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

添付資料－４  廃スラッジ一時保管施設の耐震性に関する検討結果 

添付資料－５  汚染水処理設備等の具体的な安全確保策について 

添付資料－６  セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の吸着塔の温度評価 

添付資料－７  廃スラッジ一時保管施設の崩壊熱評価 

添付資料－８  廃スラッジ一時保管施設の遮へい設計 

添付資料－９  汚染水処理設備等の工事計画及び工程について 

添付資料－１０ No.1 ろ過水タンクへの逆浸透膜装置廃水の貯留について 

添付資料－１１ ２号機及び３号機の海水配管トレンチにおける高濃度汚染水の処理設備 

        （モバイル式処理設備）の撤去について 

添付資料－１２ 中低濃度タンクの設計・確認の方針について 

添付資料－１３ 中低濃度タンク及び高濃度滞留水受タンクの解体・撤去の方法について 

添付資料－１４ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 

添付資料－１５ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の設計・確認の方針について 

添付資料－１６ 滞留水移送装置の設計・確認方法について 

添付資料―１７ セシウム吸着装置におけるストロンチウム除去について 

添付資料－１８ セシウム吸着装置により高温焼却炉建屋の滞留水を浄化するために使用 

する配管について 

添付資料－１９ 第二セシウム吸着装置における Cs及び Srの除去について 

添付資料－２０ （廃止）RO濃縮塩水を移送する配管の追設について 

添付資料－２１ 滞留水移送装置による水位調整が不可能なエリアの対応について 

添付資料－２２ プロセス主建屋，高温焼却炉建屋の地下階を介さずに滞留水を処理装置へ

移送する設備について 

添付資料－２３ 蒸留水タンク，濃縮水受タンク，濃縮処理水タンクの撤去方法について 

添付資料－２４ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設の架台とボックスカルバートについ

て 

添付資料－２５ SPT建屋の構造強度及び耐震性について 

添付資料－２６ 濃縮廃液貯槽(完成品)の安全確保策について 

添付資料－２７ 地下貯水槽 No.５の解体・撤去について 

添付資料－２８ 除染装置処理水移送ポンプ及び弁を含む付属配管の撤去について 

添付資料－２９ 滞留水浄化設備の設計・確認方法について 

添付資料－３０ 第三セシウム吸着装置について 

添付資料－３１ 主要配管の確認事項について 
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添付資料－３ 

 

汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

 汚染水処理設備等を構成する設備について,構造強度評価の基本方針及び耐震性評価の

基本方針に基づき構造強度及び耐震性等の評価を行う。 

 

1. 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

1.1. 基本方針 

1.1.1. 構造強度評価の基本方針 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25 年 8 月 14 日より前に）設計に着手し

た機器等 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，「発電用原子力設備に関

する技術基準を定める省令」において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3 機器に準

ずるものと位置付けられる。クラス 3機器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力

設備規格 設計・建設規格」（以下，「JSME規格」という。）で規定される。 

しかしながら，震災以降緊急対応的にこれまで設置してきた機器等は，必ずしも JSME

規格に従って設計・製作・検査をされたものではなく，日本産業規格（JIS）や日本水

道協会規格等の国内外の民間規格，製品の試験データ等を踏まえ，福島第一原子力発

電所構内の作業環境，機器等の設置環境や時間的裕度を勘案した中で設計・製作・検

査を行ってきている。 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，高濃度の汚染水を内包

するため，バウンダリ機能の健全性を確認する観点から，設計された肉厚が十分であ

ることを確認している。また，溶接部については，耐圧・漏えい試験等を行い，有意

な変形や漏えい等のないことを確認している。 

機器等の経年劣化に対しては，適切な保全を実施することで健全性を維持していく。 

 

b. 今後（平成 25年 8月 14日以降）設計する機器等 

汚染水処理設備，貯留設備及び関連設備を構成する機器は，「実用発電用原子炉及び

その付属設備の技術基準に関する規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3

機器に準ずるものと位置付けられる。クラス 3機器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電

用原子力設備規格 設計・建設規格」等（以下，「JSME規格」という。）で規定される。 

汚染水処理設備等は，地下水等の流入により増加する汚染水の対応が必要であり，

短期間での機器の設置が求められる。また，汚染水漏えい等のトラブルにより緊急的

な対応が必要となることもある。 

従って，今後設計する機器等については，JSME 規格に限定するものではなく，日本
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産業規格（JIS）等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用，或いは American 

Society of Mechanical Engineers（ASME 規格），日本産業規格（JIS），またはこれら

と同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。溶接（溶接施工法

および溶接士）は JSME規格，American Society of Mechanical Engineers（ASME規格），

日本産業規格（JIS），および発電用火力設備に関する技術基準を定める省令にて認証

された溶接，または同等の溶接とする。また，JSME 規格で規定される材料の日本産業

規格（JIS）年度指定は，技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しな

い場合もある。 

さらに，今後も JSME規格に記載のない非金属材料（耐圧ホース，ポリエチレン管等）

については，現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが，これらの機器等に

ついては，日本産業規格（JIS）や日本水道協会規格，製品の試験データ等を用いて設

計を行う。 

 

1.1.2. 耐震性評価の基本方針 

汚染水処理設備等を構成する機器は，その安全機能の重要度，地震によって機能の

喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響等を

考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における耐震ク

ラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考えられる設

計用地震力に十分耐えられる設計とする。要求される地震力に対して耐震性を確保で

きない場合は，その影響について評価を行う。支持部材がない等の理由によって，耐

震性に関する評価ができない設備を設置する場合においては，可撓性を有する材料を

使用するなどし，耐震性を確保する。 

なお，汚染水処理設備等のうち高濃度の滞留水を扱う設備等については，参考とし

て Sクラス相当の評価を行う。  

 

1.2. 評価結果 

1.2.1. 滞留水移送装置 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，滞留水移送装置は必要な構造強度を有すると評価した。 

 

(2)耐震性評価 

移送ポンプは，水中ポンプのため地震により有意な応力は発生しない。 
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1.2.2. 油分分離装置 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，油分分離装置は必要な構造強度を有すると評価した。 

 

(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重に

よる安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

 

m[kg]

H

L
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b. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボ

ルトの強度が確保されることを確認した（表－１）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

 

表－１ 油分分離装置耐震評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

油分分離装置 

本体 転倒 
0.36 50 

83 kN･m 
0.57 79 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 24 

129 MPa 
0.57 37 

引張 
0.36 <0 

- MPa 
0.57 <0 

 

H

L

m[kg]

L1

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 
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1.2.3. 処理装置（セシウム吸着装置） 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。 

また，吸着塔の円筒型容器については，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施

した。評価の結果，内圧に耐えられることを確認した（表－２）。 

 

 

 

P

PDi
t

2.12S −
=

η
 

 

 

 

 ただし，ｔの値は炭素鋼，低合金鋼の場合はｔ=3[mm]以上，その他の金属の場合は

t=1.5[mm]以上とする。 

 

表－２ セシウム吸着装置構造強度結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

セシウム吸着装置 吸着塔 板厚 6.8 9.5※ 

  ※ 最小値 

 

 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

  Di ： 胴の内径             

  P ： 最高使用圧力           

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力           

 η ： 長手継手の効率               
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(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を行った。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重によ

る安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

 

 

b. 滑動評価 

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を実施した。評価の結果,地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小

さいことから,滑動しないことを確認した（表－３）。なお，S クラス相当の評価では，

セシウム吸着塔において地震時の水平荷重によるすべり力が接地面の摩擦力より大き

くなったことから，FEMによるによるトラニオンとピンガイドの強度評価を行った。 

 

 

地震時の水平荷重によるすべり力：FL＝CH×m×g 

接地面の摩擦力：Fμ＝μ×m×g 

 

m[kg]

H

L

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

CH ： 水平方向設計震度 

μ ： 摩擦係数 
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c. FEMによるトラニオンとピンガイドの強度評価 

セシウム吸着塔は，本体下部に位置決めのためのトラニオンが施工されており，ス

キッド側ピンガイドと取合構造となっている（図－１参照）。 

b.滑動評価において，地震時の水平荷重によるすべり力が接地面の摩擦力より大き

くなったことから，軸方向荷重及び軸直交方向荷重を想定し，トラニオンとピンガイ

ドの強度を FEMにより確認する。なお，FEM モデルは，ピンガイドについては各部材の

中立面にシェル要素で，トラニオンはソリッド要素で作成した（図－２参照）。FEM に

よる強度評価の結果ピンガイドは破断せず吸着塔を支持することを確認した（表－３）。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

               （上面：軸方向荷重）  （上面：軸直交方向荷重） 

 

 

     （側面） 

図－１ トラニオン～ピンガイド概要 

  

 

 

(図面) (FEMモデル) 

図－２ FEM モデル形状 

 

 

F=m×g×a

m×g

F

F

F

F/2F/2
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d. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボ

ルトの強度が確保されることを確認した（表－３）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

H

L

m[kg]

L1

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 
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表－３ セシウム吸着装置耐震評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

セシウム 

吸着塔 

本体 

転倒 
0.36 90 

130 kN･m 
0.51 128 

滑動 
0.36 0.36 

0.52 - 
0.57 0.57 

ピンガイド 相当応力 0.57 182 
Sy=159 

Su=459 
MPa 

スキッド 

本体 転倒 
0.36 513 

881 kN･m 
0.57 811 

基礎 転倒 
0.36 616 

958 kN･m 
0.57 975 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 33 

129 MPa 
0.57 52 

引張 
0.36 <0 － 

MPa 
0.57 2 152 

セシウム吸着 

処理水タンク 

本体 転倒 
0.36 144 

175 kN･m 
0.57 227 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 19 

129 MPa 
0.57 30 

引張 
0.36 <0 - 

MPa 
0.57 23 168 

セシウム吸着 

処理水移送ポンプ 

本体 転倒 
0.36 2.1 

7.2 kN･m 
0.57 3.4 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 6 

129 MPa 
0.57 9 

引張 
0.36 <0 

- MPa 
0.57 <0 
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1.2.4. 処理装置（第二セシウム吸着装置） 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。 

また，吸着塔の円筒形容器については，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施

した。評価の結果，内圧に耐えられることを確認した（表－４）。 

 

 

     

 

P

PDi
t

2.12S −
=

η
 

 

 

 

 ただし，ｔの値は炭素鋼，低合金鋼の場合はｔ=3[mm]以上，その他の金属の場合は

t=1.5[mm]以上とする。 

 

表－４ 第二セシウム吸着装置構造強度結果 

 

 

 

 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

第二セシウム吸着装置 吸着塔 板厚 9.6 12 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

  Di ： 胴の内径             

  P ： 最高使用圧力           

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力           

 η ： 長手継手の効率               
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(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重に

よる安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

 

b. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボ

ルトの強度が確保されることを確認した（表－５）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 

 

 

H

L

m[kg]

L1

m[kg]

H

L

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 
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基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

 

 

表－５ 第二セシウム吸着装置耐震評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

第二セシウム 

吸着塔 

本体 転倒 
0.36 144 

169 kN･m 
0.42 168 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 71 

133 MPa 
0.55 108 

引張 
0.36 <0 

69 MPa 
0.55 68 

ポンプスキッド 

本体 転倒 
0.36 3.9 

6.9 kN･m 
0.60 6.4 

基礎ボルト 

せん断 
0.36 4 

133 MPa 
0.60 7 

引張 
0.36 <0 

- MPa 
0.60 <0 
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1.2.5. 処理装置（除染装置） 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，除染装置は必要な構造強度を有すると評価した。 

 

(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボ

ルトの強度が確保されることを確認した（表－６）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

 

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 

 

 

H

L

m[kg]

L1
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b. 有限要素法によるフレーム構造解析を用いた基礎ボルト強度評価 

主要設備についてはコンクリートにアンカーを打った上で架台にて強固に据え付け

られていることから，加圧浮上分離装置（ＤＡＦ），凝集沈殿装置（アクチフロー），

ディスクフィルタについて有限要素法によるフレーム構造解析を用いて基礎ボルトの

強度評価を実施した。評価の結果，基礎ボルトの強度に問題がないことを確認した（表

－６）。 

① 加圧浮上分離装置（DAF） 

設計用水平震度：0.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 加圧浮上分離装置（DAF）解析モデル 
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② 凝集沈殿装置（アクチフロー） 

設計用水平震度：0.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 凝集沈殿装置（アクチフロー）解析モデル 
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③ ディスクフィルタ 

設計用水平震度：0.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ ディスクフィルタ解析モデル 

 

 

c. 架台強度評価 

加圧浮上分離装置（ＤＡＦ），凝集沈殿装置（マルチフロー），凝集沈殿装置（アク

チフロー），ディスクフィルタについて有限要素法によるフレーム構造解析を用いて各

部材に発生するたわみ量の評価を実施した。評価の結果，架台強度に問題がないこと

を確認した（表－６）。 
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表－６ 除染装置耐震評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

加圧浮上分離装置

（DAF） 

架台（柱脚） 変位 0.60 1/290 1/120 変位量 

基礎 

ボルト 

せん断 0.60 27 118 MPa 

引張 0.60 6 153 MPa 

反応槽 
基礎 

ボルト 

せん断 
0.36 49 

118 MPa 
0.50 68 

引張 
0.36 17 135 

MPa 
0.50 76 105 

凝集沈殿装置 

（マルチフロー） 

本体（壁パネル） 変位 0.60 1/515 1/120 変位量 

基礎 

ボルト 

せん断 
0.36 71 

135 MPa 
0.60 119 

引張 
0.36 <0 - 

MPa 
0.60 7 56 

凝集沈殿装置 

（アクチフロー） 

架台（柱脚） 変位 0.6 1/936 1/120 変位量 

基礎 

ボルト 

せん断 0.60 38 118 MPa 

引張 0.60 51 153 MPa 

ディスク 

フィルタ 

架台（柱脚） 変位 0.6 1/527 1/120 変位量 

基礎 

ルト 

せん断 0.60 44 118 MPa 

引張 0.60 19 143 MPa 
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1.2.6. 淡水化装置 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，淡水化装置は必要な構造強度を有すると評価した。 

 

(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重に

よる安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表－７）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

 

 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

 

m[kg]

H

L
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b. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボ

ルトの強度が確保されることを確認した（表－７）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

 

c. 滑動評価 

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を実施した。評価の結果,地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小

さいことから,滑動しないことを確認した（表－７）。 

 

地震時の水平荷重によるすべり力：FL＝CH×m×g 

接地面の摩擦力：Fμ＝μ×m×g 

 

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 

 

 

H

L

m[kg]

L1

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

CH ： 水平方向設計震度 

μ ： 摩擦係数 
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表－７ 淡水化装置耐震評価結果 (1/2) 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

SPT受入水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

廃液 RO供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.92 m 

RO処理水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO処理水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.47 0.77 m 

RO濃縮水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO濃縮水移送ポンプ 

（旧 RO濃縮水貯槽移送 

ポンプ） 

本体 転倒 0.36 0.36 0.77 m 

RO濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.35 0.71 m 

濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.20 0.77 m 

配管・弁モジュール 本体 転倒 0.36 0.19 0.28 m 

逆浸透膜装置 

（RO-3） 
本体 転倒 0.36 1.70 1.80 kN・m 
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表－７ 淡水化装置耐震評価結果 (2/2) 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

蒸発濃縮装置 

（蒸発濃縮-1A） 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 30 131 MPa 

引張 0.36 <0 - MPa 

蒸発濃縮装置 

（蒸発濃縮-1B） 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 39 131 MPa 

引張 0.36 <0 - MPa 

蒸発濃縮装置 

（蒸発濃縮-1C） 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 36 131 MPa 

引張 0.36 <0 - MPa 

蒸発濃縮装置 

（蒸発濃縮-2A,B） 

(濃縮装置) 

本体 転倒 0.36 <0 - kN 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 88 108 MPa 

引張 0.36 <0 - MPa 

蒸発濃縮装置 

（蒸発濃縮-3A,B,C） 

(濃縮装置) 

本体 転倒 0.36 <0 - kN 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 98 108 MPa 

引張 0.36 <0 - MPa 
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1.2.7. 廃止（高濃度滞留水受タンク） 
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1.2.8. 中低濃度タンク 

(1)構造強度評価 

震災以降緊急対応的に設置したものについては材料証明書がなく，設計・建設規格

におけるクラス 3 機器の要求を満足するものではないが，水頭圧による漏えい試験を

行い，有意な変形や漏えいがないことを確認した。また，タンクは全て大気開放のた

め，水頭圧以上の内圧が作用することは無い。 

以上のことから，中低濃度タンクは必要な構造強度を有していると評価できる。 

また，円筒型タンクについては，主要仕様から必要肉厚を評価し，十分な肉厚を有

していることを確認した。 

なお，サプレッションプール水サージタンクは，工事計画認可申請書（57資庁第 2974

号 昭和 57年 4 月 20 日認可）において確認を実施している。 

 

a. 円筒型タンクの胴の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評価の結果，水頭圧に耐えられる

ことを確認した（表－８）。 

 

 

 

η

ρ

0.204S

DiH
t =  

 

 

 

 ただし，ｔの値は炭素鋼，低合金鋼の場合はｔ=3[mm]以上，その他の金属の場合は

t=1.5[mm]以上とする。また，内径の区分に応じた必要厚さを考慮する。 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

  Di ： 胴の内径             

  H ： 水頭                 

ρ ： 液体の比重               

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力          

 η ： 長手継手の効率               
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表－８ 円筒型タンクの胴の板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

RO 濃縮水貯槽 

多核種処理水貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

タンク板厚 9.6 12.0 

タンク板厚 9.8 12.0 

濃縮廃液貯槽 
100m3容量 

円筒型（横置き） 
タンク板厚 3.0 9.0 
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(2)耐震性評価 

サプレッションプール水サージタンクは，工事計画認可申請書（57資庁第2974号 昭

和 57 年 4 月 20 日認可）において確認を実施している。その他の中低濃度タンクに関

する耐震性評価を以下に示す。 

 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重に

よる安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表－９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

 

m[kg]

H

L

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 
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表－９ タンク・槽類の転倒評価結果 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

地震動 
算出値 許容値 単位 

SPT 受入水タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

廃液 RO 

供給タンク 

35m3容量 本体 転倒 0.36 1.8×102 4.2×102 kN･m 

40m3容量 本体 転倒 0.36 2.3×102 5.4×102 kN･m 

42m3容量 本体 転倒 0.36 2.0×102 5.5×102 kN･m 

110m3容量 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO 処理水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO 濃縮水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO濃縮水 

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

多核種処理水

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

濃縮水タンク 本体 転倒 0.36 2.1×102 5.4×102 kN･m 

濃縮廃液貯槽 本体 転倒 0.36 1.1×103 2.3×103 kN･m 
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b. 廃止（基準地震動Ｓｓに対する評価） 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 



Ⅱ-2-5-添 3-28 

 

1.2.9. 地下貯水槽 

(1)構造強度評価 

設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するものではないが，社団法人 

雨水貯留浸透技術協会「プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針」に準じたプラス

チック製枠材及び日本遮水工協会により製品認定を受けている遮水シートを使用する

ことで，高い信頼性を確保する。 

 

(2)耐震性評価 

(2)-1.1. 評価の項目・目的 

地下貯水槽の耐震性評価は次の 2項目について実施する。 

① 地下貯水槽の地震発生時の止水シートの強度（止水性）の確認 

② 地下貯水槽に地震が作用した場合の貯水槽内部の貯水枠材の強度の確認 

a) 地表面載荷荷重として 10kN/m2を考慮した場合 

b) 地下貯水槽の上盤に車両が載った場合 

表－１１に，それぞれの評価項目の目的及び内容についてまとめたものを示す。こ

のうち，最も重要なのは①にあげた地震発生時の止水性の確認であり，貯水枠材の強

度に関しては，仮に貯水枠材が破壊に至っても不具合事象としては上盤の陥没等が発

生する程度と想定され，最も重要な貯水槽の性能である止水性に悪影響はないと考え

られる。 

表－１１ 評価項目毎の目的・内容 

評価項目 目的・内容 想定不具合事象 

①止水シート強度 ○ 地震力が作用した場合の止水

シートの発生ひずみ量を解析

し，シートが破断しないか，即

ち漏えい事象が発生しないか

を確認する。 

○ 止水シートが破断すると，

地中に貯水が漏えい拡散す

るリスクが生じる。 

 

②貯水枠材強度 

a) 地表面載荷荷重 

10kN/m2 

○ 貯水枠材に地震力が作用した

場合の貯水枠材応力度を検討

して枠材の強度を確認する。 

○ 貯水枠材が破壊すると，枠

材が崩れて貯水槽の上盤が

陥没する。それにより，上

盤に敷設している PEシート

が破断する可能性がある

が，このシートは雨水混入

防止用のものであり，漏え

いには直接関係ない。 

②貯水枠材強度 

b) 車両荷重 

 

○ 貯水槽の上盤に車両が載った

場合（自動車荷重を考慮した場

合）の貯水枠材の強度を確認す

る。 
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(2)-1.2. 計算条件 

各評価項目の作用荷重等の与条件の概要を表－１２に示す。 

 

表－１２ 評価項目毎の与条件 

評価項目 作用震度 作用荷重 

①止水シート強度 Bクラス：水平震度 0.3 

Sクラス：水平震度 0.6 

各自重 

②貯水枠材強度 

a) 地表面載荷荷重 

10kN/m2 

Bクラス：水平震度 0.3 

Sクラス：水平震度 0.6 

鉛直震度 0.3 

地表載荷荷重 

覆土荷重 

貯水枠材荷重 

地震時水平土圧 

②貯水枠材強度 

b) 車両荷重 

鉛直震度 0.3 自動車荷重（T-25） 

覆土荷重 

 

(2)-1.3. 照査結果 

照査結果を表－１３に示す。また各項目の検討の詳細は表－１３に示す別添資料に

示す。 

表－１３ 評価項目毎の照査結果 

評価項目 照査対象 作用震度 計算結果 許容値 詳細 

①止水シート強度 
止水シートの 

ひずみ量 

Bクラス 0.148% 560% 
別添－２ 

Sクラス 0.206% 560% 

②貯水枠材強度 

a) 地表面載荷荷重 

10kN/m2 

貯水枠材の 

水平・鉛直 

強度 

Bクラス 水平：23.0kN/m2 30.0kN/m2 

別添－３ 

Sクラス 
水平：46.8kN/m2 

垂直：33.7kN/m2 

52.5kN/m2 

102.1kN/m2 

②貯水枠材強度 

b) 車両荷重 

貯水枠材の 

鉛直強度 
－ 77.3kN/m2 102.1kN/m2 別添－４ 

 

(3)スロッシングに対する評価 

地下貯水槽の場合，プラスチック製枠材で構築される水室の中で最も大きなものの

寸法は幅 25cm以下と小規模であり，スロッシングのような長周期問題は顕在化しない

と考えられる。なお，検討の詳細については別添－５に示す。 
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(4)地下貯水槽を設置する地盤の評価 

地下貯水槽は地盤を掘削して設置するため，掘削完了時の地盤は加圧密状態となっ

ている。また設置するプラスチック製枠材と貯留する水の重量は，掘削した土砂（地

盤）よりも小さいことから，地下貯水槽が掘削完了後の地盤上に設置されても，地盤

が強度破壊等の不具合を発生することはないと考えられる。しかしながら，念のため，

表層 0.5mの部分にはセメント系改良材による地盤改良を施し，地盤を補強する。 

 

1.2.10. ポンプ 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，ポンプは必要な構造強度を有すると評価した。 

なお，海外製の一部ポンプを除き，JIS規格に準用したポンプを使用している。 

 

1.2.11. 配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，配管は必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価の結

果，最高使用圧力に耐えられることを確認した（表－１４）。 

     

 

P

PDo
t

8.02S +
=

η
 

 

ｔ ： 管の計算上必要な厚さ 

  D0 ： 管の外径             

  P ： 最高使用圧力[MPa]           

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力[MPa]            

 η ： 長手継手の効率               
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表－１４ 配管構造強度評価結果 

 

評価機器 口径 Sch. 材質 
最高使用 

圧力[MPa] 

最高使用 

温度[℃] 

必要肉厚

[mm] 

肉厚 

[mm] 

配管① 100A 80 
STPG370 

STPT370 
1.37 66 0.84 8.6 

配管② 200A 80 
STPG370 

STPT370 
1.37 66 1.6 12.7 

配管③ 50A 40 SUS316L 1.37 66 0.39 3.9 

配管④ 80A 40 SUS316L 1.37 66 0.57 5.5 

配管⑤ 50A 20S SUS316L 0.3 50 0.14 3.5 

配管⑥ 80A 20S SUS316L 0.3 50 0.21 4.0 

配管⑦ 100A 20S SUS316L 0.3 50 0.26 4.0 

配管⑧ 150A 20S SUS316L 0.3 50 0.38 5.0 

配管⑨ 200A 20S SUS316L 0.3 50 0.50 6.5 

配管⑩ 50A 80 
STPG370 

STPT370 
1.37 66 0.45 5.5 

配管⑪ 80A 80 
STPG370 

STPT370 
1.37 66 0.66 7.6 

配管⑫ 150A 80 
STPG370 

STPT370 
1.37 66 1.3 11.0 

配管⑭ 50A 80 STPG370 0.5 66 0.17 5.5 

配管⑯ 100A 80 STPG370 0.5 66 0.31 8.6 

配管⑰ 50A 40 SUS316L 0.97 66 0.28 3.9 

配管⑱ 80A 40 SUS316L 0.97 66 0.40 5.5 

配管⑲ 50A 40 SUS316L 1.37 66 0.64 3.9 

配管⑳ 80A 40 SUS316L 1.37 66 0.94 5.5 
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b. 耐圧ホース（樹脂製） 

設計・建設規格上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，系統の

温度，圧力を考慮して仕様を選定した上で，漏えい試験等を行い，漏えい，運転状態

に異常がないことを確認する。従って，耐圧ホースは，必要な構造強度を有している

と評価した。 

 

c. ポリエチレン管 

設計・建設規格上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，系統の

温度，圧力を考慮して仕様を選定している。また，ポリエチレン管は，一般に耐食性，

電気特性（耐電気腐食），耐薬品性を有しているとともに以下により信頼性を確保して

いる。 

・ 日本水道協会規格等に適合したポリエチレン管を採用。 

・ 継手は可能な限り融着構造とする。 

・ 敷設時に漏えい試験等を行い，運転状態に異常がないことを確認している。 

以上のことから，ポリエチレン管は，必要な構造強度を有するものと評価した。 
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2. 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

2.1. 基本方針 

2.1.1. 構造強度評価の基本方針 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25年 8月 14日より前に）設計に着手した

機器等 

使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，震災以

降緊急対応的に設置してきたもので，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省

令」において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられ

る。クラス 3 機器の適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規

格」（以下，「JSME規格」という。）で規定される。 

しかしながら震災以降緊急対応的にこれまで設置してきた機器等は，必ずしも JSME

規格に従って設計・製作・検査をされたものではなく，日本産業規格（JIS）等規格適

合品または製品の試験データ等を踏まえ，福島第一原子力発電所構内の作業環境，機

器等の設置環境や緊急時対応の時間的裕度を勘案した中で設計・製作・検査を行って

きている。 

廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，高濃度の汚染水を内包するため，バウンダ

リ機能の健全性を確認する観点から，設計された肉厚が十分であることを確認してい

る。また，溶接部については，耐圧・漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい等の

ないことを確認している。 

なお，使用済セシウム吸着塔保管施設を構成するコンクリート製ボックスカルバー

トは遮へい物として吸着塔等の周囲に配置するものであり，JSME 規格で定める機器に

は該当しない。 

 

b. 今後（平成 25年 8月 14日以降）設計する機器等 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設は必要に応じて増設することとしており，地下

水等の流入により増加する汚染水の処理に伴う二次廃棄物への対応上，短期間での施

設の設置が必要である。このため今後設計する機器等については，日本産業規格（JIS）

等規格に適合した工業用品の採用，或いは JIS 等の技術的妥当性を有する規格での設

計・製作・検査を行う。 
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2.1.2. 耐震性評価の基本方針 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設を構成する機器は，「発電用原

子炉施設に関する耐震設計審査指針」の B クラス相当の設備と位置づけられる。 

使用済セシウム吸着塔保管施設，廃スラッジ貯蔵施設の耐震性に関する評価にあた

っては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」に準拠することを基本とするが，

必要に応じて現実的な評価を行う。 

また，配管に関しては，変位による破壊を防止するため，定ピッチスパン法による

配管サポート間隔の設定や，可撓性のある材料を使用する。 

なお，廃スラッジ一時保管施設等は，高濃度の放射性物質を貯蔵することから参考

として Sクラス相当の評価を行う。 

 

2.2. 評価結果 

2.2.1. 使用済セシウム吸着塔仮保管施設 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。また，吸着塔の主要仕様から必要肉厚を評価し十分な肉厚を有しているこ

とを確認した。 

以上のことから，吸着塔は必要な構造強度を有すると評価した。 
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(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を行った。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重によ

る安定モーメントより小さくなることから，転倒しないことを確認した（表－１５）。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

 

b. 滑動評価 

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を実施した。評価の結果,地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小

さいことから,滑動しないことを確認した（表－１５）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

 

m[kg]

H

L
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表－１５ 使用済セシウム吸着塔仮保管施設耐震評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

ボックス 

カルバート 
本体 

転倒 0.30 1.4×102 2.9×102 kN･m 

滑動 0.30 0.30 0.40 - 

セシウム吸着装置 

吸着塔 
本体 

転倒 0.36 8.2×101 1.2×102 kN･m 

滑動 0.36 0.36 0.52 - 

第二セシウム 

吸着装置吸着塔 
本体 

転倒 
0.36 1.9×102 

4.2×102 kN･m 
0.60 3.1×102 

滑動 
0.36 0.36 

0.52 - 
0.52 0.52 

モバイル式処理装

置または第二モバ

イル型ストロンチ

ウム除去装置 

（吸着塔 1塔） 

本体 

転倒 0.36 5.1×10 1.0×102 kN･m 

滑動 0.36 0.36 0.40 - 

モバイル型ストロ

ンチウム除去装置

（フィルタ 1 塔，

吸着塔 1 塔及び架

台） 

本体 

転倒 0.36 8.8×10 1.9×102 kN･m 

滑動 0.36 0.36 0.40 － 

 

2.2.2. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

(1)構造強度評価 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。また，吸着塔の主要仕様から必要肉厚を評価し十分な肉厚を有しているこ

とを確認した。 

以上のことから，吸着塔は必要な構造強度を有すると評価した。 

なお高性能容器（タイプ１）および高性能容器（タイプ２）（いずれも補強体付き）

に関する評価は「Ⅱ 2.16 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設」に記す。 

 

(2)耐震性評価 

a．転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較す

ることにより転倒評価を行った。なお，セシウム吸着装置吸着塔及びゼオライト保管

容器はそれを格納する各々の蓋付ボックスカルバートと吸着塔の評価，第二セシウム
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吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備処理カラム，高性能

多核種除去設備吸着塔，RO 濃縮水処理設備吸着塔及びサブドレン他浄化装置吸着塔は

それを格納する各々の架台と合わせた評価を実施した。また，モバイル式処理装置吸

着塔，第二モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔，モバイル型ストロンチウム除

去装置フィルタ及び吸着塔，サブドレン他浄化装置吸着塔，高性能多核種除去設備検

証試験装置吸着塔及び浄化ユニット吸着塔についても転倒評価を行い転倒しないこと

を確認した。なお，後者については，ボックスカルバートへの保管有無に関わらず，

転倒しないことが確認されているため，代表の評価結果を示す（表－１６）。 

なお高性能容器（タイプ１）および高性能容器（タイプ２）（いずれも補強体付き）

に関する評価は「Ⅱ 2.16 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設」に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1[N・m]=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2[N・m]=m×g×L 

m ： 機器質量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 

CH ： 水平方向設計震度 

m[kg]

H

L
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b. 滑動評価 

セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔，第二モバイル型ストロンチ

ウム除去装置吸着塔，サブドレン他浄化装置吸着塔，高性能多核種除去設備検証試験

装置吸着塔，モバイル型ストロンチウム除去装置フィルタ・吸着塔，浄化ユニット吸

着塔，ゼオライト保管容器については，ボックスカルバートとあわせ地震時の水平荷

重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評価を実施した。評

価の結果,地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小さいことから,滑

動しないことを確認した（表－１６）。なお，水平震度を 0.60まで拡張した評価では，

地震時の水平荷重によるすべり力が設置面の摩擦力より大きくなり，滑動する結果と

なったことから，別途すべり量の評価を実施した。 

第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備処理

カラム，高性能多核種除去設備吸着塔，RO 濃縮水処理設備吸着塔及びサブドレン他浄

化装置吸着塔については，それらを格納する架台が設置床に基礎ボルトで固定されて

いることから基礎ボルトに作用するせん断荷重と許容せん断荷重を比較することより

滑動評価を実施した。基礎ボルトの許容せん断荷重は「日本建築学会：各種合成構造

設計指針・同解説，鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」に基づき次式を用

いた。評価の結果，基礎ボルトの破断による滑動が生じないことを確認した（表－１

６）。 

( )

( )ccSCa

H

EFaq

nCmgq

=

−=

5.075.0 S3


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお高性能容器（タイプ１）および高性能容器（タイプ２）（いずれも補強体付き）

に関する評価は「Ⅱ 2.16 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設」に記す。 

 

 

q ： 基礎ボルト一本に作用するせん断荷重 

qa ： 基礎ボルト一本当たりの許容せん断荷重 

CH ： 水平方向設計震度 

m ： 機器重量 

g ： 重力加速度 

α ： 機器と床版の摩擦係数 

n ： 機器あたりの基礎ボルト本数 

φS3：短期荷重に対する低減係数 

SCa： 基礎ボルトの定着部の断面積 

Fc ： コンクリート設計基準強度 

Ec ： コンクリートのヤング率 
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c. すべり量評価 

すべり量は，吸着塔とボックスカルバートについて，地震応答加速度時刻歴をもと

に設置床に対する累積変位量として算出した。評価の結果すべり量がボックスカルバ

ート間の許容値を超えないことを確認した（表－１７）。 
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表－１６ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設耐震評価結果（１／３） 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

セシウム吸着装置※ 

（吸着塔 32塔及び 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 16基） 

転倒 
0.36 7.9×103 

1.8×104 kN･m 
0.60 1.4×104 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

モバイル式処理装置また

は第二モバイル型ストロ

ンチウム除去装置 

（吸着塔 1塔） 

転倒 
0.36 5.1×10 

1.0×102 kN･m 
0.60 8.5×10 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

モバイル型ストロンチウ

ム除去装置 

（フィルタ 1 塔，吸着塔

1塔及び架台） 

転倒 
0.36 8.8×10 

1.9×102 kN･m 
0.60 1.5×102 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

サブドレン他浄化装置 

（吸着塔 2塔及び架台） 

転倒 
0.36 9.6×10 

1.9×102 kN･m 
0.60 1.6×102 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

高性能多核種除去設備検

証試験装置 

（吸着塔 6塔及び架台） 

転倒 
0.36 4.9×10 

1.3×102 kN･m 
0.60 8.1×10 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

第二セシウム吸着装置 

（吸着塔 5塔×2 列 

及び架台） 

転倒 
0.36 1.7×103 

3.7×103 kN･m 
0.60 2.9×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 8 

高性能多核種除去設備 

（吸着塔（二相ステンレ

ス製）5 塔×2列 

及び架台） 

転倒 
0.36 2.0×103 

4.3×103 kN･m 
0.60 3.3×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 10 

高性能多核種除去設備 

（吸着塔（ステンレス製）

5塔×2列 

及び架台） 

転倒 
0.36 2.1×103 

4.3×103 kN･m 
0.60 3.4×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 10 

※ボックスカルバート２列×８行の評価である。 
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表－１６ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設耐震評価結果（２／３） 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

RO 濃縮水処理設備 

（吸着塔 5塔×2 列 

及び架台） 

転倒 
0.36 2.0×103 

4.3×103 kN･m 
0.60 3.3×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 10 

サブドレン他浄化装置吸

着塔（吸着塔 5塔×2列 

及び架台） 

転倒 
0.36 6.0×102 

1.4×103 kN･m 
0.60 9.0×102 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 3 

セシウム吸着装置※１ 

（吸着塔 64塔及び 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 32基） 

転倒 
0.36 1.7×104 

6.2×104 kN･m 
0.60 2.8×104 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

高性能多核種除去設備※２ 

（吸着塔（ステンレス製）

6塔×3 列及び架台） 

転倒 
0.36 3.7×103 

1.5×104 kN･m 
0.60 6.2×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
38 kN 

0.60 7 

高性能多核種除去設備※２ 

（吸着塔（ステンレス製）

6塔×2 列及び架台） 

転倒 
0.36 2.5×103 

6.6×103 kN･m 
0.60 4.1×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
38 kN 

0.60 7 

高性能多核種除去設備※２ 

（吸着塔（ステンレス製）

3塔×2 列及び架台） 

転倒 
0.36 1.3×103 

3.3×103 kN･m 
0.60 2.1×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
38 kN 

0.60 6 

高性能多核種除去設備※２ 

（吸着塔（ステンレス製）

3塔×3 列及び架台） 

転倒 
0.36 1.9×103 

7.6×103 kN･m 
0.60 3.1×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
38 kN 

0.60 6 

※1ボックスカルバート４列×８行の評価である。 

※2第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備処理カラ

ム，高性能多核種除去設備吸着塔，RO 濃縮水処理設備吸着塔及びサブドレン他浄化装置吸

着塔のうち，機器重量，重心高さが評価上最も厳しい高性能多核種除去設備吸着塔（ステ

ンレス製）にて評価を実施 
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表－１６ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設耐震評価結果（３／３） 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

高性能多核種除去設備※1 

（吸着塔（ステンレス製）

2塔×2 列及び架台） 

転倒 
0.36 9.0×102 

1.7×103 kN･m 
0.60 1.4×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 8 

第三セシウム吸着装置 

（吸着塔 5塔×2 列 

及び架台） 

転倒 
0.36 2.0×103 

4.3×103 kN･m 
0.60 3.3×103 

滑動 

（ボルトせん断） 

0.36 <0 
77 kN 

0.60 10 

浄化ユニット 

(吸着塔 6塔及び架台) 

転倒 
0.36 1.6×10 

5.3×10 kN･m 
0.60 2.6×10 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

ゼオライト保管容器※2 

（保管容器 32 塔及び 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 16 基） 

転倒 
0.36 9.8×103 

4.2×104 kN･m 
0.60 1.7×104 

滑動 
0.36 0.36 

0.40 － 
0.60 0.60 

※1第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備処理カラ

ム，高性能多核種除去設備吸着塔，RO 濃縮水処理設備吸着塔及びサブドレン他浄化装置吸

着塔のうち，機器重量，重心高さが評価上最も厳しい高性能多核種除去設備吸着塔（ステ

ンレス製）にて評価を実施 

※2ボックスカルバート２列×８行の評価である。 
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表－１７ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設すべり量評価結果 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

【使用済セシウム吸着塔一時保管施設

（第一施設）（第四施設）】※ 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・第二モバイル型ストロンチウム除去

装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

・浄化ユニット吸着塔 

・ゼオライト保管容器 

すべり量 0.60 93.3 494 mm 

※使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設）（第四施設）のうち，ボックスカルバー

ト間の許容値が評価上最も厳しいセシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）にて評価を実

施 

 

なお，使用済セシウム吸着塔一時保管施設の第一～第四施設の基礎は，地盤改良によ

る安定した地盤上に設置されており，十分な支持力を有する地盤上に設置している。 
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2.2.3. 廃スラッジ一時保管施設 

(1)構造強度評価 

スラッジ貯槽について，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した（表－１８）。 

 

 

 

   

η

ρ

0.204S

DiH
t =  

 

 

 

 ただし，ｔの値は炭素鋼，低合金鋼の場合はｔ=3[mm]以上，その他の金属の場合は

t=1.5[mm]以上とする。また，内径の区分に応じた必要厚さを考慮する。 

 

表－１８ スラッジ貯槽板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

スラッジ貯槽 円筒型（横置き） タンク板厚 3.0 25.0 

 

 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ[mm] 

  Di ： 胴の内径[m]             

  H ： 水頭[m]                 

ρ ： 液体の比重               

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力[MPa]           

 η ： 長手継手の効率               
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(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程に準拠して評価を行った結果，基礎ボルトの強度が確保されるこ

とを確認した（表－１９）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1)1(
1

LCgmHCgm
L

F VHb −−=  

基礎ボルトの引張応力：
b

b
b

A

F


=

fn
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
b

H

An

Cgm




=bτ  

 

表－１９ スラッジ貯槽の基礎ボルトの強度評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

スラッジ貯槽 基礎ボルト 

引張 
0.36 11 

439 MPa 
0.94 131 

せん断 
0.36 42 

337 MPa 
0.94 122 

 

 

 

H

L

m[kg]

L1

m ： 機器質量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 
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2.2.4. 配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを

確認した。従って，配管は必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価の結

果，最高使用圧力に耐えられることを確認した（表－２０）。 

     

 

P

PDo
t

8.02S +
=

η
 

 

 

 

表－２０ 配管構造強度評価結果 

 

b. 耐圧ホース（樹脂製） 

設計・建設規格上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，系統の

温度，圧力を考慮して仕様を選定した上で，漏えい試験等を行い，漏えい，運転状態

に異常がないことを確認する。従って，耐圧ホースは，必要な構造強度を有している

と評価した。 

以上 

評価機器 口径 Sch. 材質 
最高使用 

圧力[MPa] 

最高使用 

温度[℃] 

必要肉厚

[mm] 
肉厚[mm] 

配管① 50A 20S SUS316L 0.3 50 0.09 3.5 

配管② 80A 20S SUS316L 0.3 50 0.13 4.0 

配管③ 50A 20S SUS316L 0.98 50 0.27 3.5 

配管④ 80A 20S SUS316L 0.98 50 0.40 4.0 

配管⑤ 50A 40 SUS316L 0.98 50 0.27 3.9 

配管⑥ 80A 40 SUS316L 0.98 50 0.40 5.5 

配管⑦ 80A 40 SUS329J4L 0.98 50 0.40 5.5 

配管⑧ 100A 40 SUS329J4L 0.98 50 0.51 6.0 

配管⑨ 125A 40 SUS329J4L 0.98 50 0.63 6.6 

配管⑩ 100A 40 SUS316L 0.98 50 0.51 6.0 

ｔ ： 管の計算上必要な厚さ 

  D0 ： 管の外径             

  P ： 最高使用圧力[MPa]           

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力[MPa]            

 η ： 長手継手の効率               
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添付資料‐3 別添‐１ 

 

高濃度滞留水受タンクの耐震性評価 

 

高濃度滞留水受タンクの撤去に伴い本内容を削除 
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添付資料－３ 別添－２ 

 

地下貯水槽の遮水シートの耐震性評価 

 

プラスチック製地下貯水槽（以下，「貯水槽」という）の耐震安全性を二次元静的 FEM 解

析に基づいて評価し，貯水機能が保持されることを確認する。 

 

(1) 対象とする貯水槽 

対象とする貯水槽は，プラスチック製の貯留材（以下，「貯留材」という）と遮水シート

で構築される。貯水槽の概要を図－１に示す。貯水槽は段丘堆積層を掘削して設置し，盛

土によって 0.7m の土被り厚を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 耐震安全性評価 

a. 評価手順 

貯水槽の耐震安全性評価では，地震力によって生じる遮水シートの引張ひずみ（照

査用応答値）が遮水シートの最大引張ひずみ（評価基準値）以下であることを確認す

る。評価フローを図－２に示す。 

貯水槽 標準図 

標準平面図 法面部 標準断面図 

図－１ 貯水槽の概要 

貯水槽 

貯留材 
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b. 評価条件 

解析に用いる地盤の物性値，並びに考慮する荷重は以下のとおりとする。 

ⅰ. 地盤の物性値 

貯水槽は，段丘堆積層内に設置される。段丘堆積層の地盤物性値を表－１に示す。

なお，盛土による荷重は上載荷重として扱い，解析では節点力としてモデルに作用

させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 設計用地震力 

設計用地震力は水平地震力のみ考慮することとし，B クラス相当として水平震度

ＫH＝0.3 及び Sクラス相当として水平震度ＫH＝0.6 とする。 

 

 
常時解析 

二次元静的有限要素法解析 

 

 

地震時解析 
二次元静的有限要素法解析 

 
耐震安全性評価 

遮水シートの引張ひずみによる照査 
 

評価基準値 
遮水シートの最大引張ひずみ 

図－２ 貯水槽の耐震評価フロー 

表－１ 地盤の物性値 

 段丘体積層 

物理特性 ρt（g/cm3） 1.59 

静的変形特性 
E0（N/mm2） 23.5 

ν 0.21 

動的変形特性 
G0（N/mm2） 158 

νd 0.48 
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(3) 評価結果 

a. 評価方法 

耐震安全性評価では，水平地震力（ＫH=0.3 及びＫH=0.6）を用いた静的 FEM 解析に

基づいた応答値が，評価基準値を下回ることを確認する。 

照査用応答値は，遮水シート設置位置における節点変位による引張ひずみとする。

評価基準値は，日本遮水工協会基準に基づく最大引張ひずみとする。 

 

b. 照査結果 

照査結果を表－２に示す。照査用応答値は，評価基準値 560％を下回ることを確認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 評価結果 

遮水シートの照査用応答値は，評価基準値を下回るとともに十分な裕度を有してい

ることから，貯水機能が保持されるものと評価した。 

 

以上 

 

 

  

 

表－２ 照査結果 

 
照査用応答値 

εd（％） 

評価基準値 

εu（％） 

照 査 

（εd／εu） 

ＫH=0.3 の場合 0.148 560 0.00026 

ＫH=0.6 の場合 0.206 560 0.00037 
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添付資料－３ 別添－３ 

 

地下貯水槽のプラスチック製貯水枠材の耐震性評価 

 

(1) 評価手順 

プラスチック製貯水枠材の耐震評価のフローを図－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 耐震評価（Bクラス） 

a. 作用荷重の算定 

（社）雨水貯留浸透技術協会の技術マニュアルにしたがって，地表載荷荷重 10kN/m2

を考慮し，貯水枠材の最下部における鉛直方向荷重を求める。覆土を構成する材料の

単位体積重量（一般値）を表-1に，照査対象と作用荷重を図－２に示す。 

なお，覆土材料は砂質土と砂礫の複合材であるが，安全をとって重量の大きい砂礫

の単位体積重量を使用することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

設置形状・埋設深さなどの設定 

作用荷重の算定 

設計震度の設定・地震時土圧係数の算定 

地震時荷重の算定 

地震時荷重＜単位面積あたりの許容荷重 

OK 

No 

Yes 

図－１ プラスチック製貯水枠材の耐震評価フロー 

表－１ 覆土を構成する材料の単位体積重量（一般値） 

材料名 単位体積重量（kN/m3） 

盛土（砂及び砂礫） 20.0 

盛土（砂質土） 19.0 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」社団法人日本道路協会 
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図－２ 照査対象と作用荷重 

 

貯水枠材を階段状に積み上げたとき，最下部（仮想地表面）の上面に作用する鉛直

方向荷重は，仮想地表面より上部の地表載荷荷重・覆土重量・貯水枠材重量の合計荷

重 V1となる。 

また最下部の側面に作用する水平方向荷重は，V1 と仮想地表面より下部の砕石重量

V2に地震時水平土圧をかけた値となる。 

 

ここで， 

 V1＝10＋20×0.7＋1.9＝25.9（kN/m2） 

 V2＝20×1.1＝22.0（kN/m2） 

 

b. 設計水平震度の設定と地震時水平土圧の算定 

B クラス評価の場合には，設計水平震度 Khを 0.3とする。地震時土圧係数 Kea は，

道路などの設計で一般的に用いられている「道路橋標準示方書・同解説（Ｖ 耐震設計

編）」（社団法人日本道路協会）にしたがい 0.48とする。 

 

c. 地震時荷重（水平方向）の算定 

貯水枠材最下部の側面に作用する水平方向荷重 Phは， 

 Ph＝Kea×（V1＋V2）＝0.48×（25.9＋22.0）＝23.0（kN/m2） 

貯水枠材重量 

1.9kN/m2 

照査対象 
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d. 耐震評価 

今回使用する貯水枠材のうち，最も水平方向の単位面積あたりの許容荷重（許容応

力）（注１）が小さいものは次の通りである。 

 水平方向の単位面積あたりの許容荷重（許容応力）σha：30.0kN/m2 

（注1） 貯水枠材の許容荷重は，材料の安全率 1.3を考慮した許容応力とし，

その値は（社）雨水貯留浸透技術協会の技術マニュアルによる。 

よって， 

 σha＝30.0＞Ph＝23.0 

となり，貯水枠材の強度は十分であると評価できる。 

 

(3) 耐震評価（Sクラス） 

a. 作用荷重の算定 

（社）雨水貯留浸透技術協会の技術マニュアルにしたがって，地表載荷荷重 10kN/m2

を考慮し，貯水枠材の最下部における鉛直方向荷重を求める。覆土を構成する材料の

単位体積重量（一般値）を表－２に，照査対象と作用荷重を図－３に示す。 

なお，覆土材料は砂質土と砂礫の複合材であるが，安全をとって重量の大きい砂礫

の単位体積重量を使用することとする。 

 

表－２ 覆土を構成する材料の単位体積重量（一般値） 

材料名 単位体積重量（kN/m3） 

盛土（砂及び砂礫） 20.0 

盛土（砂質土） 19.0 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」社団法人日本道路協会 

 

貯水枠材を階段状に積み上げたとき，最下部（仮想地表面）の上面に作用する鉛直

方向荷重は，仮想地表面より上部の地表載荷荷重・覆土重量・貯水枠材重量の合計荷

重 V1となる。 

また最下部の側面に作用する水平方向荷重は，V1 と仮想地表面より下部の砕石重量

V2に地震時水平土圧をかけた値となる。 

 

ここで， 

 V1＝10＋20×0.7＋1.9＝25.9（kN/m2） 

 V2＝20×1.1＝22.0（kN/m2） 
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図－３ 照査対象と作用荷重 

 

b. 設計水平震度・設計鉛直震度の設定と地震時水平土圧の算定 

S クラス評価の場合には，設計水平震度 Kh を 0.6，設計鉛直震度 Kv を 0.3 として，

水平方向・鉛直方向地震の組み合わせを考慮する。地震時土圧係数 Kea は，道路など

の設計で一般的に用いられている「道路橋標準示方書・同解説（Ｖ 耐震設計編）」（社

団法人日本道路協会）にしたがい 0.75とする。 

 

c. 地震時荷重（鉛直方向）の算定 

貯水枠材最下部の上面に作用する鉛直方向荷重 Pvは， 

 Pv＝（1＋Kv）×V1＝（1＋0.3）×25.9＝33.7（kN/m2） 

 

d. 地震時荷重（水平方向）の算定 

貯水枠材最下部の側面に作用する水平方向荷重 Phは， 

 Ph＝Kea×（1+Kv）×（V1＋V2）＝0.75×(1+0.3)×（25.9＋22.0）＝46.8（kN/m2） 

 

e. 耐震評価 

S クラス評価は比例限界応力（注 2）に基づいて評価を実施する。今回使用する貯水枠

材のうち，最も比例限界応力が小さいものは次の通りである。 

 水平方向の比例限界応力σhc：52.5kN/m2 

 鉛直方向の比例限界応力σvc：102.1kN/m2 

貯水枠材重量 

1.9kN/m2 

照査対象 
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（注2） Sクラス評価の場合には求められる性能が機能維持であることから，

貯水枠材の許容荷重は材料の安全率を 1.0 とした比例限界応力を用

いることとし，その値は（社）雨水貯留浸透技術協会の技術マニュ

アルによる。 

 

よって， 

 σhc＝52.5＞Ph＝46.8 

 σvc＝102.1＞Pv＝33.7 

となり，貯水枠材の強度機能の維持は可能と評価できる。 

 

 

(4) 載荷荷重について 

上述の強度照査により，貯水枠材の強度は地下貯水槽上に 10kN/m2の荷重を載荷した場合

でも十分であることが評価できる。 

ただし，地下貯水槽上に物資を搬入する場合には，設計上載荷重との関係を個別に評価

する。 

 

以上 
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（参考）貯水枠材の強度に関する試験方法 

 

（社）雨水貯留浸透技術協会の技術マニュアルでは，貯水枠材の圧縮強度に関する試験

方法を以下のように定めている。 

 

構造部材の圧縮試験方法（Arsit A-1:2008） 

圧縮試験は，貯留枠材の鉛直方向及び水平方向の耐力を求める重要な試験である。 

JISの試験方法は，材料試験を目的とした試験で，角柱，円柱，管形状の供試体としてい

るが，貯水枠材として必要な強度は構造体としての性能であることに留意すべきである。 

1) 引用規格 

プラスチック－圧縮特性の試験方法 JIS K 7181，JIS Z 0212 

2) 供試体 

部材には異方性があり，使用状態で鉛直方向と水平方向（2方向）の強度が異なると考え

られる場合には，3方向あるいは 2方向で試験を行う（図－４ (a)）。また，図－４(b)のよ

うに異方性の部材を組み合わせて各方向の強度の均等化を図っている場合は，最小構成単

位（図－４(b)の場合は 4 個）の単位部材とみなして試験を行うことが望ましい。しかし，

試験が大掛かりになる場合は，構成要素の方向別強度を平均するなどの簡略化をしても良

い。 

鉛直方向の載荷試験では，最小構成単位（1 段）から始めて，2 段，3 段・・・と積み上

げる段数を増やして，各載荷試験での最大応力値が収束することを確認する。水平方向の

載荷試験では，鉛直方向で求めた収束段数と同数の積み上げ段数のみの試験で良い。供試

体を載荷装置に設置する際や載荷試験時に，供試体が不安定になるなどの理由で外枠ある

いは紐状の材料で安定させる場合は，試験結果に悪影響を及ぼさないように配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a) 3方向で強度が異なる場合     (b) 単体の組み合わせで強度が決まる場合 

図－４ 圧縮強度の異方性 
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3) 試験方法 

載荷は，1分当り 10mm程度の一定速度で行う。 

供試体は，試験前に載荷方向の長さを 2箇所以上で測定しておく。試験時は，0.1mm以上

の精度を持つ測定器で，供試体の載荷方向の長さ変化を測定する。 

4) 温度 

試験は，23±2℃一定の条件で実施することを原則とする。この条件での試験が難しい場

合は，供試体を 24時間以上 23±2℃の条件に置いた後，速やかに試験を実施する。 

5) 試験結果の整理 

試験で得られた供試体の載荷方向のひずみと応力関係（SS カーブ）の例を，図－５に示

す。 

ひずみがゼロからε1までの勾配の小さい区間は，供試体の初期不整やたわみなどが原因

で生じる。その後，ひずみと応力の関係がほぼ一定で推移する区間があり，さらに応力の

山が 2 つ以上現れる場合があるが，最初に応力の低下を示す前の最大応力（圧縮強さ）を

σmaxとする。 

最大応力（圧縮強さ）σmaxの 70%を「比例限界応力σc」とすることができる。ただし，

その値が SSカーブの直線上にない場合は，直線上にある最も近い値を「比例限界応力σc」

とする。 

また，「比例限界応力σc」に安全率 1.3を考慮し，σcを材料の安全率（一般的に 1.3）

で割った値を「許容応力σa」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ ひずみと応力の関係例 

以上 

σa=σc/1.3 
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添付資料－３ 別添－４ 

 

駐車車両を想定した場合のプラスチック製貯水枠材の強度照査 

 

(1) 評価手順 

駐車車両を想定した場合の貯水枠材の強度照査のフローを図－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重条件 

a. 死荷重 

死荷重としては覆土を 0.7m まで施した場合を想定する。覆土材料は砂質土と砂礫の

複合材であるが，安全をとって重量の大きい砂礫の単位体積重量を使用することとす

る。表－１に覆土を構成する材料の単位体積重量（一般値）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土被りの設定 

設定した土被りに対応する死荷重の算定 

駐車車両を想定した活荷重の設定 

合計荷重の算定 

荷重＜単位面積あたりの許容荷重 

設定土被りはＯＫ 

No 

Yes 

図－１ 駐車車両を想定した場合の貯水枠材の強度照査フロー 

表－１ 覆土を構成する材料の単位体積重量（一般値） 

材料名 単位体積重量（kN/m3） 

盛土（砂及び砂礫） 20.0 

盛土（砂質土） 19.0 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」社団法人日本道路協会 
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死荷重は， 

 BL＝γ×h1 

ここに， 

 BL：覆土の上載荷重（kN/m2） 

 γ：覆土材料の単位体積重量（kN/m3） 

 h1：覆土厚さ（m） 

 

b. 活荷重 

活荷重としては，高速自動車国道，一般国道に用いられている T-25 荷重（ただし，

駐車スペースなので衝撃なし）を用いる。これは総重量 25 トンの大型トラックの荷重

を想定したものである。 

貯水槽上面に作用する自動車荷重は道路横断方向に際限なく載荷させるものとして，

単位長さ当たりの荷重は次式により求める。 

 

 

 

ここに， 

 P1：後輪荷重による横方向単位長さあたりの荷重（kN/m） 

 P2：前輪荷重による横方向単位長さあたりの荷重（kN/m） 

 T1：自動車の 1 後輪荷重 

 T2：自動車の 1 前輪荷重 

 B：自動車占有幅（2.75m） 

 i：衝撃係数（0） 

 

また，T-25 荷重の諸元を表－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

なお，輪荷重による活荷重は図－２のように地表面より接地幅 0.2m で車両進行方向

に 45°の角度をもって地中に分散するものとする。 

したがって，貯水槽上面に作用する自動車荷重は次のようになる。 
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B

T
P += 1

22
2( )i

B

T
P += 1

12
1

2.012

1
1

+
=

h

P
q

2.012

2
2

+
=

h

P
q

表－２ T-25 荷重の諸元 

自動車荷重 総荷重 

（kN） 

T1:後輪荷重 

（kN） 

T2:前輪荷重 

（kN） 

接地幅 

（m） 

前後車輪間隔 

（m） 

T-25 250 100 25 0.2 4.0 
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ここに， 

 q1：後輪の分布荷重（kN/m2） 

 q2：前輪の分布荷重（kN/m2） 

 h1：覆土厚さ（m） 

 L：前輪と後輪の中心距離（軸距 4.0m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 輪荷重による活荷重 

 

図－２から明らかなように，自動車荷重の最大値は次のようになる。 

    L＞2h1＋0.2 の場合は，後輪荷重のみの q=q1 

    L≦2h1＋0.2 の場合は，後輪荷重と前輪荷重を考慮した q＝q1＋q2 

今回の場合，L＝4.0m，2h1+0.2＝1.6m なので，前者に当たり，自動車荷重としては

q1 のみを考慮することとなる。 

 

(3) 設計震度と許容荷重 

検討に用いた設計震度と照査に用いた許容荷重（注）を表－３に示す。 

（注） 求められる性能を機能維持とし，貯水枠材の許容荷重としては材料の安全

率を 1.0 とした「比例限界応力」を用いることとし，その値は（社）雨水貯

留浸透技術協会の技術マニュアルによる。 

 

表－３ 設計震度と許容荷重 

設計震度（鉛直） 許容荷重（比例限界応力） 

0.3 102.1kN/m2 

０．２ｍ 

Ｌ＝４ｍ 

Ｐ1 Ｐ2 

４５° ４５° ０．２ｍ 

2.012

1

+h

P

2.012

2

+h

P

2.012

21

+

+

h

PP

ｈ1 
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 (4) 合計荷重の算定 

上述の計算手順にしたがい，算定した合計荷重を表－４に示す。 

 

表－４ 合計荷重の計算結果 

荷重 条件・計算結果 算定式 

【死荷重】   

γ：覆土単位体積重量 20kN/m3  

 h1：覆土厚さ 0.7m  

BL：死荷重 14kN/m2 γ×h1 

【活荷重】   

 T1：後輪荷重 100kN  

 B：自動車占有幅 2.75m  

 P1：後輪単位幅荷重 72.8kN/m2 2×T1×(1+i)/B 

 h1：覆土厚さ 0.7m  

q1：活荷重 45.5kN/m2 P1/(2×h1+0.2) 

【合計荷重：常時】：σ 59.5kN/m2 BL＋q1 

 

 計算結果 算定式 

【合計荷重：地震時】：σt 77.3kN/m2 σ×(1+0.3) 

 

(5) 強度照査 

今回使用する貯水枠材のうち，最も単位面積あたりの許容荷重が小さいものは表－３に

示した通りである。それに基づき強度照査を実施した結果を表－５に示す。この結果より，

貯水枠材の強度は十分であると評価できる。 

 

 

 

 

 

(6) 載荷荷重について 

上述の強度照査により，貯水枠材の強度は地下貯水槽上に T-25 荷重を載荷した場合でも

十分であることが評価できる。 

ただし，地下貯水槽上に物資を搬入する場合には，設計上載荷荷重との関係を個別に評

価する。 

以上 

表－５ 強度照査結果 

計算結果 許容荷重（比例限界応力） 

77.3kN/m2 102.1kN/m2 
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添付資料－３ 別添－５ 

 

地下貯水槽のスロッシング評価 

 

(1) 評価方法 

スロッシングはタンク内包水が地震により揺れる現象をいい，地震波の中でもやや長周

期のものが，比較的直径の大きなタンクの形状に影響して発生すると考えられている。 

地下貯水槽の場合，プラスチック製枠材で構築される水室の中で最も大きなものの寸法

は幅 30cm以下と小規模であり，スロッシングの様な長周期問題は顕在化しないと考えられ

るが，確認のためスロッシングによる液位上昇量を計算して溢水等が発生しないか確認を

行う。 

評価方法は容器構造設計指針（日本建築学会）に従うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スロッシング計算法】 
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(2) 評価条件 

対象とする水室の形状は次図のものを想定した。スロッシングは共振問題に近いため，

鏡面構造をとると考えられることから，支柱で区切られる 1 ブロックを水室と仮定した。

スロッシングは寸法が大きいものの方が，発生する液位上昇がより高くなることが知られ

ているので，使用する貯水枠材の中でも最も大きな水室を構成する枠材を検討対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HL：静水時の水位 0.52m 

（実運用の水位 0.27m） 

  D：水室の内径 0.545÷2m 

 

(3) 評価結果 

計算の結果は次の通り。 

  η：液位上昇量 ＝ 0.12m （実運用水位も同値） 

 

地下貯水槽は貯水枠上面より 0.25m下がりで運用する計画であるので，0.12mの液位上昇

があっても貯水槽外に溢水することはない。仮に液位が貯水枠上面を超えても止水シート

が敷設されているので，溢水は防げるものと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

0.545m÷2m 

0.52m 

図－２ 貯水槽平面図 

図－１ 貯水槽断面図 

貯水運用 

0.25m下がり 

覆土 

止水シート 

（高密度ポリエチレン） 

0.12m 上昇 

スペーサ 

図－３ スロッシング時の水面変化 
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添付資料－３ 別添－６ 

 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 

 

廃止（円筒型タンク（1000m3容量）の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価結果） 
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2.51 ゼオライト土嚢等処理設備 

2.51.1 基本設計 

2.51.1.1 設置の目的 

プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋の地下階には，東北地方太平洋沖地震発生直後にゼ

オライト土嚢及び活性炭土嚢（以下「ゼオライト土嚢等」という。）が設置されている。本

設備は，地下階のゼオライト土嚢等を地上階に抜き出し，保管容器に充填及び脱水した上

で，高台に保管することを目的とする。 

 

2.51.1.2 要求される機能 

(1) 抜き出したゼオライト土嚢等を遠隔操作によりゼオライト保管容器に充填し，脱水で

きること。 

(2) 漏えい防止機能を有すること。 

(3) 万一，機器・配管から漏えいした場合においても，施設外への漏えい拡大を防止でき

ること。 

 

2.51.1.3 設計方針 

(1) ゼオライト土嚢等の処理 

ゼオライト土嚢等処理設備は，地下階から抜き出したゼオライト土嚢等を，遠隔操作に

よりゼオライト保管容器に充填し，脱水できる設計とする。 

(2) 被ばく低減 

ゼオライト土嚢等処理設備は，機器等の設計において遮へい機能を考慮した設計とする。 

(3) 準拠規格及び基準 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する構築物，系統及び機器の設計，材料の選定，製作

及び検査については，発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME），日本産業規格（JIS）, 

American Society of Mechanical Engineers（ASME 規格），日本水道協会規格（JWWA）等

を適用することにより信頼性を確保する。 

(4) 自然現象に対する設計上の考慮 

a．地震に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する構築物，系統及び機器は，2021 年 9 月 8 日および

2022 年 11 月 16 日の原子力規制委員会で示された「東京電力ホールディングス株式会社福

島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」に基づいて，耐震

設計上の区分を行うとともに，適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計とする。 

なお，主要な機器の耐震性を評価するにあたっては，原子力発電所耐震設計技術規程

（JEAC4601）等に準拠することを基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わ

せたものを採用する。 

ポリエチレン管，耐圧ホース等は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 
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b．地震以外に想定される自然現象（津波，豪雨，台風，竜巻，凍結等）に対する設計上

の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，地震以外の想定される自然現象（津波，豪雨，台風，竜

巻，凍結等）によって，施設の安全性が損なわれないよう設計する。 

(5) 外部人為事象に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，想定される外部人為事象によって，施設の安全性を損な

うことのない設計とする。また，第三者の不法な接近等に対し，これを防御するため，適

切な措置を講じた設計とする。 

(6) 火災に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，火災発生防止及び火災影響軽減のため，実用上可能な限

り不燃性又は難燃性材料を使用するとともに設備周辺から可能な限り可燃物を排除する。

また，初期消火の対応ができるよう，設備近傍に消火器を設置する。なお，火災発生は監

視カメラ等により確認可能な設計とする。 

(7) 環境条件に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備の構築物，系統及び機器は，経年事象を含む想定されるすべ

ての環境条件に適合できる設計とする。 

(8) 監視及び運転操作に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，遠隔操作室の監視・制御装置により，遠隔操作及び運転

状況の監視が可能な設計とする。また，ゼオライト土嚢等処理設備は，運転する者による

誤操作を防止できる設計とするとともに，異常事象や設備の運転に影響を及ぼしうる自然

現象等が発生した状況下においても，運転する者がこれらの事象に対処するために必要な

設備を容易に操作できる設計とする。 

(9) 信頼性に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，ヒューマンエラーや機器の故障による放射性物質の漏え

いが発生しないよう，高い信頼性を確保した設計とする。また，万が一，漏えいが発生し

たとしても，その量が極めて小さくなる設計とする。 

(10) 検査可能性に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する構築物，系統及び機器は，それらの健全性及び

能力を確認するために，適切な方法によりその機能を検査できる設計とする 。 

 

2.51.1.4 主要な機器 

ゼオライト土嚢等処理設備は，ゼオライト垂直移送ポンプ，補給水ポンプ，ゼオライト

保管容器，補給水タンク，換気空調装置及び配管等により構成する。 

(1) ゼオライト垂直移送ポンプ 

ゼオライト垂直移送ポンプは，地下階のゼオライト土嚢等を地上階に抜き出し，ゼオラ

イト保管容器に移送する。 
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(2) 補給水ポンプ 

補給水ポンプは，補給水タンクの RO 処理水又はろ過水を移送し，ゼオライト保管容器及

び配管をフラッシングする。 

(3) ゼオライト保管容器 

ゼオライト保管容器は，地下階から抜き出したゼオライト土嚢等を脱水及び保管する。 

(4) 補給水タンク 

補給水タンクは，ゼオライト保管容器及び配管をフラッシングする RO 処理水又はろ過

水を貯留する。 

(5) 換気空調装置 

換気空調装置は，排風機及びフィルタユニットからなる。 

a．排風機 

排風機は，ダスト管理エリアから吸引し，フィルタユニットを通過した空気を当該設備

を設置した建屋内に排出する。 

b．フィルタユニット 

フィルタユニットでは，ダスト管理エリアから吸引した空気中にダスト状の放射性廃棄

物が存在した場合にこれをろ別除去する。 
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2.51.2 基本仕様 

2.51.2.1 ゼオライト土嚢等処理設備の主要仕様 

2.51.2.1.1 ゼオライト土嚢等処理設備（プロセス主建屋） 

(1)  ポンプ 

a. ゼオライト垂直移送ポンプ（完成品） 

台  数 1台 

容  量 13 m3/h 

 

b. 補給水ポンプ（完成品） 

台  数 1台 

容  量 20 m3/h 

 

(2) ゼオライト保管容器 

名称 ゼオライト保管容器 

種類 たて置円筒形 

容量 m3/基 2.88 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 100 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 1244.6 

胴板厚さ mm 12.7 

上部平板厚さ mm 88.9 

下部平板厚さ mm 88.9 

高さ mm 3106.9 

材
料 

胴板 - ASME SA240 Type 316L 

上部平板 - ASME SA240 Type 316L 

下部平板 - ASME SA240 Tyep 316L 

基数 基 1 
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(3) 補給水タンク 

名称 補給水タンク 

種類 たて置円筒形 

容量 m3 7 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 40 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 2500 

胴板厚さ mm 9.0 

底板厚さ mm 12.0 

高さ mm 1821 

材
料 

胴板 - SUS304 

底板 - SUS304 

基数 基 1 

 

(4) 換気空調装置 

a. 排風機（完成品） 

台  数 2台 

容  量 3,500 m3/h（1 台あたり） 

 

b. フィルタユニット（完成品） 

台  数 １台 

容  量 3,500 m3/h 
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(5) 主配管 

a. ゼオライト移送配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

ゼオライト垂直移送ポンプから

ゼオライト保管容器まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

EPDM 合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

 

b. ゼオライト排水配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

ゼオライト保管容器からプロセ

ス主建屋地下階まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A 相当 

50A 相当 

EPDM 合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径/厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A/Sch80 

50A/Sch80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 
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c. 補給水配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

補給水タンク入口弁から補給水

タンクまで 

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch40 

STPT410 

静水頭 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A 相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40℃ 

補給水タンクから補給水ポンプ

まで 

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch40 

STPT410 

静水頭 

40℃ 

補給水ポンプからゼオライト移

送配管分岐部まで 

（鋼管） 

 

呼び径/厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch80 

80A/Sch40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 
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2.51.2.1.2 ゼオライト土嚢等処理設備（高温焼却炉建屋） 

(1)  ポンプ 

a. ゼオライト垂直移送ポンプ（完成品） 

台  数 1台 

容  量 13 m3/h 

 

b. 補給水ポンプ（完成品） 

台  数 1台 

容  量 20 m3/h 

 

(2) ゼオライト保管容器 

名称 ゼオライト保管容器 

種類 たて置円筒形 

容量 m3/基 2.88 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 100 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 1244.6 

胴板厚さ mm 12.7 

上部平板厚さ mm 88.9 

下部平板厚さ mm 88.9 

高さ mm 3106.9 

材
料 

胴板 - ASME SA240 Type 316L 

上部平板 - ASME SA240 Type 316L 

下部平板 - ASME SA240 Type 316L 

基数 基 1 
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(3) 補給水タンク 

名称 補給水タンク 

種類 たて置円筒形 

容量 m3 7 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 40 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 2500 

胴板厚さ mm 9.0 

底板厚さ mm 12.0 

平板厚さ mm 6.0 

高さ mm 1821 

材
料 

胴板 - SUS304 

底板 - SUS304 

基数 基 1 

 

(4) 換気空調装置 

a. 排風機（完成品） 

台  数 2台 

容  量 3,500 m3/h（1 台あたり） 

 

b. フィルタユニット（完成品） 

台  数 １台 

容  量 3,500 m3/h 
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(5) 主配管 

a. ゼオライト移送配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

ゼオライト垂直移送ポンプから

ゼオライト保管容器まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

EPDM 合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

 

b. ゼオライト排水配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

ゼオライト保管容器から高温焼

却炉建屋地下階まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A 相当 

50A 相当 

EPDM 合成ゴム 

0.98MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径/厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A/Sch80 

50A/Sch80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 
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c. 補給水配管 

主要配管仕様 

名称 仕様 

補給水タンク入口弁から補給水

タンクまで 

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch40 

STPT410 

静水頭 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A 相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40℃ 

補給水タンクから補給水ポンプ

まで 

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch40 

STPT410 

静水頭 

40℃ 

補給水ポンプからゼオライト移

送配管分岐部まで 

（鋼管） 

 

呼び径/厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch80 

80A/Sch40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 
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2.51.3 添付資料 

添付資料－１ ：ゼオライト土嚢等処理設備の全体概要図 

添付資料－２ ：ゼオライト土嚢等処理設備の具体的な安全確保策について 

添付資料－３ ：ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に関する説明書 

添付資料－４ ：ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に関する説明書 

添付資料―５ ：工事工程表 

添付資料－６ ：ゼオライト土嚢等処理設備の放射性物質の閉じ込めに関する説明書 

添付資料―７ ：ゼオライト土嚢等処理設備に係る確認事項 

添付資料―８ ：地下階での ROV を使用した作業に関する説明書 

添付資料―９ ：検査可能性に関する考慮事項 
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ゼオライト土嚢等処理設備の具体的な安全確保策について 

 

ゼオライト土嚢等処理設備は，放射性物質を含むゼオライト土嚢及び活性炭土嚢（以下

「ゼオライト土嚢等」という。）及び汚染水を扱うため，漏えい発生防止対策，放射線遮へ

い対策，崩壊熱除去，可燃性ガス滞留防止，環境条件対策等について，具体的な安全確保

策を以下のとおり定め実施する。 

 

1. 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い発生する固体廃棄物の取扱いについては，発電

所全体の放射性固体廃棄物の処理・保管・管理の対応に従う。（「Ⅱ 1.8 放射性固体廃棄物

の処理・保管・管理」参照。） 

 

2. 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い発生する液体廃棄物の取扱いについては，発電

所全体の放射性液体廃棄物の処理・保管・管理の対応に従う。（「Ⅱ 1.9 放射性液体廃棄物

の処理・保管・管理」参照。） 

2.1 放射性物質の漏えい防止及び漏えい拡大防止 

(1) 漏えい発生防止 

a. 高線量のゼオライト土嚢等と汚染水を扱うため，接液部は耐放射線性，耐食性を併

せ持つ材質を使用する。 

b. ゼオライト土嚢等を移送する配管は耐食性を有する鋼管並びにポリエチレン管等

とする。 

c．耐圧ホースは 2重ホースを使用する等，漏えいを防止する構造とする。 

d. ゼオライト保管容器は，想定される残留塩分及び放射線環境下においても長期間の

保管に耐え得る材質を使用する。 

 

(2) 漏えい検知・漏えい拡大防止 

a. 漏えい早期検知として，装置を設置する箇所には漏えい拡大防止堰を設けるととも

に，漏えい検知器を設ける。 

b. ゼオライト土嚢等を移送する配管は，トラフ内に設置する。 

c. 漏えいを検知した場合は，遠隔操作室に警報を発報するとともに，ゼオライト土嚢

等処理設備の運転を停止させる。 

d. 配管と各設備との取合い部はフランジ接続とするが，接続の位置は漏えい拡大防止

堰の内部とすることで，漏えいの拡大を防止する。また，配管のうちポリエチレン

管同士の接続部は漏えい発生防止のため融着構造とする。 

 

添付資料－２ 
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3. 放射性気体廃棄物の処理・管理 

ゼオライト土嚢等処理設備の設置に伴い発生する気体廃棄物の取扱いについては，発電

所全体の放射性気体廃棄物の処理・管理の対応に従う。（「Ⅱ 1.10 放射性気体廃棄物の処

理・管理」参照。） 

 

4. 被ばく低減 

（1）ゼオライト土嚢等処理設備からの放射線による雰囲気線量当量率は，各機器に遮へい

を設け，機器表面から 1mでの線量を 1.0mSv/h 以下とする。 

（2）設備の運転は，遠隔操作室にて運転操作及び監視を可能とする。 

（3）保守作業時の作業員の被ばく低減のため，保守作業前に機器のフラッシングが行える

設計とする。 

（4）ゼオライト土嚢等処理設備の運転等に係る関係者以外の者が不要に近づくことがない

よう，標識や立入禁止区域等を設ける。 

（5）ゼオライト土嚢等処理設備の設置は，プロセス主建屋・高温焼却炉建屋内の水処理設

備の操作やパトロール等の要員への被ばく影響を考慮し，影響があるエリアには，遮

へい等により被ばく低減を図る。 

 

5．放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 

ゼオライト土嚢等処理設備による放射性液体廃棄物の排水による線量評価については，

「Ⅲ 第３編 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価」に記載の通り。 

 

6．作業者の被ばく線量の管理等 

ゼオライト土嚢等処理設備に対する作業者の被ばく線量の管理等は，発電所全体の作業

者の被ばく線量の管理等に従う。（「Ⅱ 1.12 作業者の被ばく線量の管理等」を参照。） 

 

7．緊急時対策 

ゼオライト土嚢等処理設備に対する緊急時対策は，発電所全体の緊急時対策に従う。（「Ⅱ 

1.13 緊急時対策」を参照。） 

 

8．設計上の考慮 

8.1 準拠規格及び基準 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する主要な機器は，「発電用原子力設備に関する技術基

準を定める省令」において，廃棄物処理設備に相当すると位置付けられる。これに対する

適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設 

規格」という。）で規定され，機器区分クラス３の規定を適用することを基本とする。ま 

た，主要な機器のうちゼオライト保管容器は，「ASME Boiler and Pressure Vessel Code(Sec 
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Ⅷ)」に準拠する。ゼオライト土嚢等を内包する容器及び鋼管については，発電用原子力設

備規格 設計・建設規格（JSME S NC1）のクラス３機器の規定を適用する。 

なお，クラス３機器に該当しないその他の機器は，JIS 等規格適合品を用いることとし，

ポリエチレン管は，JWWA または ISO 規格に準拠する。 

また，原子力発電所での使用実績がない材料を使用する場合は，他産業での使用実績等

を活用しつつ，必要に応じて試験等を行うことで，経年劣化等の影響についての評価を行

う。 

 

8.2 自然現象に対する設計上の考慮 

(1) 地震に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備の地震に対する設計上の考慮は，「添付資料－３ ゼオライト

土嚢等処理設備の耐震性に関する説明書」に記載の通り。 

 

(2) 地震以外に想定される自然現象（津波，豪雨，台風，竜巻等）に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備に対する地震以外に想定される自然現象に対する設計上の考

慮は以下の通り。 

a．津波 

ゼオライト土嚢等処理設備は，アウターライズ津波による浸水を防止するため，仮設防

潮堤内に設置する。また，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，設置する建屋

壁面に開口するゼオライト保管容器の搬出入口に水密扉を設置する。 

 

b．豪雨 

ゼオライト土嚢等処理設備は，豪雨による影響を受けにくい建屋内に設置する。 

 

c．積雪 

ゼオライト土嚢等処理設備は，積雪による影響を受けにくい建屋内に設置する。 

 

d．落雷 

ゼオライト土嚢等処理設備は，保安器やケーブルシールド等の設置により，落雷に伴う

雷サージ侵入による設備の損傷を防止する設計とする。 

 

e．台風（強風，高潮） 

ゼオライト土嚢等処理設備は，台風による影響を受けにくい建屋内に設置する。 

 

f．竜巻 

竜巻の発生の可能性が予見される場合には，ゼオライト土嚢等処理設備の停止・隔離弁
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の閉止操作を行い，汚染水の拡大防止を図る。 

 

g．凍結 

ゼオライト土嚢等処理設備は，建屋内に設置することから，凍結の恐れは小さいと考え

るが，扉近傍等で外気の影響が懸念される機器には，保温材等を取付ける。 

 

h．紫外線 

ポリエチレン管は，建屋内に設置することから，紫外線による劣化が無いものと考えら

れる。 

 

i．高温 

ゼオライト土嚢等処理設備は，熱による劣化が懸念されるポリエチレン管については，

処理対象水の温度がほぼ常温のため，熱による材料の劣化の可能性は十分低い。また，中

心温度が高くなる可能性のあるゼオライト保管容器において，金属材料に有意な特性変化

は生じる温度には達しない。 

 

j. 生物学的事象 

ゼオライト土嚢等処理設備は，建屋貫通孔等からの小動物の侵入が想定されるため， 

建屋貫通孔や電路端部等に対してシール材を施工することにより，侵入を防止する設計と

することで対策を行う。 

 

k．その他 

ゼオライト土嚢等処理設備は，上記の自然現象の他，火山，森林火災等により設備損傷

のおそれがある場合は，運転する者が手動により遠隔操作室から設備を停止できる設計と

する。 

 

8.3 外部人為事象に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備に対する主な外部人為事象は，発電所全体の外部人為事象に

対する設計上の考慮に従う。（「Ⅱ 1.14設計上の考慮」参照）。 

 

(1)電磁的障害 

ゼオライト土嚢等処理設備は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源

受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へのラインフィル

タや絶縁回路の設置，通信ラインにおける光ケーブルの適用等により，影響を受けない設

計とする。 
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(2)不正アクセス行為（サイバーテロを含む） 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を未然に防止するため，ゼオライト土嚢等処

理設備の操作に係る監視・制御装置が，電気通信回線を通じて不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む）を受けることがないように，外部からの不正アクセスを遮断する設計とす

る。 

 

8.4 火災に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備は，火災発生防止及び火災影響軽減のため，実用上可能な限

り不燃性又は難燃性材料を使用するとともに設備周辺から可能な限り可燃物を排除する。 

また，初期消火の対応ができるよう，設備近傍に消火器を設置する。なお，火災発生は 

監視カメラ等により確認可能な設計とする。 

 

8.5 環境条件に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備において使用する材料等に対して，環境条件に対する設計上

の考慮は以下の通り。 

 

(1)圧力及び温度 

ゼオライト土嚢等処理設備は通常運転時及び異常事象発生時に想定される圧力・温度を

踏まえて，適切な最高使用圧力・最高使用温度を有する機器等を選定する。 

 

(2)腐食に対する考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備については，耐腐食性を有するステンレス鋼，ポリエチレン，

合成ゴム，十分な肉厚を有する炭素鋼等を使用する。 

 

(3)放射線 

ゼオライト土嚢等処理設備の材質として使用するポリエチレン等については，放射線に

よる材料特性に有意な変化がない期間を評価した上で，当該期間を超えて使用する場合に

は，あらかじめ交換等を行う。 

 

(4) 長期停止中の措置 

ゼオライト土嚢等処理設備を長期停止する場合は，必要に応じてフラッシングするとと

もに，内部の水抜きを実施し，漏えいや腐食防止を図る。 

 

(5) 可燃性ガス滞留防止対策 

ゼオライト保管容器において，水の放射線分解により発生する可燃性ガス（水素ガス）

の滞留防止のため，ベントラインを設置する。 
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(6) 崩壊熱除去 

 ゼオライト保管容器は，崩壊熱による内容物の温度上昇を考慮した設計とする。 

 

8.6 運転する者の操作に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備の運転する者の操作に対する設計上の考慮は以下の通り。 

(1) ゼオライト土嚢等処理設備の全ての運転操作は制御操作室より遠隔操作で実施する。

ゼオライト土嚢等処理設備はプロセス計器だけでなく，監視カメラを多用し，現場の

状況を映像で確認することが可能な設計とする。 

(2) 誤操作・誤判断を防止するため，弁操作や運転モードの切替等の重要な操作に関して

はダブルアクションを要する設計とする。 

 

8.7 検査可能性に対する設計上の考慮 

ゼオライト土嚢等処理設備の検査可能性に対する設計上の考慮は，「添付資料－９ 検査

可能性に関する考慮事項」に記載の通り。 

 

 

以上 
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添付資料－３ 

 

ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に関する説明書 

 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する設備について，耐震性の基本方針に基づき，構造強

度の評価を行う。 

 

1.耐震性の基本方針 

ゼオライト土嚢等処理設備のうち，液体放射性物質を内包し，地上階に設置する設備につ

いては，2021年 9月 8日および 2022年 11月 16日の原子力規制委員会で示された「東京電

力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適

用の考え方」を踏まえ，その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を評価し

た結果，直接線・スカイシャイン線による外部被ばく線量と，漏えいしたゼオライト土嚢等

の一部がダストとして大気中に拡散した場合の外部及び内部被ばく線量を合わせた場合，

その実効線量は 5mSv 以下と評価されることから，耐震 B クラスと位置付けられる。また，

ゼオライト土嚢等処理設備のうち，耐震上の安全機能に関わらない設備については耐震 Cク

ラスと位置付けられる。 

ゼオライト土嚢等処理設備は，耐震 B クラスまたは耐震 C クラスの設備に要求される地

震動に対して必要な強度を確保する。主要な機器及び鋼管の耐震性を評価するにあたって

は，「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）等」に準拠して構造強度評価を行うこと

を基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わせたものを採用する。なお，ゼオ

ライト土嚢等処理設備に使用する耐圧ホース，ポリエチレン管等については，材料の可撓性

により耐震性を確保する。 

また，ゼオライト土嚢等処理設備は，原子炉設置許可申請書及び工事計画認可申請書にお

いて，発災前に耐震 B クラスとして許可及び認可を受けたプロセス主建屋および高温焼却

炉建屋に設置する。 
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1.1 設備重要度による耐震クラス分類 

耐震クラス 

設備 
B C 

ゼオライト土嚢等処理設備※ 

(1)ポンプ 

(2)ゼオライト保管容器 

(3)補給水タンク 

(4)換気空調装置 

 

(5)配管 

 

〇補給水ポンプ 

〇ゼオライト保管容器 

〇補給水タンク 

 

 

〇主配管 

 

 

 

 

〇排風機 

〇フィルタユニット 

 

※耐震クラス分類は，プロセス主建屋と高温焼却炉建屋で共通 
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1.3 設計用地震力 

項目 
耐震 

クラス 

適用する地震動等 
設計用地震力 

水平 鉛直 

機器・配管

系 
B 

静的震度 

（1.8×Ci※） 
－ 静的地震力 

注記 ※ ： Ciは,標準せん断力係数を 0.2とし,建物・構造物の振動特性,地盤の種類

等を考慮して求められる値とする。 

 

1.4 荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は,以下の通りとする。 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳＢ ：Bクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は静的地震力 

ＣＳ ：Bクラスの設備の地震時の供用状態 

Ｓｙ ：設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表8に規定される値 

Ｓｕ ：設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表9に規定される値 

Ｓ ：許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表5～7に規定される値 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 

SSB-3121.1により規定される値。ボルト等に対して設計・建設

規格SSB-3131により規定される値 

ｆｓ ：許容せん断応力 同上 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支特構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 

SSB-3121.1により規定される値。 

ｆｂ ：許容曲げ応力 同上 

ｆｐ ：許容支圧応力 同上 

τｂ ：ボルトに生じるせん断応力 
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(3) 支持構造物(ボルト等) 

応力分類 

 

 

供用状態 

許容限界(ボルト等) 

一次応力 

引張 せん断 組合せ 

Ｃｓ 1.5・fｔ 1.5・fｓ min[1.5・ｆｔ，2.1・ｆｔ－1.6・τｂ] 

 

2. 耐震性評価の方法・結果 

2.1 ゼオライト土嚢等処理設備（プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋） 

2.1.1 補給水ポンプ 

(1) 評価方法 

基礎ボルトの耐震評価は「付録１ 横軸ポンプ（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。

応力評価箇所を図－１に示す。 

 

 

図－１ 補給水ポンプ評価箇所 

 

(2) 評価結果 

基礎ボルトに生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－１) 

 

表－１ 基礎ボルトの応力評価結果 

機器名称 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

補給水ポンプ SS400 
せん断 3 124 

引張 1 161 
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2.1.2 ゼオライト保管容器 

(1) 評価方法 

本評価は，「付録２ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 Bクラス）の耐震

性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。応力評

価箇所を図－２に示す。 

 

図－２ ゼオライト保管容器評価箇所 

 

(2) 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－２) 

 

表－２ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

 

 

2.1.3 補給水タンク 

(1) 評価方法 

本評価は，「付録２ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 Bクラス）の耐震

部材 材料 応力 
算出応力 
(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 
ASME SA240 
Type 316L 

一次一般膜 49 172 

基礎ボルト 
JIS G 3101 

SS400 

引張り － 176 

せん断 21 135 

胴板 

基礎ボルト 
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性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。応力評

価箇所を図－３に示す。 

 

図－３ 補給水タンク評価箇所 

 

(2) 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－３) 

 

表－３ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

 

2.1.4 主配管（鋼管） 

(1) 評価条件及び評価方法 

a. 評価条件 

 評価条件として配管は，配管軸直角２方向拘束サポートにて支持される両端単純支

持はりモデル（図－４）とする。 

 次に，当該設備における主配管（鋼管）について，各種条件を表－４に示す。 

 

部材 材料 応力 
算出応力 
(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜 3 205 

圧縮と曲げの 
組合せ 

（座屈の評価） 

 

                  0.01  （無次元） 

基礎ボルト SS400 
引張り － 161 

せん断 11 124 

＋       ≦ 1 
αB(P/A)      αB(M/Z) 

     ƒｃ          ƒｂ 
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図－４ 等分布荷重 両端単純支持はりモデル 

 

表－４ 配管系における各種条件 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管クラス クラス３相当 

耐震クラス Bクラス 

設計温度 (℃) 40 

配管材質 STPT410 

配管口径 40A 50A 80A 

Sch 80 80 40 

設計圧力 (MPa) 0.98 

 

b. 評価方法 

 1次固有振動数 20Hzのサポートスパンを求め，水平方向震度による管軸直角方向の

配管応力を評価する。 

 

20Hz固有振動数基準定ピッチスパン Lは，下記の式で示される。 

 

𝐿＝√ 𝜆2

2・𝜋・ｆ
・√𝐸・𝐼・𝑔

𝑤
 

 

L ：支持間隔 (mm) 

λ ：π（一次固有振動数の場合） (-) 

f ：一次固有振動数 (Hz) 

E ：縦弾性係数 (N/mm2) 

I ：断面二次モーメント (mm4) 

g ：重力加速度 (mm/s2) 

w ：等分布荷重 (N/mm) 

 

 自重による応力 Swは，下記式で示される。 
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𝑆𝑤 =
𝑀

𝑍
=
𝑤 ∙ 𝐿2

8 ∙ 𝑍
 

 

Sw ：自重による応力 (MPa) 

L ：支持間隔 (mm) 

M ：曲げモーメント (N・mm) 

Z ：断面係数 (mm3) 

w ：等分布荷重 (N/mm) 

 

 管軸直角方向の地震力による応力 Ssは，自重による応力 Swの震度倍で下記の式で

示される。 

 

𝑆𝑠 = α ∙ 𝑆𝑤 

 

Ss ：地震による応力 (MPa) 

α ：想定震度値 (-) 

 

 また，評価基準として JEAC4601-2008に記載の供用応力状態 Csにおけるクラス３

配管の一次応力制限を用いると，地震評価としては下記の式で示される。 

 

𝑆 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑠 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑤 + α ∙ 𝑆𝑤 = 𝑆𝑝 + (1 + 𝛼) ∙ 𝑆𝑤 ≦ 1.0 ∙ 𝑆𝑦 

 

S ：内圧，自重，地震力による発生応力 (MPa) 

Sp ：内圧による応力 (MPa) 

Sy ：許容応力値（設計降伏点） (MPa) 

 

(2) 評価結果 

両端単純支持はりモデルで，一次固有振動数 fが 20Hz以上の支持スパンとなる配管サポ

ート配置を設定し，各応力を計算した結果を表－５に示す。表－５より，一次固有振動数 f

が 20Hz以上の支持スパンとなる配管サポートの配置を設定することで，これらの配管の発

生応力は、許容応力値を満足することを確認した。 

  



 Ⅱ-2-51-添 3-12 

表－５ 応力評価結果（主配管（鋼管）） 

配管分類 主配管（鋼管） 

設計温度 (℃) 40 

配管材質 STPT410 

配管口径 40A 50A 80A 

Sch 80 80 40 

設計圧力 (MPa) 0.98 

内圧，自重，地震による 

発生応力 

S (MPa) 

14 15 17 

供用状態 Csにおける 

一次応力許容値 

(MPa) 

245 

最大支持間隔(m) 2.3 2.6 3.1 
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4. 耐震クラス分類に関する考え方 

 ゼオライト土嚢等処理設備のうち，液体放射性物質を内包し，地上階に設置する設備に

ついては，その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を評価した結果，直

接線・スカイシャイン線による外部被ばく線量と，漏えいしたゼオライト土嚢等の一部が

ダストとして大気中に拡散した場合の外部及び内部被ばく線量を合わせた場合，その実効

線量は 5mSv以下と評価されることから，耐震 Bクラスと位置付けられる。 

 

 

4.1 機能喪失による公衆への放射線影響の程度について 

ゼオライト土嚢等処理設備について，機能喪失による公衆への放射線影響を確認するた

め，線量評価を実施した。評価条件については，高温焼却炉建屋，プロセス主建屋の順で

作業を実施し，2建屋同時に実施しないことから１建屋における評価とし，最大放射能量

となる以下の条件にて設定する。評価条件における放射性物質量を表－６に示す。 

・ゼオライト保管容器：1基全容量分※1 

・ゼオライト移送配管：0※2 

※1 建屋には 1 基のみ設置し，全量充填した時点で建屋外に搬出する 

※2 ゼオライト移送／脱塩／脱水後，配管のフラッシングを行う 

 

表－６ 評価条件における放射性物質量 

核種 濃度（Bq/g） 容積及び重量 放射性物質量（Bq） 

Cs-137 1.4E+8 2.87（m3） 

5.14（t） 

7.2E+14 

Cs-134 8.5E+6 4.4E+13 

 

4.1.1 漏えいした放射性物質の直接線・スカイシャイン線による被ばく評価 

 地震により安全機能（遮へい機能・閉じ込め機能）を失った際の公衆被ばく影響が，１

週間（７日間）継続したことを想定する。最寄りの線量評価点（BP7）における直接線・

スカイシャイン線による被ばく量は 5mSv以下である。 

 

4.1.2 漏えいした放射性物質の大気中への拡散による被ばく評価 

 地震により安全機能（遮へい機能・閉じ込め機能）を失った際に，漏えいした放射性物

質がダストとして放出したことを想定する。実効放出継続時間を 1時間と仮定した場合

の，最寄り線量評価点（BP7）におけるクラウドシャイン線，グランドシャイン線による

外部被ばくおよびクラウドの吸入による内部被ばく量は 5mSv以下である。 
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4.2 機動的対応等の影響を緩和する措置について 

地震によりゼオライト土嚢等処理設備から液体又は固体の放射性物質が漏えいするおそ

れがある場合又は漏えいした場合を想定し，漏えいの拡大による敷地外への影響を防止又

は緩和するため，以下の対策を講じる。 

 ・震度 5弱以上の地震発生時，遠隔操作室からの遠隔操作によりゼオライト土嚢等処理

設備の運転を停止するとともに，タンク及び容器水位，漏えい検知器及び監視カメラ

による漏えい確認を実施するとともに，ゼオライト土嚢等処理設備の重点パトロール

を行い，設備の異常の有無を確認する。 

 ・地震により耐震 Bクラスの機器が損傷し，液体又は固体の放射性物質の漏えいが著し

く拡大することを防止するために漏えい拡大防止堰を設置する。 

 ・液体又は固体の放射性物質が漏えいし，堰内に滞った場合には，水洗等により建屋地

下階へ排出を行う。 

 ・ゼオライト土嚢等処理設備の配管に使用するポリエチレン管は，ポリエチレン管の外

側にトラフを設置することで，漏えい拡大を防止する施工を行う。 

 

以上 
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付録１ 

 

 

 

 

 

 

 

付録１ 横軸ポンプ（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 
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１．一般事項 

 本基本方針は，横軸ポンプ（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性についての計

算方法を示す。 

 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008 

（社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会）に準拠する。 

 但し，材料強度に関する規準は，JSME S NC1-2005/2007による。 

 

1.2 計算条件 

(1) 横軸ポンプは構造的に 1個の大きなブロック状をしており，重心の位置がブロッ

ク状のほぼ中心にあり，かつ，下面が基礎ボルトにて固定されている。 

したがって，全体的に一つの剛体と見なせるため，固有周期は十分に小さく，固有

周期の計算は省略する。 

(2) ポンプ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(3) 地震力はポンプに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。 

(4) ポンプは基礎ボルトで基礎に固定されており，固定端とする。 

(5) 転倒方向は図１－１及び図１－２における軸直角方向及び軸方向について検討し，

計算書には計算結果の厳しい方（許容値／発生値の小さい方をいう。）を記載する。 

(6) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

 

 

図１－１ 概 要 図（横型ポンプ軸方向） 
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図１－２ 概 要 図（横型ポンプ軸直角方向） 
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1.3 記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 ― 

Ｃｐ ポンプ振動による震度 ― 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｉ 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値＊1 MPa 

Ｆｉ 設計・建設規格 SSB-3133に定める値＊1 MPa 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

ƒｓｂ せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 MPa 

ƒｔｏ 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 MPa 

ƒｔｓ 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 MPa 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

Ｈｐ 予想最大両振幅 μm 

ｈｉ 据付面から重心までの距離＊2 mm 

１ 重心とボルト間の水平方向距離＊2 mm 

２ 重心とボルト間の水平方向距離＊2 mm 

Ｍｐ ポンプ回転により作用するモーメント N･mm 

ｍｉ 運転時質量＊2 kg 

Ｎ 回転数（原動機の同期回転数） rpm 

ｎ ボルトの本数 ― 

ｎｆ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 ― 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｓｕ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9に定める値 MPa 

Ｓｙ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8に定める値 MPa 

π 円周率 ― 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

 

  

＊ 
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注記＊1：ｈi及びｍiの添字ｉの意味は，以下のとおりとする。 

ｉ＝1：据付面 

ｉ＝2：ポンプ取付面 

ｉ＝3：原動機取付面 

なお，ポンプと原動機間に減速機がある場合は，次のように定義する。 

ｉ＝4：減速機取付面 

＊2：１≦２ 

 

2. 評価部位  

 横軸ポンプの耐震評価は「1.2 計算条件」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる

基礎ボルトについて評価を実施する。 

 

3. 構造強度評価 

3.1 計算方法 

3.1.1 応力の計算方法 

(1) ボルトに加わる荷重の計算モデル 

ボルトの応力は地震による震度，ポンプ振動による震度及びポンプ回転により作用するモ

ーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。 

 

図３－１ 計算モデル 

（軸直角方向転倒の場合） 

 

＊ 
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図３－２ 計算モデル 

（軸方向転倒の場合） 

 

(2) 引張応力 

ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図３－１及び図３－２で最外列のボルト

を支点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

なお，ポンプと原動機のベースが共通である場合の基礎ボルト（ｉ＝1）及び計算モデル

図３－２の場合のボルト（ｉ＝1～4）については，ポンプ回転によるモーメントは作用しな

い。 

 

引張力 

計算モデル図３－１及び図３－２の場合の引張力 

【絶対値和】 

 

 

 

 

 

 ················  (３．１－１) 

 

ここで，ポンプ回転により作用するモーメントＭｐは次式で求める。 

・Ｐ ・10 
・Ｎ2・

60
＝Ｍ 6

π
ｐ 








  ······················  (３．１－２) 

（ N･mm/s1kW＝10 6 ） 

 

)＋・(ｎ

・)Ｃ－(1－Ｃ・・ｍ＋Ｍ)・ｈ＋Ｃ・(Ｃ・ｍ
＝Ｆ

２ｉ１ｉｆｉ

１ｉｖｐｉｐｉｐＨｉ
ｂｉ

－


 gg

)＋・(ｎ

・・ｍ＋Ｍ)＋(ｈ・・・Ｃｍ　　　　　　　＋

)・Ｃ＋・ｈ・(Ｃ・ｍ

＝   　　
２ｉ１ｉｆｉ

１ｉｉｐ１ｉｉｐｉ

１ｉｖｉＨｉ

－






gg

g
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また，Ｃｐはポンプ振動による振幅及び原動機の同期回転数を考慮して定める値で，次式

で求める。 

・1000

60

Ｎ
 2・π・ ・ 

1000

Ｈ
 ・ 

2

1

＝Ｃ

2
ｐ

ｐ
g










  ···················  (３．１－３) 

引張応力 

          ································  (３．１－４) 

 

ここで，ボルトの軸断面積Ａｂｉは次式により求める。 

 

 ································  (３．１－５) 

 

ただし，Ｆｂが負のときボルトには引張力が生じないので，引張応力の計算は行わない。 

 

(3) せん断応力 

ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。 

せん断力 

 

               ······················  (３．１－６) 

 

せん断応力 

 

                ···························  (３．１－７) 

 

 

3.2 応力の評価 

3.2.1 ボルトの応力評価 

3.1.1で求めたボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力 ƒｔｓ以下であるこ

と。ただし，ƒｔｏは下表による。 

 

ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]  ···············  (３．２－１) 

 

せん断応力 𝜏𝑏 はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力𝑓𝑠𝑏 以下であるこ

と。ただし，𝑓𝑠𝑏  は表３-１による。 

 

 

g・)・ｍ＋Ｃ＝(ＣＱ ｉｐｂｉ Ｈ

ｂｉｉ

ｂｉ
ｂｉ

・Ａｎ

Ｑ
＝τ
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表３-１ 基礎ボルトの許容応力 

耐震 

クラス 

供用 

状態 
許容引張応力 𝑓𝑡𝑜 許容せん断応力 𝑓𝑠𝑏 

Ｂ Ｃｓ 1.5 (
𝐹

2
) 1.5 (

𝐹

1.5√3
) 

 

以上 
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付録２ 

 

 

 

 

 

 

 

付録２ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 
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１．一般事項 

 本基本方針は，平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性に

ついての計算方法を示す。 

 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008 

（社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会）に準拠する。 

 但し，材料強度に関する規準は，JSME S NC1-2005/2007による。 

 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量を重心位置に集中させる。 

(2) 容器下端は固定とする。 

(3) 容器は鉛直方向に剛とみなす。 

(4) 水平方向については，容器を梁と考えて曲げ変形及びせん断変形を考慮する。 

(5) 地震力は，容器に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用させて応力を計算し，

強度評価において各応力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              図１－１ 概 要 図 
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1.3 記号の定義 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

A 

bA  

eA  

HC  

VC  

cC  

tC  

ibD  

obD  

cD  

iD  

E  

 

e  

F  

 

 

cF  

tF  

bf  

cf  

bsf  

otf  

stf  

G  

g  

H  

I  

HK  

k  

L  

21 l,l   

gl  

胴の軸断面積 

基礎ボルトの軸断面積 

胴の有効せん断断面積 

水平方向設計震度 

鉛直方向設計震度 

基礎ボルト計算における係数 

基礎ボルト計算における係数 

ベースプレートの内径 

ベースプレートの外径 

基礎ボルトのピッチ円直径 

胴の内径 

胴の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表 1に定める値 

基礎ボルト計算における係数 

材料の許容応力を決定する場合の基準値。なお，支持構造物の許

容応力は，設計・建設規格 SSB-3121.1又は SSB-3131に定める

値。 

基礎に作用する圧縮力 

基礎ボルトに作用する引張力 

曲げモーメントに対する許容座屈応力 

軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 

胴のせん断弾性係数 

重力加速度（＝9.80665） 

水頭 

胴の断面二次モーメント 

水平方向ばね定数 

基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数 

胴長 

基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 

基礎から容器重心までの距離 

2mm  

2mm  

2mm  

－ 

－ 

－ 

－ 

mm  

mm  

mm  

mm  

MPa  

 

－ 

MPa  

 

 

N  

N  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

2s/m  

mm  

4mm  

mm/N  

－ 

mm  

mm  

mm  



Ⅱ-2-51-添 3-付録 2-4 

 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

M  

em  

om  

n  

P  

𝑃𝑟 

R  

S  

aS  

uS  

yS  

s  

HT  

t  

1t  

2t  

Z  

z  

a  

B  

321  ,,,  

  

 

  

0  

c0  

t0  

2  

2  

c2  

 

t2  

 

cx2  

胴に作用する転倒モーメント 

容器の空質量 

容器の運転時質量 

基礎ボルトの本数 

胴の軸圧縮荷重 

最高使用圧力 

胴の平均半径 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5に定める値。 

胴の許容応力 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9に定める値。 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8に定める値。 

基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 

水平方向固有周期 

胴板の厚さ 

基礎ボルト面積相当板幅 

圧縮側基礎相当幅 

断面係数 

基礎ボルト計算における係数 

基礎ボルト計算における中立軸を定める角度 

座屈応力に対する安全率 

座屈計算における係数 

ポアソン比 

円周率 

液体の比重 

胴の組合せ一次一般膜応力の最大値 

胴の組合せ一次一般膜応力（圧縮側） 

胴の組合せ一次一般膜応力（引張側） 

地震力のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値 

地震力のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値

（圧縮側） 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値

（引張側） 

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（圧縮側） 

mmN･  

kg  

kg  

－ 

N  

MPa  

mm  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

－ 

s  

mm  

mm  

mm  

3mm  

－ 

rad  

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

 

MPa  

 

MPa  
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

tx2  

b  

c  

11  ，x  

2x  

3x  

4x  

cx  

tx  

  

2  

  

b  

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（引張側） 

基礎ボルトに生じる引張応力 

基礎に生じる圧縮応力 

静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向応力，周方向応力 

胴の空質量による軸方向圧縮応力 

鉛直方向地震力による胴の軸方向応力 

水平方向地震力による胴の軸方向応力 

胴の軸方向応力の和（圧縮側） 

胴の軸方向応力の和（引張側） 

胴の周方向応力の和 

静水頭に鉛直方向地震が加わり，胴に生じる周方向応力 

地震により胴に生じるせん断応力 

基礎ボルトに生じるせん断応力 

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

注：「設計・建設規格」とは，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007）（日本機械学会 2005

年 9月及び 2007年 9月）を言う。 
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2. 計算方法 

2.1 固有周期の計算 

(1) 計算モデル 

本容器は，1.2項より図２-１に示す構造をもつ平底たて置円筒形容器に適用する。 

        

図２-１ 固有周期の計算モデル 

 

(2) 水平方向固有周期 

固有周期は，次による。 

H
3

0
H

K10

m
2T


=       ････････････････････････････････････････（２－１） 

ここで，曲げ及びせん断変形によるばね定数 HK は，次による。 

AeG

l

IE3

l

1
K

g
3

g

H

+

=      ･･････････････････････････････････（２－２） 

 

胴の断面性能は，次による。 

t)tDi(
8

I 3+=


     ･･････････････････････････････････････（２－３） 

t)tDi(
3

2
Ae +=       ･･･････････････････････････････････（２－４） 

 

(3)鉛直方向固有周期 

鉛直方向については，剛構造とみなす。 
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2.2 応力の計算 

2.1 項の計算で得られた固有周期から，耐震クラスに応じた設計震度及び地震力を

決定し，応力計算を行う。 

静的地震力を用いる場合は絶対値和を適用する。なお，Ｂ，Ｃクラスに対する応力

を計算する場合には，一次＋二次応力を計算することを要しない。また，鉛直地震力

は考慮しない。 

 

2.2.1 胴の応力 

(1) 静水頭又は内圧による応力 

  静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む） 

t

HDg. i

2

10 6

1


=
−

      ･･･････････････････････････････････（２－５） 

t

CDHg. vi

2

10 6

2


=
−

      ･･････････････････････････････（２－６） 

01 =x      ･････････････････････････････････････････････････（２－７） 

  内圧による場合 

 
σϕ1 =

Pr⋅(D i + 1.2⋅t)

2⋅t
 ･･････････････････････････････････（２－８） 

 σϕ2 = 0 ････････････････････････････････････（２－９） 

 
σx1 =

Pr⋅(Di + 1.2⋅t)

4⋅t
 ････････････････････････････････（２－１０） 

 

(2) 運転時質量による応力及び鉛直方向地震時の運転時質量による応力 

胴のベースプレートと接合する点に生じる軸方向応力は，次のように求める。 

t)tD(

gm

i

e
x

+
= 2      ･･･････････････････････････････････（２－１１） 

t)tD(

gmC

i

ev
x

+
= 3      ･･････････････････････････････････（２－１２） 

 

(3) 水平方向地震力による応力 

水平方向地震力による胴のベースプレート結合部に作用する曲げモーメントに

より生じる軸方向応力及び水平方向地震力により生じるせん断応力は，次のよう

に求める。 

t)tD(

lgmC4

2
i

g0H
4x

+
=


      ････････････････････････････････（２－１３） 
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t)tD(

gmC2

i

0H

+
=


      ･･････････････････････････････････････（２－１４） 

 

(4) 組合せ応力 

(1)～(3)項によって算出される胴の応力は，次により組み合わせる。 

a. 一次一般膜応力【絶対値和】 

 (a) 組合せ引張応力 

21  +=      ･････････････････････････････････････（２－１５） 

4321 xxxxtx ++−=      ･････････････････････････(２－１６） 

( ) 220 4
2

1
+−++=  ｔｔ xxt      ････････････････(２－１７） 

 

(b) 組合せ圧縮応力 

21  −−=      ････････････････････････････････････（２－１８） 

4321 xxxxcx +++−=      ･････････････････････（２－１９） 

cx が正の値（圧縮側）の場合は，組合せ圧縮応力は次による。 

( ) 220 4
2

1
+−++=  cxcxc   ････････････････ （２－２０） 

 

したがって，胴に生じる一次一般膜応力の最大値は，次による。 

 cmax 000 = ，ｔ      ････････････････････････････（２－２１） 

 

b. 一次応力（膜＋曲げ） 

一次応力（膜＋曲げ）は「a. 一次一般膜応力」に示す式により組合せ応力と

して算出した値と同じである。 
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2.2.2 基礎ボルトの応力 

(1) 引張応力 

基礎に作用する転倒モーメントM は，次による。 

gH lgmCM 0=      ･････････････････････････････････････（２－２２） 

 転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧

縮荷重については，荷重と変位量の釣合条件を考慮する。（図２-２参照） 

  

以下にその手順を示す。 

c

b

D

An
t

π
=1   ･････････（２－２３） 

( ) 12
2

1
tDDt ibob −−=   

                 ･･････････････（２－２４） 

 

a. b ， c を仮定して，中立軸の 

 荷重係数 k を求める。 

c

b

s
1

1
k





･
+

=  

      ･･･････････（２－２５） 

b. 中立軸を定める角度aを求める。 

)k21(cosa 1 −= −
 

      ･･･････････（２－２６） 

c. 各定数 e， z ， tC ， cC を計算する。 

( ) ( )

( )


















−

+−

+
+−

+−+−

=
acosaasin

acosaacosasina

asinacosa

acosasinaacosa

e

22

2

3

2

1

2

3

2

1

2

1

π

ππ

    ････････････････････････････････････････（２－２７） 





































−

+−

+=
acosaasin

acosaacosasina

acosz

2

2

3

2

1

2

1
  ･････････････（２－２８） 
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( ) 
acos

asinacosa
C

+

+−
=

1

2 π
ｔ      ･･･････････････････････････（２－２９） 

( )
acos

acosaasin
Cc

−

−
=

1

2
     ････････････････････････････････（２－３０） 

d. 各定数を用いて tF ， cF  を求める。【絶対値和】 

( )

c

cV

De

DzgmCM
F

･

･
ｔ

01−−
=      ･････････････････････････（２－３１） 

( ) gmCFF Vc 01−+= ｔ      ･･････････････････････････････（２－３２） 

 基礎ボルトに引張力が作用しないのは，aがπに等しくなったときであるの

で，式（２－３１）及び式（２－３２）においてaをπに近づけた場合の値 e

＝0.75，z＝0.25を式（２－３５）に代入し，得られる tF の値によって引張力

の有無を次のように判定する。 

・ tF ≦0ならば引張力は作用しない。 

・ tF ＞0ならば引張力は作用しているので以降の計算を行う。 

e. b ， c を求める。  

a.項にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。 

ｔ

ｔ

CDt

F

c
b

1

2
=     ･･･････････････････････････････････････ （２－３３） 

( ) cc

c
c

CDtst

F

12

2

+
=      ･････････････････････････････････（２－３４） 

 

(2) せん断応力 

b

oH
b

An

gmC
=      ･････････････････････････････････････（２－３５）  
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3．強度評価 

3.1 胴の応力 

 2.2.1(4)項で求めた組合せ応力が，胴の最高使用温度における表３-１に示す許容

応力 aS 以下であること。 

 なお，一次応力（膜+曲げ）の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので

省略する。 

表３-１ 胴の許容応力 

耐震 

クラス 

供用 

状態 

許 容 応 力 aS  

一次一般膜応力 一次応力(膜＋曲げ) 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 

 uy S.,Smin 60  

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金は， 

S.21  

とすることができる。 

yS  

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金は， 

S.21  

とすることができる。 

 

3.2 胴の座屈 

座屈に対する評価が必要な場合は，「JEAC4601-2008  4.2.3.1(1)c クラスＭＣ容器の

座屈防止」に規定する評価式によることができる。軸圧縮荷重と曲げモーメントが負荷

されるクラスＭＣ容器は，共用状態Ｃｓ及びＤｓにおいて次の不等式を満足しなければ

ならない。 

 
( ) ( )

1
f

Z/M

f

A/P

b

B

c

B ≦


+      ･････････････････････････････････（３－１） 

式（３－１）は R/L ≦5 の場合に適用できる。ただし、強め輪等により R/L ≦0.5

となる場合は、強め輪の効果を考慮することができる。 

ここで， cf ：軸圧縮荷重に対する許容座屈応力は次による。 

 ( ) ( )

 





















−−−=

c

cc F
g

F

F

f



 12
6800

1
1                   ････（３－２） 

  
























−−−


=

16

1
19010160 exp.

E
.c      ････････････（３－３） 

 

( )21  

( )8002 ≦≦ 

( )1≦
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また， bf ：曲げモーメントに対する許容座屈応力は次による。 

 ( )( )

 



















−−−=





b

13bb F
g8400

1
1F

F

f                   ･･ （３－４） 

  
























−−−= 




16

1
exp1731.01

E
6.0b   ････････････（３－５） 

 

B は安全率で，次による。 

( )













−+=

51

13600
01

01

1

.

g

F
.

.

B            ･･････････････（３－６） 

 

ここで， 321  ,,， は座屈計算における係数で，次による。 

t/R=     ････････････････････････････････････････････ （３－７） 

F/g12001 =     ･･････････････････････････････････････（３－８） 

F/g80002 =      ･････････････････････････････････････（３－９) 

F/g96003 =      ･･･････････････････････････････････（３－１０） 

  

( )31  

( )8003 ≦≦ 

( )1≦

( )21  

( ) ≦2

( )1≦



Ⅱ-2-51-添 3-付録 2-13 

 

3.3 基礎ボルトの応力 

2.2.2 項で求めた基礎ボルトの引張応力 b は次式より求めた許容引張応力 stf 以下

であること。ただし, otf  は表３-２による。 

 otbotst f.f.minf ，−= 6141       ････････････････････････（３－１１） 

せん断応力 b  はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 bsf  以下であ

ること。ただし， bsf   は表３-２による。 

表３-２ 基礎ボルトの許容応力 

耐震 

クラス 

供用 

状態 
許容引張応力 otf  許容せん断応力 bsf  

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 








2

F
5.1  









35.1

F
5.1  

 

以上 
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添付資料－４ 

 

ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に関する説明書 

 

ゼオライト土嚢等処理設備を構成する設備について，構造強度評価の基本方針に基づき，

構造強度の評価を行う。 

 

1．強度評価の基本方針 

 ゼオライト土嚢等処理設備のうち，ゼオライト土嚢等又は RO処理水を内包する容器及び

配管については，「JSME S NC1-2005/2007追補版 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」

のクラス３機器に準拠して評価を行う。 

 

2．強度評価の方法・結果 

2.1 ゼオライト保管容器 

2.1.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１に示す。 

 

図中の番号は，2.1.2，2.1.3の番号に対応する。 

図－１ ゼオライト保管容器概要図 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2.1.2 評価方法 

(1) 胴板の評価 

 胴板の必要厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

 ａ．規格上必要な最小厚さ：t1 

  胴板の最小厚さは，1.5mmとする。 

 

 ｂ．計算上必要な最小厚さ：t2 

𝑡2 =
𝑃・𝐷𝑖

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 − 1.2・𝑃
 

t2  ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

Di ：胴の内径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 上部平板の評価 

 上部平板の必要厚さは，次に掲げる値とする。 

 計算上必要な最小厚さ：t 

𝑡 =ｄ√2・𝐾・𝑃

𝑆
 

t ：必要厚さ (mm) 

d ：平板の径 (mm) 

K ：取付方法による係数 (-) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

 

(3) 下部平板の評価 

 下部平板の必要厚さは，次に掲げる値とする。 

 計算上必要な最小厚さ：t 

𝑡 =ｄ√𝐾・𝑃

𝑆
 

t ：必要厚さ (mm) 

d ：平板の径 (mm) 



 Ⅱ-2-51-添 4-3 

K ：取付方法による係数 (-) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

 

(4) 管台の厚さの評価 

 管台の必要厚さは，次に掲げる値とする。 

計算上必要な厚さ：t 

𝑡 =
𝑃・𝐷𝑜

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂＋0.8・𝑃
 

ｔ  ：必要厚さ (mm) 

Dｏ ：管台の外径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

 

(5) 補強を必要としない穴の最大径の評価 

 平板の穴の径が dの値の 1/2以下のため，補強を必要としない。 

 

2.1.3 評価結果 

 評価結果を表－１に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評価し

ている。 

 

表－１ ゼオライト保管容器の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

ゼオライト

保管容器 

(1)胴の厚さ 7.63 11.70 

(2)上部平板の厚さ 73.83 87.90 

(2)下部平板の厚さ 66.00 87.90 

(3)管台の厚さ（N1入口） 0.26 3.42 

(3)管台の厚さ（N2上部フィルタ出口） 0.21 3.22 

(3)管台の厚さ（N3下部フィルタ出口） 0.21 3.22 

(3)管台の厚さ（N4ベント） 0.14 2.96 

(3)管台の厚さ（N5液位計） 0.26 3.42 

(3)管台の厚さ（N6液位計） 0.26 3.42 
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2.2 補給水タンク 

2.2.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－２に示す。 

 

 

図中の番号は，2.2.2，2.2.3の番号に対応する。 

図－２ 補給水タンク概要図 

 

2.2.2 評価方法 

(1) 胴板の評価 

 胴板の必要厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

 ａ．規格上必要な最小厚さ：t1 

  胴板の最小厚さは，1.5mmとする。 

 

 ｂ．計算上必要な最小厚さ：t2 

𝑡2 =
𝐷𝑖・𝐻・𝜌

0.204・𝑆・𝜂
 

t2 ：必要厚さ (mm) 

Di ：胴の内径(m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

(3) 

(3) 

(1) 

(3) 

(2) 
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η ：継手効率(-) 

 

(2) 底板の評価 

基礎等に直接接触する開放タンクの底板の厚さは，3mm以上であること（PVD-3010クラス

3容器より）。 

 

(3) 管台の厚さの評価 

 管台の必要厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

 ａ．規格上必要な最小厚さ：t1 

  管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1より求めた管台の厚さとする。 

 

 ｂ．計算上必要な最小厚さ：t2 

𝑡2 =
𝐷ｉ・𝐻・𝜌

0.204・𝑆・𝜂
 

t2 ：必要厚さ (mm) 

Di ：管台の内径(m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

(4)  補強を必要としない穴の最大径の評価 

胴板の穴の径が 85mm以下のため，補強を必要としない。 

 

2.2.3 評価結果 

 評価結果を表－３，４に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評

価している。 

 

表－３ 補給水タンクの評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

補給水 

タンク 

(1)胴の厚さ 1.50 6.56 

(2)底板の厚さ 3.00 9.60 

(3)管台の厚さ（(1)補給水出口） 3.50 4.01 

(3)管台の厚さ（(2)ドレン） 2.40 2.60 

(3)管台の厚さ（(3)オーバーフロー） 3.50 4.01 
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表－４ 補給水タンクの評価結果（胴の穴の補強計算要否確認） 

機器名称 評価項目 
補強の計算を要しない 

穴の最大径(mm) 

穴の径 

(mm) 

補給水 

タンク 

(4)胴（(1)補給水出口管台） 85 81.08 

(4)胴（(2)ドレン管台） 85 55.30 

(4)胴（(3)オーバーフロー管台） 85 81.08 
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2.3 主配管（鋼管） 

2.3.1 

 強度評価箇所を図－３～図－６に示す。 
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2.3.2 評価方法 

鋼管の最小厚さが設計・建設規格 PPD-3411式(PPD-1.3)又は設計・建設規格 PPD-3411(3)

の表 PPD-3411-1によって求められる必要厚さを満足することを確認する。 

管の必要厚さは次に掲げる値のいずれか大きい方の値とする。 

a．内面に圧力を受ける管 

   

𝑡 =
𝑃 ∙ 𝐷0

2 ∙ 𝑆 ∙ η + 0.8 ∙ 𝑃
 

 

t ：管の計算上の必要な厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

D0 ：管の外径 (mm) 

S ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

b．炭素鋼鋼管の設計・建設規格上必要な最小必要厚さ：𝑡𝑟 

設計・建設規格 PPD-3411(3)の表 PPD-3411-1より求めた値 

 

2.3.3 評価結果 

評価結果を表－５に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有していると評価

している。 

表－５ 主配管（鋼管）の構造強度評価結果 

No. 
外径 

(mm) 
材料 

最高 

使用 

圧力 

(MPa) 

最高 

使用 

温度 

(℃) 

必要 

厚さ  

(mm) 

最小 

厚さ 

(mm) 

① 60.50 STPT410 0.98 40 2.40 4.81 

② 48.60 STPT410 0.98 40 2.20 4.46 

③ 89.10 STPT410 0.98 40 3.00 4.81 

 

以上 
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添付資料－５ 

 

工事工程表 

 

 

 

      ： 現地据付組立 

① ： 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 

    ② ： 設備の組立てが完了した時 

    ③ ： 工事の計画に係る工事が完了した時 

 

 2023 年 2024 年 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ゼオライト

土嚢等処理

設備設置 

（ＨＴＩ） 

                

ゼオライト

土嚢等処理

設備設置 

（ＰＭＢ） 

                

①，②，③ 

①，②，③ 

① 

① 
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ゼオライト土嚢等処理設備の放射性物質の閉じ込めに関する説明書 

 

1． 基本的な考え方 

ゼオライト土嚢等処理設備については，使用施設等の位置，構造及び設備の基準に関する

規則に沿った設計とする。作業エリアについては、ダスト管理エリア又は一般エリアに区域

設定し、放射性物質を限定されたダスト管理エリアに適切に閉じ込める設計とする（図－1）。 

ゼオライト土嚢等の移送は建屋内かつ配管・容器内で行う計画であり，開放状態でゼオラ

イト土嚢等を直接扱わない設計とする。機器内をダスト取り扱いエリアとし、ハウス内をダ

スト管理エリアとする。ゼオライト土嚢等の放射性物質については，換気空調設備にてハウ

ス内部を負圧にすることで放射性物質をダスト管理エリアに閉じ込めることを基本とする。 

 

2． 想定される事象に対する閉じ込めの考え方 

想定される事象に対する閉じ込めの考え方は以下のとおり。 

(1) 通常運転時 

⚫ 換気空調設備にてハウス内部を負圧に維持することにより，放射性物質をハウス

内（ダスト管理エリア）に閉じ込める。ハウス区画の合計開口面積，開口部風速

を考慮の上，負圧を維持可能な排気風量の設計とする。排気系統の動的機器は、

メンテナンスや単一故障時も負圧維持が可能となるよう多重化する。 

⚫ ゼオライト等の脱水時に発生する排水，排気については地下階へ排出する。排出

時の地上階への影響評価を実施の上，作業への影響がない設計とする。また地上

階については，常時ダストモニタで監視し，地上階への影響がないことを確認す

る。 

⚫ ゼオライト保管容器の搬出時における，保管容器とゼオライト移送配管の接続部

について，取り外し時にゼオライト移送配管内部のダストの放出を防止するた

め，移送配管のフラッシング後，弁等で系統を隔離し，保管容器の入口配管，出

口配管，ベント配管よりホースを取り外す。また、取り外し時にゼオライト保管

容器内部のダストの放出を防止するため，自動閉止機構等を設ける。 

 

(2) 負圧維持に必要な設備の機能喪失時＊1 

負圧維持に必要な設備の機能喪失時においても，開放状態でゼオライト等を直接

扱わないことから，放射性物質は機器内に閉じ込められる。 

＊1： Bクラス地震による Cクラス設備の損傷時等，排風機が機能しない場合 

 

添付資料－６ 
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図－１ 閉じ込め機能の概要図 

 

以上 
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添付資料－７ 

 

ゼオライト土嚢等処理設備に係る確認事項 

 

1. ゼオライト土嚢等処理設備（プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋） 

 ゼオライト土嚢等処理設備に係る主要な確認事項を表－１～９に示す。 

 溶接検査に関する確認事項を表－１０に示す。 

 

表－１ 確認事項（ゼオライト保管容器） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法に

ついて記録を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・漏
えい確認 

最高使用圧力の 1.5倍で一定時間

保持後，同圧力に耐えているこ

と，また，耐圧部からの漏洩がな

いことを立会または記録により

確認する。 

最高使用圧力の 1.5倍に耐え，か

つ構造物の変形等ないこと。ま

た，耐圧部からの漏えいがないこ

と。 
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表－２ 確認事項（補給水タンク） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法に

ついて記録を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

耐圧・漏
えい確認 

設計・建設規格に基づき，耐圧・

漏えい試験を実施する。 

各部からの有意な漏えいおよび水

位の低下がないこと。 

 

表－３ 確認事項（垂直移送ポンプ，補給水ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状

態について確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されている

こと。 

漏えい確認 

運転圧力で耐圧部分か

らの漏えいの有無を確

認する。 

耐圧部から著しい漏えいがないこと。 

性能 運転性能確認 
ポンプの運転確認を行

う。 

実施計画に記載した容量を満足するこ

と。 

また，異音，発煙，異常振動等がないこ

と※。 

※ 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－４ 確認事項（主配管（鋼管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
配管の据付状態について確認

する。 

実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・漏えい
確認※ 

最高使用圧力の 1.5 倍で一定

時間保持後，同圧力に耐えて

いること，また，耐圧部から

の漏洩がないことを立会また

は記録により確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍に耐え，

かつ構造物の変形等ないこと。

また，耐圧部からの漏えいがな

いこと。 

※：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－５ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
配管の据付状態について確認

する。 

実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・漏えい
確認※ 

製品の最高使用圧力以上で一

定時間保持後，同圧力に耐え

ていること，また，耐圧部か

らの漏洩がないことを立会ま

たは記録により確認する。 

製品の最高使用圧力に耐え，か

つ構造物の変形等ないこと。ま

た，耐圧部からの漏えいがない

こと。 

※：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－６ 確認事項（主配管（耐圧ホース）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法

について記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
配管の据付状態について確認

する。 

実施計画のとおり施工・据付されている

こと。 

耐圧・漏え
い確認※ 

最高使用圧力の 1.5倍で一定時

間保持後，同圧力に耐えている

こと，また，耐圧部からの漏洩

がないことを立会または記録

により確認する。 

最高使用圧力の 1.5倍に耐え，かつ構造

物の変形等ないこと。また，耐圧部から

の漏えいがないこと。 

※：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－７ 確認事項（換気空調装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状

態について確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されている

こと。 

性能 運転性能確認 装置の運転確認を行う。 

実施計画に記載した容量を満足するこ

と。 

また，異音，発煙，異常振動等がないこ

と※。 

※：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 



 

Ⅱ-2-51-添 7-5 

表－８ 確認項目（漏えい検出装置及び警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置,据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

機能 
漏えい 
警報確認 

漏えい信号により，警報が作動す

ることを確認する。 
警報が作動すること。 

 

表－９ 確認項目（ゼオライト土嚢等処理設備） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

性能 

運転性能
確認 

通水可能であることを確認する。 通水することが可能であること。 

性能確認 
ゼオライト土嚢等の回収状態を確

認する。 

ゼオライト土嚢等が回収できるこ

と。 
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表－１０ 確認事項（海外製品溶接検査） 

※１：「表－１０ 確認事項(海外製品溶接検査)」の確認範囲は，「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」の第 26 
条第 4 号に規定する範囲とする。なお，適用する規格で使用が認められている材料
の溶接部に係る確認は，適用する規格の条件に適合していることについて行う。 

※２：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
 

以上 

確認
事項 

確認項目 実施計画記載事項※１ 確認内容 判定 

溶接
検査 

材料検査 ゼオライト保管容器 

溶接に使用する材料が，ASME 

Sec.Ⅷ等に適合するもので

あり，溶接施工法の母材の区

分に適合することを記録で

確認する。 

溶接に使用する材料が，

ASME Sec.Ⅷ等に適合す

るものであり，溶接施工

法の母材の区分に適合す

るものであること。 

開先検査 ゼオライト保管容器 

開先形状等が，ASME Sec.Ⅷ

等に適合するものであるこ

とを記録で確認する。 

開先形状等が，ASME Sec.

Ⅷ等に適合するものであ

ること。 

溶接作業検

査 
ゼオライト保管容器 

ASME Sec.Ⅸ等に定められた

溶接施工法により，溶接され

ていること及び溶接士の資

格を有しているものにより，

溶接が行われていることを

記録で確認する。 

ASME Sec.Ⅸ等で定めら

れた溶接施工法及び溶接

士により溶接施工をして

いること。 

耐圧・漏え

い検査 
ゼオライト保管容器 

検査圧力で保持した後，検査

圧力に耐えていること及び

耐圧部分から漏えいがない

ことを記録で確認する。 

検査圧力で保持した後，

検査圧力に耐えているこ

と及び耐圧部分から漏え

いがないこと。 

外観検査 ゼオライト保管容器 

各部の外観を確認する。※２ 外観上，傷・へこみ及び

変形等の異常がないこ

と。 
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添付資料－８ 

 

地下階での ROVを使用した作業に関する説明書 

 

ゼオライト土嚢等処理設備は，充填・脱水設備で地下階のゼオライト土嚢等を地上階に抜

き出し，ゼオライト保管容器に充填・脱水するために，地下階で ROVを使用してゼオライト

土嚢等を充填・脱水設備まで移動させる作業を実施する。 

 

1. 地下階での ROVを使用した作業に関する基本方針 

地下階で ROVを使用してゼオライト土嚢等を充填・脱水設備まで移動させる作業は，2種

類の ROVを使用して実施し，ROVによる遠隔作業で，地下階にポンプ・ホース・中継容器

等を敷設して，ゼオライト土嚢等をゼオライト垂直移送ポンプに集めることにより地上

階に抜き出す。作業に使用する主な機器は以下の通り。 

(1)容器封入作業用 ROV 

作業アームを持ち，地下階に移送ホースを敷設し作業用アームで，ゼオライト水平移送

ポンプ等を使用して，ゼオライトの移動作業を実施する 

(2)ケーブル整線用 ROV 

容器封入作業用 ROV の途中のケーブルを整えるとともに送り出すことで，容器封入作

業用 ROVを補助する。また，容器封入作業用 ROVの作業補助のため，作業アームを有す

る。アームを使用して非常時に ROVの救援を実施する。 

(3)ゼオライト中継容器（垂直移送用） 

ゼオライト土嚢等をゼオライト垂直移送ポンプに供給するための容器 

(4)ゼオライト中継容器（水平移送用） 

ゼオライト土嚢等を地下階で水平移送する際の小型の中継容器 

(5)ゼオライト水平移送ポンプ 

ゼオライト土嚢等を地下階で水平移送する際の小型ポンプ 

(6)ゼオライト水平移送ホース 

 ゼオライト土嚢等を地下階で水平移送する際のホース 
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1.1 作業で使用する機器に要求される基本的な機能 

(1)容器封入作業用 ROV 

・カメラによる周囲の監視機能 

・遊泳して移動する機能 

・アームで作業をする機能 

・脚を展開して潜水して自身を固定する機能 

(2)ケーブル整線用 ROV 

・カメラによる周囲の監視機能 

・遊泳して移動する機能 

・アームで作業をする機能 

・ローラーでケーブルを送出する機能 

(3)ゼオライト中継容器（垂直移送用） 

・ゼオライト土嚢等を一時的に貯留する機能 

・ゼオライト土嚢等を滞留水と混合して垂直移送ポンプに供給する機能 

(4)ゼオライト中継容器（水平移送用） 

・ゼオライト土嚢等を一時的に貯留する機能 

(5)ゼオライト水平移送ポンプ，ホース 

・ゼオライト土嚢等を一時的に貯留する機能 

(5)ゼオライト水平移送ホース 

・ゼオライト土嚢等を水平移送する機能 
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1.2 主な機器の仕様 

(1) 容器封入作業用 ROV 

名称 容器封入作業用 ROV 

主要寸法 長さ 1000 mm × 幅 600 mm × 高さ 551 mm 

（水面移動時） 

装置重量 全体重量：100kg（気中） 

水中重量：0kg（水面移動時） 

40kg（床面での回収作業時） 

可搬重量 10kg 

作業用アーム 2本(1本につき可搬重量 10kg) 

作業用脚 4本 

ケーブル径 60mm 

ケーブル長 110m 

 

 

容器封入作業用 ROV 

  

作業用脚(展開時)

作業用脚(格納
時)

作業用脚(展開時)

作業用脚(格納時)

作業用アーム(展開時)

作業用アーム(格納時)

スラスタ スラスタ

作業用アーム(格納時)

作業用脚(格納時)

作業用脚(格納時)

浮力体 浮力体

カメラ

ケーブル

作業用脚(格納時)

作業用アーム(格納時)

作業用アーム(展開時)
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(2) ケーブル整線用 ROV 

名称 ケーブル整線用 ROV 

主要寸法 長さ 1000 mm × 幅 500 mm × 高さ 551 mm 

（水面移動時） 

装置重量 全体重量：80kg（気中） 

水中重量：0kg（水面移動時） 

20kg（バラストタンク内注水時 

可搬重量 10kg 

作業用アーム 2本(1本につき可搬重量 10kg) 

ケーブル径 40 mm 

ケーブル長 110 m 

 

 

ケーブル整線用 ROV 

 

 

 

  

作業用アーム(格納時)

スラスタ

スラスタ

作業用アーム(格納時)

ケーブル送り出しローラー
浮力体

浮力体

カメラ

作業用アーム(格納時)

ケーブル
送り出し
ローラー

ケーブル
送り出し
ローラー
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2.容器封入作業用 ROVで実施する具体的な作業 

作業ステップを以下に示す。 

(1)揚重機にて容器封入作業用 ROVを水中に投入。 

 

 

(2)容器封入作業用 ROVで必要に応じてケーブルガイドを設置。 

 

 

(3)揚重機にてゼオライト中継容器（垂直移送用）を設置。 

 

 

(4) 揚重機にて水平移送ホース①と水平移送用ポンプ①を水中に投入し，容器封入作業

用 ROVにて水平移送用ホース①を中継容器（垂直移送用）と水平移送用ポンプ①に接続。 
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(5)容器封入作業用 ROVにて水平移送用ホース①を展開しながら，水平移送用ポンプ①を

ゼオライト土嚢等のある場所まで移動し，ホースが展開できる範囲まで回収作業を実施。 

 

 

(6)ホースが展開できる範囲まで回収作業を実施後，水平移送ポンプ①を仮置き。 

 

 

(7)揚重機にて中継容器（水平移送用）①，水平移送ホース②と水平移送用ポンプ②を水

中に投入し容器封入作業用 ROVにて水平移送ポンプ①まで移動。水平移送ポンプ①，中継

容器（水平移送用）①，水平移送用ホース②，水平移送ポンプ②を接続。 

 

 

(8)容器封入作業用 ROVにて水平移送用ホース②を展開しながら，水平移送用ポンプ②

をゼオライト土嚢等のある場所まで移動し，吸引してゼオライト垂直移送ポンプのある

場所まで持っていき，ホースが展開できる範囲まで回収作業を実施。 
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(9)ホースが展開できる範囲まで回収作業を実施後，水平移送ポンプ②を仮置き。 

 

 

以降(7)～(9)を繰り返し，回収範囲を広げていく。 

  

 

3. ケーブル整線用 ROVで実施する具体的な作業 

容器封入作業用 ROV がケーブルを牽引しにくい兆候が出た場合に，揚重機にてケーブル

整線用 ROV を水中に投入し，容器封入作業用 ROV のケーブルに沿って移動し，ケーブル

が引っかかっている場所を探し，ケーブル送り機構でケーブルを整理し送り出す。 
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4. 想定されるトラブルとその対処について 

地下階での ROV を使用した作業においては，トラブルが発生した場合においても，ホー

ス，配管類は地下階にあり，ゼオライト土嚢等が地上階に影響を与えることはない。一方

で，作業の中断は工程に影響を与えるため，トラブルの対応は早急に実施する。 

 

4.1  ROV以外の機器のトラブルへの対応方針 

ROVを使用して機器を交換することで対応する。 

 

 

4.2  ROVのトラブルへの対応方針 

ROVのトラブルについては，自力移動可能であれば，自力で移動するが，自力移動が出来

ない場合は以下の対応を実施する。 

(1)片方の ROVが浮上中に制御不能の場合 

制御可能な方の ROVで補助をしつつ，ケーブルを引っ張り回収 
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(2)片方の ROVが潜水中に制御不能の場合 

①救援のための浮体を揚重機にて投入し，救援のための浮体を制御可能な方の ROV で

制御不能になった ROVに移動する 

 

 

②救援のための浮体を制御可能な方の ROVで制御不能になった ROVに取り付ける 

 

 

 ③救援のための浮体で制御不能になった ROVを浮上させ，制御可能な方の ROVで補助

をしつつ，ケーブルを引っ張り回収 

 

 

以上 
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添付資料－９ 

検査可能性に関する考慮事項 

 

ゼオライト土嚢等処理設備の設置にあたっては，今後の保全を考慮した設計とする。設

備保全の管理については，点検長期計画を作成し，点検計画に基づき，点検を実施してい

く。 

今回設置する機器は使用前検査対象に合わせて，代表的な機器の点検に対する考慮は以

下の通り。 

 

(1) タンク 

・外観・フランジ点検 

内部の点検が実施可能な設計とする。 

 

(2) ポンプ，弁 

・外観点検，取替 

点検や，取替が可能な設計とする。 

 

(3) 配管 

・外観・フランジ点検 

フランジ（シール）部のガスケット交換等の点検が実施可能な設計とする。 

 

(4) 換気空調装置 

・外観・分解点検，取替 

点検や，取替が可能な設計とする。 

 

(5) 漏えい検知器 

・外観点検，取替，機能確認 

点検や，取替，機能確認が可能な設計とする。 

 

なお，長納期の機器について予備品を確保する。 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

第１編 

 
（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置） 
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（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシス

テムの構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令

及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安全文化を育成及

び維持するための活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子炉主任技術者を

含む。）から適宜報告を求め，「原子力リスク管理基本マニュアル」及び｢トラブル等

の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。

また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安

全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室に限る。）。 

（３）福島第一原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）廃炉・汚染水対策最高責任者は，管理責任者として，プロジェクトマネジメント室，

廃炉安全・品質室，廃炉資材調達センター，原子力安全・統括部，原子力運営管理

部，原子力人財育成センターの長及び所長を指導監督し，廃炉・汚染水処理業務を

統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並び

に健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）プロジェクトマネジメント室は，福島第一廃炉推進カンパニーにおける廃炉全体の

中長期的な工程，人的資源の計画，実施計画の策定及び管理並びに各プロジェクト

の進捗状況の監視・評価及び人的資源の再配分に関する業務を行う。 

（６）安全・リスク管理グループは，保安管理及び原子力安全の総括（安全評価，リスク

管理を含む。）に関する業務を行う。 

（７）品質向上グループは，不適合管理及び改善活動全般（設計・開発の変更管理，調達

を含む。）に関する業務を行う。 

（８）基盤整備グループは，品質保証体系の総括，品質管理のための基盤の整備及び原子

力保安検査に関する業務を行う。 

（９）廃炉資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（10）原子力安全・統括部は，福島第一廃炉推進カンパニーにおける安全・品質の管理に

関する業務を行う。 

（11）原子力運営管理部は，福島第一原子力発電所の運転に関する業務（プロジェクトマ

ネジメント室所管業務を除く。）を行う。 

（12）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括に関する業務を

行う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。なお，保全のために行う

設計，建設・設置及び保守管理については，第６８条（施設管理計画）に基づき実施す



Ⅲ-1-5-2 

る。 

（１）所長は，廃炉・汚染水対策最高責任者を補佐し，発電所における保安に関する業務

を統括し，その際には主任技術者の意見を尊重する。 

（２）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（３）労務人事グループは，要員の計画・管理に関する業務を行う。 

（４）核セキュリティ運営管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の境界の管理に関

する業務を行う。 

（５）核セキュリティ施設運用グループは，周辺監視区域及び保全区域の境界の設備の運

用に関する業務を行う。 

（６）サイバーセキュリティグループは，サイバーセキュリティの総括に関する業務を行

う。 

（７）汚染水対策プログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等（「安全確保設備等」

の定義は第 11条による。）のうち，汚染水処理設備等，滞留水を貯留している建屋，

多核種除去設備等，サブドレン他水処理施設，雨水処理設備等及びゼオライト土嚢

等処理設備のプロジェクトの計画及び管理に関する業務を行う。 

（８）プール燃料取り出しプログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，使

用済燃料プール設備及び使用済燃料プールからの燃料取り出し設備，５号炉及び６

号炉に係る原子炉施設のうち，５・６号機燃料取扱系及び燃料貯蔵設備，その他安

全確保設備等のうち，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備並びに使用済燃料共用プ

ール設備のプロジェクトの計画及び管理並びにこれらに係る燃料管理に関する業務

を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，使用済燃料プール設備（使

用済燃料プール），使用済燃料プールからの燃料取り出し設備，その他安全確保設備

等のうち，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の機械設備並びに建築設備の設計，

建設・設置及び保守管理に関する業務を行う。 

（９）燃料デブリ取り出しプログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，燃

料デブリ取り出しに関する設備，原子炉圧力容器・格納容器注水設備，原子炉圧力

容器・格納容器ほう酸水注入設備，原子炉格納容器内窒素封入設備，原子炉格納容

器ガス管理設備及び３号機原子炉格納容器内取水設備に係る設備のプロジェクトの

計画及び管理並びにこれらに係る機械設備の設計，建設・設置及び保守管理に関す

る業務（共用機械設備ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（10）廃棄物対策プログラム部は，その他安全確保設備等のうち，放射性固体廃棄物等の

管理施設及び関連施設，放射性物質分析・研究施設第１棟並びに減容処理設備のプ

ロジェクトの計画及び管理に関する業務を行う。また，その他安全確保設備等のう

ち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設並びに大型廃棄物保管庫における

放射性廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（11）敷地全般管理・対応プログラム部は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設，屋外エ
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リアのプロジェクトの計画及び管理に関する業務（各プログラム部長が所管する業

務を除く。）を行う。 

（12）ＡＬＰＳ処理水プログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，多核種

除去設備等により，トリチウム以外の放射性物質を告示濃度限度比総和１未満まで

浄化処理した水（以下，ＡＬＰＳ処理水という。）の海洋放出に関連する設備のプロ

ジェクトの計画及び管理，運用方法の検討に関する業務並びにこれらに係る機械設

備及び土木設備の設計及び建設・設置に関する業務を行う。また，ＡＬＰＳ処理水

の分析の計画に関する業務を行う。 

（13）機械技術グループは，機械設備の設計に関する業務（機械技術ＧＭ以外の各プログ

ラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（14）地下水対策技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（滞留水移送装置），滞留水を貯留する建屋（陸側遮水壁），サブドレン他水

処理施設，油処理装置及びゼオライト土嚢等処理設備に係る機械設備の設計に関す

る業務を行う。 

（15）処理・貯留設備技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水

処理設備等（滞留水移送装置を除く。），多核種除去設備等及び雨水処理設備等に係

る機械設備の設計に関する業務を行う。 

（16）電気技術グループは，電気設備の設計に関する業務（配電・電路ＧＭが所管する業

務を除く。）を行う。 

（17）配電・電路グループは，構内配電線設備の設計，建設・設置及び保守管理に関する

業務を行う。 

（18）計装技術グループは，計装設備の設計に関する業務を行う。 

（19）通信システムグループは，通信設備の設計，建設・設置及び保守管理に関する業務

を行う。 

（20）土木基盤技術グループは，土木設備の設計に関する業務（土木基盤技術ＧＭ以外の

各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（21）土木水対策技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等，滞留水を貯留する建屋，サブドレン他水処理施設，雨水処理設備等及び原

子炉圧力容器・格納容器注水設備（処理水バッファタンク），その他安全確保設備等

のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（サイトバンカ及び廃棄物集

中処理建屋）に係る土木設備の設計に関する業務を行う。 

（22）建築保守技術グループは，既設建築設備に係る設計に関する業務を行う。 

（23）建築建設技術グループは，新設建築設備に係る設計に関する業務を行う。 

（24）１～４号当直は，１～４号炉に係る安全確保設備等，その他安全確保設備等のうち，

使用済燃料共用プール設備の運転管理に関する業務（１～４号当直長以外の各プロ

グラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 
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（25）５・６号当直は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設，その他安全確保設備等のう

ち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設の運転管理に関する業務（５・６

号当直長以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（26）水処理当直は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等，滞留

水を貯留する建屋，多核種除去設備等及びサブドレン他水処理施設（地下水ドレン

集水設備を除く。）の運転管理（運用支援ＧＭ，作業管理ＧＭ及び水処理計画ＧＭが

所管する業務を除く。）に関する業務を行う。 

（27）運用支援グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号炉に係る

原子炉施設，その他安全確保設備等のうち，使用済燃料共用プール設備，放射性固

体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備及び増設雑固体廃棄物

焼却設備を除く。）の運転管理のうち，マニュアル・手順書及び設備管理に関する業

務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，原子炉圧力容器・格納

容器注水設備（ろ過水タンク，純水タンク及び原水地下タンク），その他安全確保設

備等のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備

及び増設雑固体廃棄物焼却設備），大型機器除染設備並びに減容処理設備の運用に関

する業務を行う。 

（28）水処理計画グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等の運転管理のうち，汚染

水及び滞留水の移送，処理及び貯留の運転計画に関する業務を行う。 

（29）作業管理グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号炉に係る

原子炉施設，その他安全確保設備等のうち，使用済燃料共用プール設備，放射性固

体廃棄物等の管理施設及び関連施設並びに大型機器除染設備の保守作業管理に関す

る業務を行う。また，運転管理に関する業務の支援（巡視点検，定例試験，各設備

の運転操作等）を行う（当直長が所管する業務に限る）。 

（30）保全計画グループは，保守の総括に関する業務を行う。 

（31）１～６号機械設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号

炉に係る原子炉施設に係る機械設備の建設・設置及び保守管理，水貯蔵タンク及び

使用済燃料プールの水質管理に関する業務（１～６号機械設備ＧＭ以外の各プログ

ラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。また，１～４号炉に係る安全

確保設備等のうち，原子炉圧力容器・格納容器注水設備（消防車），使用済燃料プー

ル設備（消防車及びコンクリートポンプ車），５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の

うち，５・６号炉冷却用並びに使用済燃料プール用消防車の運用及び保守管理に関

する業務を行う。 

（32）共用機械設備グループは，その他安全確保設備等の機械設備の建設・設置及び保守

管理に関する業務（共用機械設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管す

る業務を除く。）を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，原子炉圧

力容器・格納容器注水設備（ろ過水タンク，純水タンク及び原水地下タンク）に係
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る機械設備の保守管理に関する業務を行う。 

（33）地下水対策設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（滞留水移送装置）に係る機械設備の保守管理，滞留水を貯留する建屋（陸

側遮水壁），サブドレン他水処理施設に係る機械設備の建設・設置及び保守管理並び

に油処理装置及びゼオライト土嚢等処理設備に係る機械設備の建設・設置，運転管

理及び保守管理に関する業務（運用支援ＧＭ，作業管理ＧＭ，水処理計画ＧＭが所

管する業務を除く。）を行う。 

（34）処理設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等

及び多核種除去設備等に係る機械設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（地

下水対策設備ＧＭ，貯留設備ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（35）貯留設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等

（貯留設備）の土木設備の保守管理，汚染水処理設備等（貯留設備の付帯設備）並

びに雨水処理設備等の建設・設置及び保守管理に関する業務を行う。 

（36）電気設備保守グループは，電気設備の保守管理並びに電源車の運用及び保守管理に

関する業務（配電・電路ＧＭ及び建築設備保守ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（37）電気設備建設グループは，電気設備の建設・設置に関する業務（配電・電路ＧＭが

所管する業務を除く。）を行う。 

（38）燃料計装設備グループは，計装設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（燃料

計装設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（39）水処理計装設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等，滞留水を貯留する建屋，多核種除去設備等，サブドレン他水処理施設，油

処理装置，３号機原子炉格納容器内取水設備，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設

のうち，５・６号炉仮設設備（滞留水貯留設備），その他安全確保設備等のうち，放

射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設，放射性物質分析・研究施設第１棟，大

型機器除染設備並びに減容処理設備に係る計装設備の建設・設置及び保守管理に関

する業務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，ＡＬＰＳ処理水

の海洋放出に関連する設備に係る計装設備の建設・設置に関する業務を行う。 

（40）土木基盤設備グループは，土木設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（土木

基盤設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（41）土木水対策設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（貯留設備を除く。），滞留水を貯留する建屋及びサブドレン他水処理施設，

雨水処理設備等及び原子炉圧力容器・格納容器注水設備（処理水バッファタンク），

その他安全確保設備等のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（サイ

トバンカ及び廃棄物集中処理建屋）に係る土木設備の建設・設置及び保守管理に関

する業務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備

等（貯留設備）に係る土木設備の建設・設置及びサブドレン他水処理施設（地下水
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ドレン集水設備）の運転管理に関する業務を行う。 

（42）建築設備保守グループは，建築設備の保守管理に関する業務（建築設備保守ＧＭ以

外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。また，その他安

全確保設備等のうち，大型機器除染設備に係る電気設備の保守管理に関する業務を

行う。 

（43）建築設備建設グループは，建築設備の建設・設置に関する業務（建築設備建設ＧＭ

以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（44）保安総括グループは，放射線管理のうち，放射線防護に係る装備品の管理，計測器

の管理，放射線防護教育，管理区域入域許可等の管理及び放射線従事者登録に関す

る業務（保安総括ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）

を行う。 

（45）放射線防護グループは，放射線管理のうち，出入管理，個人線量管理及び構内施設

（免震重要棟など）の放射線測定に関する業務を行う。 

（46）放出・環境モニタリンググループは，放射線管理のうち，発電所内外の陸域・海域

の環境モニタリング，放射性廃棄物管理のうち，液体廃棄物等の排水管理，１～４

号炉等からの気体廃棄物の放出測定管理及び５・６号炉からの放射性気体廃棄物の

放出管理に関する業務を行う。 

（47）分析評価グループは，分析施設の運用，放射能・化学分析機器の管理並びに放射性

物質分析・研究施設第１棟の運用及び保守管理，分析・データ評価に関する業務を

行う。 

（48）労働安全・防火グループは，防災安全の総括並びに初期消火活動のための設備の運

用及び体制の整備に関する業務を行う。 

（49）原子力防災グループは，原子力防災の総括及び緊急時対応の訓練計画・実施に関す

る業務を行う。 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）プロジェクトマネジメント室長及び廃炉安全・品質室長は，廃炉・汚染水対策最高

責任者を補佐し，廃炉・汚染水対策最高責任者が各組織を指導監督するための報告

及び助言を行うとともに，発電所組織が業務を行うための支援及び助言を行う。ま

た，第４条の定めのとおり，当該室が所管するグループの業務を統括管理する。 

（２）本社各部長（廃炉資材調達センター所長及び原子力人財育成センター所長を含む。）

は，廃炉・汚染水対策最高責任者を補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管

するグループの業務を統括管理する。 

（３）業務統括室長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管するグループの業務

を統括管理する。 

（４）各プログラム部長は，所長を補佐し，所管するグループの業務を統括管理する。 

（５）計画・設計センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管するグル
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ープの業務を統括管理する。 

（６）建設・運用・保守センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管す

る各部の業務を統括管理する。 

（７）防災・放射線センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管する各

部の業務を統括管理する。 

（８）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括

管理する。 

（９）本社廃炉安全・品質室各グループマネージャー及び発電所各グループマネージャー

（以下「各ＧＭ」といい，当直長を含む。）は，グループ員（当直員を含む。）を指

示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，所管業務に基づき緊急時の措置，

保安教育ならびに記録及び報告を行う。 

（10）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 
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（汚染水処理設備等で発生した廃棄物の管理） 

第４０条 

処理設備ＧＭは，表４０－１に定める放射性廃棄物の種類に応じて，それぞれ定められ

た施設に貯蔵する。 

２．処理設備ＧＭは，表４０－１に定める貯蔵施設において次の事項を確認するとともに，

その結果異常が認められた場合には必要な措置を講じる。 

（１）放射性廃棄物の種類毎の貯蔵状況を１週間に１回確認する。 

３．処理設備ＧＭは，セシウム吸着装置吸着塔，第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシ

ウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備処理カラム，高性能多核種除去設備吸着塔，ＲＯ

濃縮水処理設備吸着塔又はサブドレン他浄化装置吸着塔を大型廃棄物保管庫に貯蔵する

際は，吸着塔等の側面の表面線量率を測定する※１。 

４．処理設備ＧＭは，建屋内ＲＯ循環設備のＲＯ膜装置フィルタ類を一時保管エリア※２に

貯蔵する際は，保管容器に収納後，保管容器表面の線量率を測定し，その線量率に応じて，

廃棄物対策プログラム部長があらかじめ定めた線量率の目安値に応じて指定したエリア

に運搬し，遮へいやシート養生等の措置を講じる。 

５．水処理計画ＧＭは，高性能多核種除去設備前処理フィルタ，高性能多核種除去設備検

証試験装置前処理フィルタ又はＲＯ濃縮水処理設備前処理フィルタを一時保管エリアに

貯蔵する際は，保管容器に収納後，保管容器表面の線量率を測定し，その線量率に応じて，

廃棄物対策プログラム部長があらかじめ定めた線量率の目安値に応じて指定したエリア

に運搬し，遮へいやシート養生等の措置を講じる。 

６．水処理計画ＧＭは，サブドレン他浄化装置前処理フィルタ並びに地下水ドレン前処理

装置の保安フィルタ，ＲＯ膜及び樹脂を固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵する際は，保管容器に収

納後，保管容器表面の線量率を測定する。 

７．貯留設備ＧＭは，雨水処理設備等で発生する固体廃棄物を固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵す

る際は，保管容器に収納後，保管容器表面の線量率を測定する。 

８．１～６号機械設備ＧＭは，モバイル式処理装置（塩分除去装置）のＲＯ膜装置フィル

タ類又はイオン交換装置樹脂を固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵する際は，保管容器に収納後，保

管容器表面の線量率を測定する。 

９．廃棄物対策プログラム部長は，一時保管エリア内の高性能多核種除去設備前処理フィ

ルタ，高性能多核種除去設備検証試験装置前処理フィルタ，ＲＯ濃縮水処理設備前処理フ

ィルタ又は建屋内ＲＯ循環設備のＲＯ膜装置フィルタ類を貯蔵するエリアについて，柵，

ロープ等により区画を行い，人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。また，遮へい

が効果的である場合は遮へいを行う。 

１０．廃棄物対策プログラム部長は，表４０－２に定める貯蔵箇所において次の事項を確

認するとともに，その結果異常が認められた場合には必要な措置を講じる。 

（１）廃棄物の貯蔵状況を確認するために，１週間に１回貯蔵箇所を巡視するとともに，
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１ヶ月に１回貯蔵量を確認する。 

（２）空間線量率並びに空気中放射性物質濃度を定期的に測定するとともに，線量率測定

結果を表示する。 

１１．廃棄物対策プログラム部長は，大型廃棄物保管庫の目につきやすい場所に，管理上

の注意事項を掲示する。 

 

※１：第３項に示す吸着塔等は表４０－１に定める貯蔵施設にも保管できる。 

※２：覆土式一時保管施設，使用済保護衣等あるいは伐採木に係るもの及び発電所外のも

のを除く。以下，本条において同じ。 

 

表４０－１ 

放射性廃棄物の種類 貯蔵施設 

除染装置の凝集沈殿装置で発生した 

凝集沈殿物（廃スラッジ） 

造粒固化体貯槽 

又は 

廃スラッジ一時保管施設 

セシウム吸着装置吸着塔 

使用済セシウム吸着塔仮保管施設 

又は 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

第二セシウム吸着装置吸着塔 

モバイル式処理装置吸着塔 

放水路浄化装置吸着塔 

モバイル型ストロンチウム除去装置で 

使用したフィルタ及び吸着塔 

第二モバイル型ストロンチウム除去装置で 

使用した吸着塔 

第三セシウム吸着装置吸着塔 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

サブドレン他浄化装置吸着塔 

高性能多核種除去設備吸着塔 

高性能多核種除去設備検証試験装置吸着塔 

多核種除去設備で発生した二次廃棄物を 

収納した高性能容器 

増設多核種除去設備で発生した二次廃棄物を 

収納した高性能容器 

多核種除去設備処理カラム 

ＲＯ濃縮水処理設備吸着塔 

ゼオライト保管容器 
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表４０－２ 

廃棄物の種類 貯蔵箇所 

高性能多核種除去設備前処理フィルタ 

一時保管エリア 

高性能多核種除去設備検証試験装置前処理フィ

ルタ 

ＲＯ濃縮水処理設備前処理フィルタ 

建屋内ＲＯ循環設備のＲＯ膜装置フィルタ類 

サブドレン他浄化装置前処理フィルタ 

固体廃棄物貯蔵庫 

地下水ドレン前処理装置の保安フィルタ，ＲＯ

膜及び樹脂 

雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 

モバイル式処理装置（塩分除去装置）のＲＯ膜

装置フィルタ類及びイオン交換装置樹脂 

セシウム吸着装置吸着塔 

大型廃棄物保管庫 

第二セシウム吸着装置吸着塔 

第三セシウム吸着装置吸着塔 

多核種除去設備処理カラム 

高性能多核種除去設備吸着塔 

ＲＯ濃縮水処理設備吸着塔 

サブドレン他浄化装置吸着塔 
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附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．第５条及び第４０条については，ゼオライト土嚢等処理設備の運用を開始した時点か

ら適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月２２日 原規規発第 2303227 号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和５年３月３１日から施行する。 

２．第６１条については，令和２年９月１１日に公布された放射性同位元素等の規制に関

する法律施行規則の施行までに適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月７日 原規規発第 2303075 号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和５年５月１日から施行する。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の２の表４２の２－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出さ

れる放射性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第 2210277 号） 

（施行期日） 

第１条 
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２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時点から適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和４年４月２２日 原規規発第 2204221 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の表４２－１及び表４２－２における２号炉原子炉建屋オペレーティングフ

ロア及び燃料取り出し用構台換気設備から放出される気体廃棄物の管理については，２

号炉原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備の運用を開始

した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第６０条及び第６１条については，２号炉燃料取り出し用構台におけるエリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和３年４月６日 原規規発第 2104063 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２については，減容処理設備の運用を開

始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理区域図面並びに添付２（管理

対象区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域

の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年９月２９日 原規規発第 2009291 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第６１条については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 
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附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第４０条及び第４２条の２については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２の表４２の２－１における増設焼却炉

建屋排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却

設備の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２８年１２月２７日 原規規発第 1612276 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４０条の２における水位の監視については，水位計の設置が完了した貯留設備から

順次適用する。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

２．第１７条第３項及び第４項の１号炉復水貯蔵タンク水については，運用開始時点から

適用する。 



 

 

 

 

 

 

 

第２編 

 
（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 
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（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシス

テムの構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令

及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安全文化を育成及

び維持するための活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子炉主任技術者を

含む。）から適宜報告を求め，「原子力リスク管理基本マニュアル」及び｢トラブル等

の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。

また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安

全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室に限る。）。 

（３）福島第一原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）廃炉・汚染水対策最高責任者は，管理責任者として，プロジェクトマネジメント室，

廃炉安全・品質室，廃炉資材調達センター，原子力安全・統括部，原子力運営管理

部，原子力人財育成センターの長及び所長を指導監督し，廃炉・汚染水処理業務を

統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並び

に健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）プロジェクトマネジメント室は，福島第一廃炉推進カンパニーにおける廃炉全体の

中長期的な工程，人的資源の計画，実施計画の策定及び管理並びに各プロジェクト

の進捗状況の監視・評価及び人的資源の再配分に関する業務を行う。 

（６）安全・リスク管理グループは，保安管理及び原子力安全の総括（安全評価，リスク

管理を含む。）に関する業務を行う。 

（７）品質向上グループは，不適合管理及び改善活動全般（設計・開発の変更管理，調達

を含む。）に関する業務を行う。 

（８）基盤整備グループは，品質保証体系の総括，品質管理のための基盤の整備及び原子

力保安検査に関する業務を行う。 

（９）廃炉資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（10）原子力安全・統括部は，福島第一廃炉推進カンパニーにおける安全・品質の管理に

関する業務を行う。 

（11）原子力運営管理部は，福島第一原子力発電所の運転に関する業務（プロジェクトマ

ネジメント室所管業務を除く。）を行う。 

（12）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括に関する業務を

行う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。なお，保全のために行う

設計，建設・設置及び保守管理については，第１０７条（施設管理計画）に基づき実施
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する。 

（１）所長は，廃炉・汚染水対策最高責任者を補佐し，発電所における保安に関する業務

を統括し，その際には主任技術者の意見を尊重する。 

（２）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（３）労務人事グループは，要員の計画・管理に関する業務を行う。 

（４）核セキュリティ運営管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の境界の管理に関

する業務を行う。 

（５）核セキュリティ施設運用グループは，周辺監視区域及び保全区域の境界の設備の運

用に関する業務を行う。 

（６）サイバーセキュリティグループは，サイバーセキュリティの総括に関する業務を行

う。 

（７）汚染水対策プログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等（「安全確保設備等」

の定義は第 11条による。）のうち，汚染水処理設備等，滞留水を貯留している建屋，

多核種除去設備等，サブドレン他水処理施設，雨水処理設備等及びゼオライト土嚢

等処理設備のプロジェクトの計画及び管理に関する業務を行う。 

（８）プール燃料取り出しプログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，使

用済燃料プール設備及び使用済燃料プールからの燃料取り出し設備，５号炉及び６

号炉に係る原子炉施設のうち，５・６号機燃料取扱系及び燃料貯蔵設備，その他安

全確保設備等のうち，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備並びに使用済燃料共用プ

ール設備のプロジェクトの計画及び管理並びにこれらに係る燃料管理に関する業務

を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，使用済燃料プール設備（使

用済燃料プール），使用済燃料プールからの燃料取り出し設備，その他安全確保設備

等のうち，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の機械設備並びに建築設備の設計，

建設・設置及び保守管理に関する業務を行う。 

（９）燃料デブリ取り出しプログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，燃

料デブリ取り出しに関する設備，原子炉圧力容器・格納容器注水設備，原子炉圧力

容器・格納容器ほう酸水注入設備，原子炉格納容器内窒素封入設備，原子炉格納容

器ガス管理設備及び３号機原子炉格納容器内取水設備に係る設備のプロジェクトの

計画及び管理並びにこれらに係る機械設備の設計，建設・設置及び保守管理に関す

る業務（共用機械設備ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（10）廃棄物対策プログラム部は，その他安全確保設備等のうち，放射性固体廃棄物等の

管理施設及び関連施設，放射性物質分析・研究施設第１棟並びに減容処理設備のプ

ロジェクトの計画及び管理に関する業務を行う。また，その他安全確保設備等のう

ち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設並びに大型廃棄物保管庫における

放射性廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（11）敷地全般管理・対応プログラム部は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設，屋外エ
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リアのプロジェクトの計画及び管理に関する業務（各プログラム部長が所管する業

務を除く。）を行う。 

（12）ＡＬＰＳ処理水プログラム部は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，多核種

除去設備等により，トリチウム以外の放射性物質を告示濃度限度比総和１未満まで

浄化処理した水（以下，ＡＬＰＳ処理水という。）の海洋放出に関連する設備のプロ

ジェクトの計画及び管理，運用方法の検討に関する業務並びにこれらに係る機械設

備及び土木設備の設計及び建設・設置に関する業務を行う。また，ＡＬＰＳ処理水

の分析の計画に関する業務を行う。 

（13）機械技術グループは，機械設備の設計に関する業務（機械技術ＧＭ以外の各プログ

ラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（14）地下水対策技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（滞留水移送装置），滞留水を貯留する建屋（陸側遮水壁），サブドレン他水

処理施設，油処理装置及びゼオライト土嚢等処理設備に係る機械設備の設計に関す

る業務を行う。 

（15）処理・貯留設備技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水

処理設備等（滞留水移送装置を除く。），多核種除去設備等及び雨水処理設備等に係

る機械設備の設計に関する業務を行う。 

（16）電気技術グループは，電気設備の設計に関する業務（配電・電路ＧＭが所管する業

務を除く。）を行う。 

（17）配電・電路グループは，構内配電線設備の設計，建設・設置及び保守管理に関する

業務を行う。 

（18）計装技術グループは，計装設備の設計に関する業務を行う。 

（19）通信システムグループは，通信設備の設計，建設・設置及び保守管理に関する業務

を行う。 

（20）土木基盤技術グループは，土木設備の設計に関する業務（土木基盤技術ＧＭ以外の

各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（21）土木水対策技術グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等，滞留水を貯留する建屋，サブドレン他水処理施設，雨水処理設備等及び原

子炉圧力容器・格納容器注水設備（処理水バッファタンク），その他安全確保設備等

のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（サイトバンカ及び廃棄物集

中処理建屋）に係る土木設備の設計に関する業務を行う。 

（22）建築保守技術グループは，既設建築設備に係る設計に関する業務を行う。 

（23）建築建設技術グループは，新設建築設備に係る設計に関する業務を行う。 

（24）１～４号当直は，１～４号炉に係る安全確保設備等，その他安全確保設備等のうち，

使用済燃料共用プール設備の運転管理に関する業務（１～４号当直長以外の各プロ

グラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 
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（25）５・６号当直は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設，その他安全確保設備等のう

ち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設の運転管理に関する業務（５・６

号当直長以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（26）水処理当直は，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等，滞留

水を貯留する建屋，多核種除去設備等及びサブドレン他水処理施設（地下水ドレン

集水設備を除く。）の運転管理（運用支援ＧＭ，作業管理ＧＭ及び水処理計画ＧＭが

所管する業務を除く。）に関する業務を行う。 

（27）運用支援グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号炉に係る

原子炉施設，その他安全確保設備等のうち，使用済燃料共用プール設備，放射性固

体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備及び増設雑固体廃棄物

焼却設備を除く。）の運転管理のうち，マニュアル・手順書及び設備管理に関する業

務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，原子炉圧力容器・格納

容器注水設備（ろ過水タンク，純水タンク及び原水地下タンク），その他安全確保設

備等のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備

及び増設雑固体廃棄物焼却設備），大型機器除染設備並びに減容処理設備の運用に関

する業務を行う。 

（28）水処理計画グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等の運転管理のうち，汚染

水及び滞留水の移送，処理及び貯留の運転計画に関する業務を行う。 

（29）作業管理グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号炉に係る

原子炉施設，その他安全確保設備等のうち，使用済燃料共用プール設備，放射性固

体廃棄物等の管理施設及び関連施設並びに大型機器除染設備の保守作業管理に関す

る業務を行う。また，運転管理に関する業務の支援（巡視点検，定例試験，各設備

の運転操作等）を行う（当直長が所管する業務に限る）。 

（30）保全計画グループは，保守の総括に関する業務を行う。 

（31）１～６号機械設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等，５号炉及び６号

炉に係る原子炉施設に係る機械設備の建設・設置及び保守管理，水貯蔵タンク及び

使用済燃料プールの水質管理に関する業務（１～６号機械設備ＧＭ以外の各プログ

ラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。また，１～４号炉に係る安全

確保設備等のうち，原子炉圧力容器・格納容器注水設備（消防車），使用済燃料プー

ル設備（消防車及びコンクリートポンプ車），５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の

うち，５・６号炉冷却用並びに使用済燃料プール用消防車の運用及び保守管理に関

する業務を行う。 

（32）共用機械設備グループは，その他安全確保設備等の機械設備の建設・設置及び保守

管理に関する業務（共用機械設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管す

る業務を除く。）を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，原子炉圧

力容器・格納容器注水設備（ろ過水タンク，純水タンク及び原水地下タンク）に係



Ⅲ-2-5-5 

る機械設備の保守管理に関する業務を行う。 

（33）地下水対策設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（滞留水移送装置）に係る機械設備の保守管理，滞留水を貯留する建屋（陸

側遮水壁），サブドレン他水処理施設に係る機械設備の建設・設置及び保守管理並び

に油処理装置及びゼオライト土嚢等処理設備に係る機械設備の建設・設置，運転管

理及び保守管理に関する業務（運用支援ＧＭ，作業管理ＧＭ，水処理計画ＧＭが所

管する業務を除く。）を行う。 

（34）処理設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等

及び多核種除去設備等に係る機械設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（地

下水対策設備ＧＭ，貯留設備ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（35）貯留設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備等

（貯留設備）の土木設備の保守管理，汚染水処理設備等（貯留設備の付帯設備）並

びに雨水処理設備等の建設・設置及び保守管理に関する業務を行う。 

（36）電気設備保守グループは，電気設備の保守管理並びに電源車の運用及び保守管理に

関する業務（配電・電路ＧＭ及び建築設備保守ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（37）電気設備建設グループは，電気設備の建設・設置に関する業務（配電・電路ＧＭが

所管する業務を除く。）を行う。 

（38）燃料計装設備グループは，計装設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（燃料

計装設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（39）水処理計装設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等，滞留水を貯留する建屋，多核種除去設備等，サブドレン他水処理施設，油

処理装置，３号機原子炉格納容器内取水設備，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設

のうち，５・６号炉仮設設備（滞留水貯留設備），その他安全確保設備等のうち，放

射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設，放射性物質分析・研究施設第１棟，大

型機器除染設備並びに減容処理設備に係る計装設備の建設・設置及び保守管理に関

する業務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，ＡＬＰＳ処理水

の海洋放出に関連する設備に係る計装設備の建設・設置に関する業務を行う。 

（40）土木基盤設備グループは，土木設備の建設・設置及び保守管理に関する業務（土木

基盤設備ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（41）土木水対策設備グループは，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理

設備等（貯留設備を除く。），滞留水を貯留する建屋及びサブドレン他水処理施設，

雨水処理設備等及び原子炉圧力容器・格納容器注水設備（処理水バッファタンク），

その他安全確保設備等のうち，放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（サイ

トバンカ及び廃棄物集中処理建屋）に係る土木設備の建設・設置及び保守管理に関

する業務を行う。また，１～４号炉に係る安全確保設備等のうち，汚染水処理設備

等（貯留設備）に係る土木設備の建設・設置及びサブドレン他水処理施設（地下水
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ドレン集水設備）の運転管理に関する業務を行う。 

（42）建築設備保守グループは，建築設備の保守管理に関する業務（建築設備保守ＧＭ以

外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。また，その他安

全確保設備等のうち，大型機器除染設備に係る電気設備の保守管理に関する業務を

行う。 

（43）建築設備建設グループは，建築設備の建設・設置に関する業務（建築設備建設ＧＭ

以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）を行う。 

（44）保安総括グループは，放射線管理のうち，放射線防護に係る装備品の管理，計測器

の管理，放射線防護教育，管理区域入域許可等の管理及び放射線従事者登録に関す

る業務（保安総括ＧＭ以外の各プログラム部長及び各ＧＭが所管する業務を除く。）

を行う。 

（45）放射線防護グループは，放射線管理のうち，出入管理，個人線量管理及び構内施設

（免震重要棟など）の放射線測定に関する業務を行う。 

（46）放出・環境モニタリンググループは，放射線管理のうち，発電所内外の陸域・海域

の環境モニタリング，放射性廃棄物管理のうち，液体廃棄物等の排水管理，１～４

号炉等からの気体廃棄物の放出測定管理及び５・６号炉からの放射性気体廃棄物の

放出管理に関する業務を行う。 

（47）分析評価グループは，分析施設の運用，放射能・化学分析機器の管理並びに放射性

物質分析・研究施設第１棟の運用及び保守管理，分析・データ評価に関する業務を

行う。 

（48）労働安全・防火グループは，防災安全の総括並びに初期消火活動のための設備の運

用及び体制の整備に関する業務を行う。 

（49）原子力防災グループは，原子力防災の総括及び緊急時対応の訓練計画・実施に関す

る業務を行う。 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）プロジェクトマネジメント室長及び廃炉安全・品質室長は，廃炉・汚染水対策最高

責任者を補佐し，廃炉・汚染水対策最高責任者が各組織を指導監督するための報告

及び助言を行うとともに，発電所組織が業務を行うための支援及び助言を行う。ま

た，第４条の定めのとおり，当該室が所管するグループの業務を統括管理する。 

（２）本社各部長（廃炉資材調達センター所長及び原子力人財育成センター所長を含む。）

は，廃炉・汚染水対策最高責任者を補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管

するグループの業務を統括管理する。 

（３）業務統括室長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管するグループの業務

を統括管理する。 

（４）各プログラム部長は，所長を補佐し，所管するグループの業務を統括管理する。 

（５）計画・設計センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管するグル
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ープの業務を統括管理する。 

（６）建設・運用・保守センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管す

る各部の業務を統括管理する。 

（７）防災・放射線センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，所管する各

部の業務を統括管理する。 

（８）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括

管理する。 

（９）本社廃炉安全・品質室各グループマネージャー及び発電所各グループマネージャー

（以下「各ＧＭ」といい，当直長を含む。）は，グループ員（当直員を含む。）を指

示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，所管業務に基づき緊急時の措置，

保安教育ならびに記録及び報告を行う。 

（10）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 



Ⅲ-2-附則-1 

附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．第５条については，ゼオライト土嚢等処理設備の運用を開始した時点から適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月２２日 原規規発第 2303227 号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和５年３月３１日から施行する。 

２．第１０２条については，令和２年９月１１日に公布された放射性同位元素等の規制に

関する法律施行規則の施行までに適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月７日 原規規発第 2303075 号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和５年５月１日から施行する。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第８９条の表８９－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出される放射

性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和３年４月６日 原規規発第 2104063 号） 

（施行期日） 

第１条 



Ⅲ-2-附則-2 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条については，減容処理設備の運用を開

始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理区域図面並びに添付２（管理

対象区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域

の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条の表８９－１における増設焼却炉建屋

排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な

場合，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすこ

とができる。 
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 Ⅰ 乾式キャスク仮保管設備の構造強度及び耐震性について 

 Ⅱ 乾式キャスク仮保管設備に関する要目表 



別冊９ 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設に係る補足説明 

 Ⅰ 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設の構造強度及び耐震性について 

 

別冊１２ サブドレン他水処理施設に係る補足説明 

Ⅰ サブドレン他水処理施設の耐震性に係る補足説明 

Ⅱ サブドレン集水設備の強度に係る補足説明 

Ⅲ サブドレン他浄化設備の強度に係る補足説明 

Ⅳ サブドレン他移送設備の強度に係る補足説明 

Ⅴ 地下水ドレン集水設備の強度に係る補足説明 

 

別冊１３ 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（雑固体廃棄物焼却設備）に係る

補足説明 

 Ⅰ 雑固体廃棄物焼却設備の耐震性に係る補足説明 

 Ⅱ 雑固体廃棄物焼却設備の強度に係る補足説明 

 Ⅲ 雑固体廃棄物焼却設備の公称値の許容範囲について 

  

別冊１４ 雨水処理設備等に係わる補足説明 

 Ⅰ 雨水処理設備等の構造強度・耐震性に係わる補足説明 

Ⅱ 雨水処理設備等の寸法許容範囲について 

 Ⅲ 雨水処理設備等の耐圧検査条件について 

 

別冊１５ 使用済燃料共用プール設備に係る補足説明 

 Ⅰ 使用済燃料貯蔵ラックおよび使用済燃料収納缶に係る要目表 

 Ⅱ 使用済燃料貯蔵ラック（49体）の耐震性について 

Ⅲ 使用済燃料貯蔵ラック（25 体）の核燃料物質が臨界に達しないことを説明する書類

に係る補足説明 

Ⅳ 使用済燃料貯蔵ラック（25 体）の耐震性について 

 

別冊１６ 建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器に係る補足説明 

 Ⅰ 建屋内 RO 循環設備の構造強度評価に係る補足説明 

 Ⅱ 建屋内 RO 循環設備の耐震性評価に係る補足説明 

 Ⅲ 追設する関連機器の構造強度・耐震性評価に係る補足説明 

 

 

別冊１７ ５・６号機 燃料取扱系及び燃料貯蔵設備に係る補足説明 

 Ⅰ 燃料の取扱い・耐震性について 



  

別冊１８ RO 濃縮水処理設備に係る補足説明 

 Ⅰ RO 濃縮水処理設備の構造強度及び耐震性について 

 

別冊１９ 大型機器除染設備に係る補足説明 

 Ⅰ 大型機器除染設備の強度に係る補足説明 

 Ⅱ 大型機器除染設備の公称値の許容範囲について 

 

別冊２０ 電気系統設備に係る補足説明 

 Ⅰ 所内共通 M/C5A/B の耐震性評価結果 

 Ⅱ 所内共通 M/C6A/B の耐震性評価結果 

  Ⅲ 所内共通 M/C7A/B の耐震性評価結果 

 

別冊２１ 放射性物質分析・研究施設 第 1 棟に係る補足説明 

Ⅰ 放射性物質分析・研究施設 第 1棟の構造強度について 

Ⅱ 放射性物質分析・研究施設 第 1棟の耐震性について 

Ⅲ 第 1棟の設備の公称値の許容範囲について 

 

別冊２２ 油処理装置に係る補足説明 

Ⅰ 油処理装置の耐震性に関する補足説明 

Ⅱ 油処理装置の強度に係る補足説明 

Ⅲ 油処理装置の公称値の許容範囲について 

 

別冊２３ 増設雑固体廃棄物焼却設備に係る補足説明 

Ⅰ ．増設雑固体廃棄物焼却設備の耐震性に係る補足説明 

Ⅱ ．増設雑固体廃棄物焼却設備の強度に係る補足説明 

Ⅲ ．増設雑固体廃棄物焼却設備の公称値の許容範囲について 

 

別冊２４ ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系に係る補足説明 

Ⅰ ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系のうち，仮設設備（滞留水貯留設備）の構造

強度及び耐震性について 

 

別冊２６ ３号機原子炉格納容器内取水設備に係る補足説明 

 Ⅰ ３号機原子炉格納容器内取水設備の構造強度及び耐震性について 

 

 



別冊２７ ALPS 処理水希釈放出設備に係る補足説明 

Ⅰ ALPS 処理水希釈放出設備の構造強度について 

Ⅱ ALPS 処理水希釈放出設備の公称値の許容範囲について 

 

別冊２８ ２号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明 

 Ⅰ 燃料取り出し用構台 補足説明資料 

 Ⅱ 換気設備 換気風量について 

Ⅲ 原子炉建屋オペレーティングフロア床面に設置する遮蔽体の耐震性についての計算

書 

 Ⅳ 2 号機燃料取扱設備及び燃料取り出し用構台に対する 1/2Ss450 評価について 

 Ⅴ 2 号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書 

 Ⅵ 燃料取扱設備の耐震性についての計算書 

 

別冊２９ ゼオライト土嚢等処理設備に係る補足説明 

 Ⅰ ゼオライト土嚢等処理設備の耐震性に係る補足説明 

Ⅱ ゼオライト土嚢等処理設備の構造強度に係る補足説明 

Ⅲ ゼオライト土嚢等処理設備の公称値の許容範囲について 






























































































































































































































































































































































































































